


．日BMH. 11百屑の／！、数字は月齢を示す．

・新月、 （） u~；、 01前月 . c.-1、拾を示す。

科目十jの中央の数字は 1-4で危険肢を示した．

4がもっとも危険な日である．
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地震カレ ンダーはM7以上の 日本付近の地震の起H寺と、月齢の問には統計的関係 のあることを

利用し、これを災用化したものである。現在、権威筋では 、主 としてその仕組みが明瞭でない

という忠由で、その価値を認めていない。 また、 1983年 5月26日の日本海中部地震（M7.7)のごときは、

まっ たく（i ~F!-1 しなか っ たが 、 過去において’79.fJ三 9 月 13 日周防灘、 ’ 78年 6 月 1 2 日 の宮城j中 、 ’ 76年 1 月 21 日

の根京沖、’75年 4Fl 21日の犬分県、’80年 2月23日北海；ti東アf沖、 同年 4月22日静岡県掛川の地震などい

ずれ も危険皮 4の 日に起こ っておリ、統計・（1勺にまったく 無一意味であるとは忠、われない。現在、地震のH寺

Hを指定 した予報はなお悶難であるので、このよ うな形で危険の可校性の大・きい日を指定することは必

ずしも無意味であるとは｝i):＇，われず、そのため利用者 も多いので 、10年 以Jよも毎年発表を続けてきたので

ある。 ところが最ほこのカ レン 夕、ーを火山噴火の予想に誤用した人があり、 1983年 9月中句の笛士山大

爆発の不（J'.Jrj1を、このカレン ダ の守！守主£ した危険j立の高い日のせいにしている。 しかしながら、すでに

.i±べたように．このカレン夕、ーはM7以 ｜ーの地震についての統計的性質にJ左づいてつく られたものであ

って 、火山噴火の守二 :ti. ~ と はま っ た く ｜立］係が弘・ い。 :<j"，.： カ レン 夕，一 を利 JIJ さオ1る ""Fi l手以_I ：，一の こ とを＊9J の．｜ニ

く;11.ぐれも 誤J!Jなき ょう可'Ji望 したい。 （恨本順古）で、



舞坂宿を襲った
安政地震津波

ー－，咽開・切炉4・

遠州灘の海底は大地震発生の常習地帯で、ある。遠州、｜

灘と浜名湖との聞に町並みを形成している舞阪町は、

海抜2m余りの平たん地。その歴史には、大地震、大

i章波のつめあとがくっきりと残っている。

遠州灘と浜名湖とを結ぶ今切口がで、きた明応、の地震

(1498年）、新居間所が壊れ、今切i度荷台も中断した常永

の地震（1707年）、舞坂宿の大半が浸水して家屋に大き

な被害がでた安政の地震（1854）など。ひとたび遠Hl1難

で大地震が発生すれば、沿岸の舞阪は津波の被害から

免れることはできないのである。今また東海地震の発

生が心配され、 当地でも各種の対策を講じている。

関所の対岸に位置した舞坂は、小さいながらも東海

道五十三次の宿駅であった。そのためか、文書などの

古い記録も数多く残っている。津波災害に閲するもの

も幾つかある。舞阪町西町の渡辺家に保存されている

この絵図もその一つ。当主から五代前の八郎平 ｛1824

年一1901年）が、 30歳の時に体験した安政地震の津波

被害状況を、タテ42cm、ヨコ 104.5cmの和紙に描いた

ものである。

上（南）が遠州1難。右（西）と下（北）が浜名湖。東西に



貫く東海道に沿って家屋が 300軒余り。海抜5m余り

の岐佐神社と奉燈山に人々が逃げ登り、津波が収まる

のをじっと待っている。何波も襲ってくる津波を不安

げに見つめていたことであろう。なお、水が引いたあ

との竹やぶには魚が引っかかっていたという言い伝え

もF支っている。

安政地震による被害の模様を書き留めた古文書を要

約すると、舞坂宿の状況は次のとおりである。

「大地震に続いて高さ 2丈余り （約 6m、絵図には

3丈とある）の津波が舞坂宿を襲ったので、海岸の石

垣はひとたまりもなく崩れ落ちfこa水の勢いは激しく、

渡船場から上がったかと思うと、またたく聞に南東の

方向へ走り、家屋を打ち砕いた。東の方でも提防が切

れ、全部の田畑にi朝水が入った。宿場は一面、海のよ

うになってしまった。浜名湖のノリソダも 1本残らず

流されてしまった。渡船場の付近は土地が低いので、

角屋 （旅篭屋、以下向じ）へはかもいの上まで水がき

た。向かいの正月屋は全壊した。湊屋、笹屋、桔梗屋

はいずれも裏から水が入り、半壊した。掛塚屋と:g-荷

犀は家が新しく、土地も高いので、！未まで水が入った

だけですんだ。しかし、渡船場の石垣が崩壊したので

渡船の航行に支障が出た。このほか、八丁畷の北の方

からも水が入り、道路が押し流されて通行できなくな

ったため、回り道したJ

舞坂宿から中泉代官所へ提出した報告書によると、

家屋の被害状況は、流失8軒、全壊8軒、半壊58軒、

破損 214軒であった。

これほど大きな被害が出たにもかかわらず、犠牲者

は一人も出なかったのである。堅固な防波堤があるわ

けでなく、もちろん、科学技術も情報網も発達してい

なかった時代のこと。町の地形が津波にまったく無防

備だったので、 「地震が起きれば、すぐ高い所ヘ避難す

る」というのは、津波危険地帯に住む人たちの生活の

知恵であっただろう。

しかし、最近は堅固な防波堤や波消しブロックなど

の整備が進んでいるためか、長年、被害が出ていないた

めか、津波に対する危険意識が薄れ、 受け継がれてき

た津波体験も、風化しようとしている。

静岡県舞阪町役場企画管理課主査・鈴木五十虞
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自主防災は自らの手で

高度な文化生活を営む社会は、より一層平和な社会を望んでいる

ことであろう。これは人間の常で、かつ、万人の願望であり、日常

社会の場において、安全な環境を最も期待しているのである。

近年、火災件数はともか J として、焼失面積は漸減の方向にあり、

焼死者についても白損行為によるものを除けば減少している。

自主防災という言葉が用いられてから、もう 10年は経過するので

はなかろうか。

ちなみに、延焼拡大火災の少なベなった要素としては、まず、都

市の不燃化、火気使用設備器具の安全化、消防力の充実強化、住民

の初期消火の促進などが挙げられる。そのなかでも最も大きな要素

は自主防災に外ならない。

事業所においては、周辺の火災にまでも積極的に応援し、初期消

火に成功した例が増加しつつあり 消防隊の到着までにおおむね火

勢を制圧している例が多くなってきたことは、真に自主防災体制の

実現を図っている証左であると思われる。

「自主防災活動」というスローガンは単なる合言葉ではなく、こ

れを実践してこそ、その効果が実現し、消防統計にも数字として示

されるものである。

その意味では、相互に協力し合う国民性というものは、今後ます

ます助長すべき時代がやってこよう。他人は他人、私は私、と個人

主義の発展から、ややもすると助け合い精神が欠如の傾向にある都

会人の風潮の中で、いざというとき協力しあう仲間は隣近所の住民

ではなかろうか。

かつて、ある期間内の火災時における火元付近の協力体制を調査

したことがある。火点からおおむね30m 以内の人々は、何らかの形

で通報・初期消火に協力していることが数字で示された。このよう

な協力体制の輪が広がることにより、地域の連帯性が確立されるの

であろう。このことは、関東大地震、空襲火災を「焼けずの地」と

して守り続けてきた東京の神田佐久間町・和泉町の例をもってしで

も立証できる。

年間の火災件数のなかで建物火災の約80%が住民の手によりボヤ

で消火されている現況をみると、単に防災意識の向上のみでなく、

行動力の向上がその成果を発揮していると信じていい。

地域は市民消火隊と消防団、事業所は消防計画に定める自衛消防

隊の活躍により、各都市や市町村の消防実績の向上も図られている

ことはいうまでもない。

「世界一平和で安全な都市づくりをめざして」の目標を高く掲げ、

1984年も安全な年を築き上げたいものである。

’84予防時報136

防災言

長谷部義雄
東京消防庁予防部長

本誌編集委員
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ずいひつ

木は生きている

小原二郎
千葉工業大学教授

二度目のいのち

木綿や木という言葉を聞くと、私たちは何

6 

か心の和むのを覚える。それは一番身近に、

一番長く親しんできた材料だからである。木

綿も木もかつては生き物であった。化学繊維

や木に代わる新材料がいろいろ開発されたに

もかかわらず、それらが今も多くの人々に親

しまれているのは、天然材料のもつ独特な性

質のためであろう。私たちは明治以来、常に

新レい材料を追い掛けてきた。そして、天然

材料よりは人工材料のほうが優れているとも

信じてきた。建築材料についていえば、木よ

りはれんががよく、れんがよりはコンクリー

ト、コンクリートよりは室失、さらにガラス、

軽金属、プラスチックというように古いもの

を捨てて、新しいものへと移ってきた。鉄と

ガラスとコンクリートで固まれた空間をつく

れば、それが最も文明的な安全のあかしであ

るとイ言じてきたのである。

だが、最近になって事情は少し変わってき

た。木綿や木のよさをもう一度見直そうとい

う動きが出てきたのである。一般に、鉄やプ

ラスチックのような材料は、新しいときが一

番強く、古くなるにつれて弱くなる。機械も

同じで、性能は年代とともに直線的に下がっ

ていく。ところが木はいささか事情が違って

いるのである。

いま、 1,300年たった法隆寺のヒノキの柱と

来庁しいヒノキのキ主とでは どちらが強いかと

聞かれたら、それは新しいほうさと答えるに

違いない。だが、その答えは正しくない。な

ぜならヒノキは、切られてから200～ 300年の

聞は、強さや剛性がじわじわと増して、 3割

近くも上昇し、その時期が過ぎて後、緩やか

に下降する。その下がりカーブの、新材とほ



ぼ同じくらいの強さのところに、 1,300年たっ

た法隆寺材が位置しているからである。

つまり木は、切られたとき第一の生命を断

つが、建物の用材として使われると再び第二

の生が始まって、その後何百年もの長い間生

き続ける力をもっているのである。バイオリ

ンは古くなるほど音色がさえるというが、そ

れもこの材質の変化で説明できる。用材の剛

性が増すとともに音色がよくなるのである。

したがって、音がよくなるのはある時期まで

で、その後は次第に元に戻っていくであろう

ことは想像に難くない。

タテ割りとヨコ割り

樹木は気の遠くなるほどの長い歳月をかけ

て、自然の環境に適合するように、少しずつ

少しずつ進化してきたものである。だから、

木を構成する細胞の一つ一つは、寒い所では

寒さに耐えるように 雨の多い所では湿気に

強いように、微妙な仕組みにつくられている

はずである。あの小さな細胞の中には、人間

の知恵のはるかに及ばない神秘が潜んでいる

とみるべきであろう。

木を取り扱ってしみじみ感ずることは、木

はどんな用途にもそのまま使える優れた素材

であるが、その優秀性を数量的に証明するこ

とは難しいということである。なぜなら、強

さとか、保温性とか、遮音性とかいった、ど

の物理的性能を取り上げてみても、木はほか

の材料に比べて、最下位ではないにしても最

上位にはならない。どれを取っても中ぐらい

の成績で、いわゆる優秀の定義に当てはまら

ないからである。

だが、それは抽出した項目について、一番

’84予防時報136

上位のものを最優秀だとみなすタテ割り評価

法によったからである。いま見方を変えて、

ヨコ割りの総合的な評価法をとれば、木はど

の項目でも上下に偏りのない、優れた材料の

ーっということになる。木綿も絹も同様で、

タテ割り評価法でみていくと最優秀にはなら

ない。だが「ふうあしU まで含めた繊維の総

合性で判断すると、これが一番優れた糸であ

ることは、実は専門家のだれもが肌で知って

いることである。総じて、生物系の材料とい

うのはそういう宿命をもつものらしい。

以上に述べたことは、人間の評価法の難し

さに相通ずるものがある。二、三の試験科目

の点数だけで判断することは危険だという意

味である。たしかに、今の社会はタテ割りの

軸で切った上位の人たちが指導的役割を占め

ている。だが、実際は世の中で、役立っている

のは、各軸ごとの成績は中位でも、バランス

のとれた名もない人たちが多いのではないか。

天は二物を与えない。頭の良い人はたしかに

大事だが、バランスの取れた人もまた人間味

豊かで、社会構成上欠くことのできない人た

ちである。だが、今までの評価法では、そう

いう人の良さは浮かんでこない。思うに、生

物はきわめて複雑な構造をもつものだから、

タテ割りだけで評価することには無理がある

のであろう。

生命をもっていたものは たとえ木のよう

に単純な素材でも、無機質の工業材料とは違

ったもう一つの神秘的な側面をもっている。

いま私たちにとって大切なのは、物から人に

視点を移して、発想、の転換をはかることでは

ないかと，思う。

7 
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ずいひつ

緑と人間

品田穣
環境庁丈化財調査官

~ 

8 

都市の文明は、一面、人間に利便をもたら

したには違いないが、その一面、人間に計り

知れない陰の影響を与えつつあるようだ。そ

のうえ、交通マヒや混雑、住宅難等に過密を

もたらすさまざまな歪みの前に途方にくれて

いるかに見える。

都市は、都市の人間はこれからどうなって

いくのであろうか。

人工化が進めば進むほど、必然的に危険は

増えるし、生物としての人間との間で不適合

になっていかざるを得なくなる。そうした背

景から、規範としての自然が求められるよう

になってきた。

そうはいっても、自然の何が規範たり得る

のかがわからなければどうしようもない。

そこで、まず人間と自然のかかわりのあり

ょうを少しでも解き明かそうと、昭和52年か

ら56年にかけて、緑の自然と人間の行動ない

し反応の関係を調べてみた。

その結果、自然と人間の聞には、太古から

きわめて強い結びがあったことをうかがわせ

る現象がいろいろ見つかってきた。

たとえば、自然がなくなればなくなるほど、

自然を求めて人間を元の状態に戻そうとする

働きもその一つである。私たちの調査による

と、都市化が進んで人口密度が 2,500人をこ

え、緑地率60%を割るようになると、もう居

住地の緑が少なくなったと感じる。このため、

自然を求めて隣接地ヘ出かけるようになる。

そこも開発が進むと、今度は日帰りのハイキ

ングなどが増える。そして、人口密度で9,000



人を超えたころ、日帰りも難しくなると泊り

がけの旅行が増えるようになる。

このように、自然がなくなればなくなるほ

ど諦めきれずに自然を求めて遠くまで出かけ

るようになるらしい。

ところで、自然を求めて出かけたくてもお

金はかかるし、時間もかかる。体力だって大

変だ。そこで、人口密度で 7,800人を超えて

12,000人に達するころになると、花を買ったり

鉢植えの植物を飾ったりする人が急増する。

このように、自然が失われれば夫われるほ

ど、何とかして自然を元へ戻そうとする働き

が生じているらしい。元へ戻そうという働き

は、寒くなると震えがきたり、汗をかくと水

を飲みたくなる現象にみられるように、人間

の体に基本的に備わった力で、この力が自然

についてもあてはまるということになると、

それは人間にとって何か重要な機能にかかわ

っていることを示している。

元へ戻そうということは、何らかの安定状

態があって、そこから外れると緊張が生じ、

元ヘ戻ると安定するということを意味する。

そうだとすると、人間が緑の自然に何を求め

ているかがわかれば、どういう状態が出発点

だったかわかるはずである。

こう考えて調査をしたところ、人間が自然

に求めているものはやすらぎであり、草原疎

開林型の自然が最もやすらぎが高い之とがわ

かってきた。

草原疎開林というと、人間の歴史の中でも

進化の初期以来の基本的環境である。そうす
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ると、進化の初期に何らかの機能、たとえば

見通しがよい草原では外敵が発見しやすいと

いったことから、草原を見るとやすらぎを感

ずる方向で結びつきが生じたと考えることも

できそうだ。

このような結びつきは、視覚的なものばか

りでなく、臭覚や味覚でも起こっているらし

い。たとえば、栄養をもたらす熟した果実と

香りや味が結びついて、いい香り、おいしい

昧といつしか感じるようになってきたと考え

られているが、これと同じように人間は進化

の過程で、自然環境を内部化したといっても

いいのではあるまいか。

こうして、自然が骨身にしみついた人間は

基本的に自然から離れられないことは確かな

ようだ。そうだとすると、自然のもっている

情報は大変重要な意味をもってくる。

たとえば、安全といっても、その基準は簡

単には得にくいが、生物の生きざまをみる時、

確実に安全に対する思想、が現れているような

気がする。もちろん、思想というような抽象

的なものでなく、何万何千万年という長い間

の安全戦略の成否が積み重なったからこそ生

き残ったという結果を反映しているからに他

ならない。

つまり、生物はプラスとマイナスの二進法

で何百、何千万年、時には億の単位の時間を

かけて生きていくための膨大な情報処理を続

けてきた巨大コンビュータということができ

る。我々は、その成果をどうとり出すかが試

されているといえそうである。

9 
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ずいひつ

天和2年の本郷追分

秋田一雄
東京大学工学部教民

天和 2年も押し詰まった12月28日、本郷の

追分片町から出た火が、一方は湯島を通って

日本橋ヘ、他は池之端から浅草へ、ここで大

川を越えて本所、深川まで燃え広がった。世

にいう「お七火事」である。

天和はわずか 3年の年号で終わるが、その

間の火事には、このお七火事を含めて釈然と

しないところが多い。事件の発端となったお

七の実家が最初に類焼したのはいつだろう。

天和元年12月28日、本妙寺から出火して駒込

一帯を焼いた火事があるが、それであろうか。

また、 11月28日に牛込河田窪から火が出て、

四ッ谷、赤坂、麻布、芝と燃えた大火は天和

元年なのか、それとも天和 2年なのか。だい

いち、お七火事の火元が本郷追分の八百屋な

のか、大円寺なのかも残念ながらわからない。

「日本災異志」（明治26年）は賢明にも天和年

間の江戸の火事は説明を省いているので、『武

江年表』（嘉永元年）や『東京市史稿』が頼り

1-i111 I にされるが、必ずしも明快とはいえない。
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それにしても、これらの火事には年の暮に

近い28日が重なるうえ、出てくる寺も、かた

や明暦の大火と同じ本妙寺、他は目黒行人坂

の大火と同名の大円寺である。話はあまりに

偶然すぎる。記録の混乱や記憶違いは古くな

ればなるほど多いし、一度誤りが文字になる

といつまでもそれが引き継がれることは、我

我もしばしば経験するところで、どれが正し

いのかわからないことになる。

ところで、お七火事の舞台となった天和の



ころの本郷通りは、どんな街並みであったの

だろう。この火事から 7年ほど後の元禄の絵

図（元禄 2年、相模屋版）を頼りに想像して

みると、こんなことになろう。湯島天神を右

に見て、本郷に差し掛かると三丁目と四丁目

の境あたり、今の「かねやす」と反対の東側

に兼康祐玄の店が見えてくる。赤い乳香散な

る歯磨き粉の製造、販売を業とする。ただし、

この店「江戸鹿子』（貞享4年）や「江戸砂子」

（享保17年）では芝口三丁目となっているから、

両方に店があったらしい。ここを過ぎると、

道は次第に細く寂しくなって、五、六丁目を

経て森川宿となる。この間、右手は松平加賀

守 102万石の上屋敷、水戸中将の下屋敷、小

笠原修理太夫 8万石の家敷と続く。これに対

して左手は阿部対島守 9万 9千石、本多中務

太輔15万石等の敷地であり、両側に御大身の

屋敷が並ぶ。もとより赤門などはない。

道はやがて二つに分かれ、左にいくと中仙

道、右は高槻街道、またの名が日光御成街道

である。分岐点には榎を植えた一里塚が日本

橋からの里程を示す。本郷追分または駒込追

分と呼ばれ、今の東大農学部前である。この

辺の街道筋には森川金右衛門配下の御先手組

与力の宿舎が多い。ただし、追分で酒や味噌

を商っていた江戸中期から後期へかけての豪

商、高崎屋は宝暦の創業というから、このこ

ろにはまだないはずである。

中仙道は白山を通って板橋へ続くが、白山

上の少し手前を左に入ると、指ヶ谷ヘ下る浄
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心寺坂の途中に南縁山円乗寺がある。お七の

相手役寺小姓のいたという寺で、彼女の墓が

今もその寺のそばにある。また、明暦の大火

以来、有名な徳栄山本妙寺は、当時の本郷四

丁目の西側、小石川に向かう菊坂の右手に税

峰山長泉寺と隣り合わせにあった。一里塚ま

では直線距離で 600mほどである。長泉寺は

今もあるが、本妙寺はすでにない。道筋だけ

は今も天和のころとあまり変わらないのはう

れしい。

一方、お七火事の火元候補の一つ、大円寺

と号する寺を探すと、分岐点の少し北、二つ

の街道に挟まれた位置に曹洞宗の金竜山大円

寺がある。現存するこの寺は、かつて参道の

入口が一里塚の近くにあったといわれ、お七

の供養のためという「ほうろく地蔵」が寺の

境内にある。この地蔵の名は『江戸から東京

ヘ』（大正 9～ 12年）にわずかにでてくるが、

何のことやらわからないし、他に記録を知ら

ない。

果たして、お七火事の火元はこの街並みの

どこなのだろう。詮索は別の機会に譲るが、

大円寺かもしれないという気もする。この寺

が「ほうろく地蔵」を建てた理由が、どう考

えても納得しにくいからである。なお、参考

までに付け加えておくと 大円寺は館林茂林

寺の末寺、ときは綱吉が将軍になった直後で

ある。

11 
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『茨害報道のあり方」

J長
....-11"伊）

興味本位の報道

司会 災害報道のあり方というのが今日のテーマ

なんですが、まず力武先生から「こういうのはよ

くなかったよ」というようなお言舌をしていただい

て、きっかけにしたいと思、います。

力武 私の関係では案外ないんですね。気象庁の

記者クラブにおられる報道関係の方は、非常によ

く勉強されていて、その方々のおっしゃることは

ほとんど間違いない。

ですから、いわゆる大新聞などは大変いい報道

だと思うんですけれども、興味本位で取材する新

聞や週刊誌があって、これが問題ですね。誤解を

招く書き方をされるケースがあると思うんです。

これは気象庁の広報の方のほうが経験が深いと

思われるので、平塚さんからお話しいただいたほ

うがいいと思うんですが。

平塚 私はあんまり専門ではないんですが、過去

1年で気象庁の広報室として一番迷惑を被ったの

12 

出席者

平塚和夫
気象庁広報室長

広瀬弘忠
東京女子大学教授

村田耕ニ
丈喜春秋企画開発本部開発部長

力武常次
東京大学名誉教授／日本大学教授

赤木昭夫
司会／NHK解説委員／本誌編集委員

は、例の相楽正俊さんの「富士山大爆発説」に関

しての、各テレビ局のあり方ですね、週刊誌もそ

うですけれとも・・・

テレビ局には、報道局というのと制作局という

のがあるんですね。この二つが全然違うんだとは、

我々知らなかったんです。報道局のほうは、記者

クラブにも入っていて、力武先生の言われるよう

によく勉強しておられるんですが、問題はもう一

つのほうで、こちらは番組をつくるのに一生懸命

で．．．．．．

力武 特に夜中のテレビがいけないんですね。

平 塚 そうですね。それで取材にこられた時に、こ

の説は違うんだということをまずお話しするんで

すが、だったら気象庁からだれか出て、それを打

ち消すようなごとをやってくださいと言うんです。

それで出ると、気象庁のビデオ撮りというのは準

備もあって割に時間を食うんですが、ごく一部分

しか使われなくて、番組の中では気象庁や学者は

添え物に過ぎない扱いになっちゃうんです。
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その幸庁聞をテレビのディレクターに見せるんだ

わかってくれないんです。非常に困っけーオ1と、、も、

たですね。

この 1年随とにかく報道ということについて、

分勉強させてもらいました。

記者やディレクターのなかには、体制側の

学者や担当官庁は、民間の一市井の人間の言ふこ

とは意識的に無視するんだと、そういうことはけ

しからんというような発想で話を進めてくる人が

いるんですよね。

平
塚
和
夫
氏

力武

そんな意識は毛頭ないんですけれども、科学的

に違っているからだめなんだといっても、ききま

せんね。弱い者いじめをしているんだと、判官ぴ

そういう｛頃向がありますね。

それで、しまいにうちの地震・火山関係の人が

す兼になっちゃったんです。

今年は大宮の地震雲の話があって、 いきとし3うか、7月20イ可日

力武先生も大分その影響をお受けになられ平塚またキ目かに地震が起こるであろうということを、

。
た

たしか、総理府の国政モニターの意見の中にも、

根拠がないからといって否定するのは、言論の白

楽さんが言い出したとき、民放局がきたんですが、

そのとき、報道番組、ニュース番組なら出ますが、

それ以外のものには出ません、放送の中で気象庁

由、出版の自由を押さえつけることにならないか

そんな趣旨のことを言ってる方がありました

はこの番組に出ないといっておりますということ

と、とお断りしたを言っていただいて結構ですから、

ね。ですから、先生がいま言われたような感じのんです。

人は結構いると思います。

情報の作り手、送り手、受け手

具体的な例をもう一つ挙げさせていただくと、

相楽さんが 2年前に出した本「気象大異変」の中

に、キスカの撤退ということが書いてあるんです。

戦争中の話ですから、当時の中央気象台の予報

災害報道のあり方についてどん村田さん、司会そrのころの方にいろいろ聞い言果のf本制について、

なことをお考えになってますか。相楽さんの直接の上司だったて回ったわけです。

報道には送り手とメディアと受け手がある

わけですね。送り手には 2通りあって、送るべき

村田どういう仕事をしたかというのを全部聞

いたら、書いてあることと全部違うんです。この

本のことは、相楽さん自身も気象庁の OB会会報

人にも、

しかも信用できる情報を生み出す人た

ちと、それをメディアに乗せる人ですね。ですか

ら、細かく分ければ四つになりますが、その四つ

専門的な、

に、フィクションを入れたとか、一緒にやってく

をきちんと検討した上で、困った報道とかデマを

考えるのがいいと思いますね。

れた編集者が推理小説を手がける人だったから、

結構ょくできたと書いているんです。

ある記者がキスカの撤退の件を尋ねるの

受け手にも、もちろん問題がものすごくあるし、

送り手のほうにも問題があるんじゃないかと思い

また、

で、本人に聞いてみたらということを言ったら、

その新聞記者が相楽さんのところに取材に行った

ます。

10年ちょっと前でしょうか、 1人で調べて、月

刊文妻春秋に「大地震東京を襲う」というノンフ

ィクションを書いたことがあるんです。

13 

そのとき

そしたら相楽さんは、フィクションを入

れないと売れないから、あの部分にはフィクショ

ンを入れましたと はっきり答えているんです。

それがちゃんと日本農業新聞に載っているわけです。

んです。
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に、当時の防災会議の人たちに話を聞いて、デー

タを出してもらった。そうすると、素人目でもお

かしいな、というデータが出てくるんですね。

たとえば、もし冬期夕食時に関東大震災程度の

ものが起こったら、 23区内の出火は 732か所だと

いうんです。その場合住民が自分たちの手で自

分のうちの火事を消してくれる期待値として60%

と防災会議では踏んでいる。その根拠は、平常時

に起こるボヤの80%は自分たちで消している。そ

れから、大正12年のケースでは、地震中にもかか

わらず、自分のうちの出火を40%の人たちが自力

で消した。その真ん中をとって60%という数字を

出したというんです。

この数字を基にして防災計画が立てられるんで

すが、素人目でみてもこれはおかしい。東京の都

市ガスの量、プロパンの量、石油ストーブの量、

そういうものを考えてみると、消火率60%からス

ター卜した防災計画は作文に過ぎないと思うんで

す。常識の線で、納得のいく数字から考え始めて、

これはどうにもならないことカfあるんだというこ

とは、正直に言ったらどうだと思いました。

また、たとえば高速道路ですが、これは震度 6

ならなんとか耐えるが、震度 7だったら橋桁が落

ちるケースが出ると、関係者ははっきり言ってま

す。もし震度 7で落ちない高速道路が欲しいとい

うなら工費は倍かかる。倍の金を出すか、それと

も 100年に 1回のことだから、それは不運とあき

らめて半分の工費で震度 6で我慢するか。その結

果、安いほうをとったというんです。

しかし、ほとんどのドライパーはこのことを知

らされてない。知らないから、地震で揺れたって

走り続けます。知っていれば、高速道路を走って

いて異常を感じたら直ちに車を止めて、みんな車

から降りて橋桁にしがみつきます。そうすれば、

パタンと落ちたときでも滑り台になって下に降り

て助かる、そういう情報を出して欲しいわけです。

災害報道の問題では、報道のデマとかなんとか

言う前に、まず最初にそういうことを問題にした

いですね。

司会 広瀬先生いかがですか。
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広 瀬 私は少し違った角度から考えてみたいと思

うんです。よくない報道という場合、どのレベル

でよくないかということですね。

たとえば、平塚さんのおっしゃった相楽説で、す

ね。これと同じような例が、 1976年にアメリカで

あったんです。

USG S （アメリカ地質調査所）が南カリフォ

ルニアに地震が起こる可能性があるという発表を

したんですが、その数か月後に、民間の自称地質

学者のミンターンという人がいまして、この人が、

これまで中国やイタリア、メキシコなどの地震予

知に成功したといって、マスコミに大々的に報道

されたわけです。その説は、地震発生の原因とし

て月の引力を採り上げている点で何やら相楽説に

似ているのですが、ともかくこの人が、同じ年の

12月にマグニチュード 7.3の地震が南カリフォル

ニアに起こると断言したわけです。この話はテレ

ビや新聞に採り上げられて、かなり大きな問題に

なったんです。

結局12月20日になっても地震はこないし、その

うちにこれはいい加減な、学歴詐称もはなはだし

い、科学者でも地質学者でもなんでもない人だと

いうことがわかりまして、騒ぎはやんだんですが、

その影響をみますと、確かに人心を混乱させたと

いうネガティブな側面をもっているわけですけれ

ども、同時に、ミンターンが南カリフォルニアに

いついつ大地震がくると言ったことによって、一

挙に南カリフォルニア地震に対する世論が喚起さ

れるというポジティブな役割をも果たしたわけで

す。恐らく相楽説もそういうこ面性をもっている

と，思うんですよ。

司会 予知に関するいい加減な情報による人心混

乱は、あまり気にしないでいいということですか。

広 瀬 私は静岡でずっと調査をしているのですが、

その中で、民間の地震予知、井戸の温度とか、動

物の異常行動、あるいは地震雲であるとか、いわ

ゆる超能力者の占いとか、そういうものを一般の

人々がどのくらい信用しているかを調べたんです

が、わりにみんな健全なんです。つまり、これは

疑わしいと思われるものは信じないですよ。



広
瀬
弘
忠

官 4 氏

一番信用するのは、力武先生の判定会の判断で

す。ですから、あまり神経質にとらないほうがい

いと思います。

平塚 だからといって、私がさっき言った、電波

を使って疑わしい情報をあたかも持ち上げるかの

ような番組をつくるテレビとか、あるいはそれを

活字にした週刊誌とか、そういうところの責任ま

で免罪することにはならないと思うんです。

司会 言論の自由には、責任を伴いますね。

平塚 それから、さっき村田さんが、どうにもな

らないことははっきり言うべきだと言われました

が、地震は予知できないんですよ、予知体制のあ

るのは今のところ東海地震です、ということは、

常々言っているわけです。いつ、どこで地震が起

こるなんて言舌はまゆっばだということをわかって

くださいと。そういうことを情報の送り手である

人たちがなぜわかってくれないのか、きちんと振

る舞ってくれないのかという不満を、私は過去 1

年、ほんとうに持ったですね。

司会 よく我慢していらっしゃると思いますよ、

率直に言って。

平塚 あと心配されるのは、 9月10日から15日が

過ぎれば、もう大丈夫なんだと思い込ませる作用

があるんじゃないかということです。

ところが、地震とか噴火は突発現象なんですよ

ね。いつあるかわからないから、常々備えておく

ということが、やつはり基本になっていないと困

ると思うんです。個々にいろんな予知が出て、そ

れらがいままで全部狼少年だったから、今度いざ

’84予防時報136

国で出した時に、それはどうなんだという感覚が

出てしまうと、せっかくの地震予知・防災体制が

損われるんじゃないかと心配するわけです。

司会 ほんとうのときに役に立たない。

災害報道の宿命

広瀬静岡で調査したときに、マスコミの情報量

を調べたんです。東海地震説が発表されてから今

年の 1月まで、 78か月になるんですが、この問、

NH  Kの地震報道、これはニュースだけなんです

が、東海地震関係の平均をとりますと、 1月に12、3

回やっている。それだけローカルニュースを地方

でやっています。

SB Sという TB S系のローカル局もほほ、同じ

回数です。新聞も大体同じです。ですから、マス

メディアが地震に大変関心をもっていることはわ

かるんです。

さっきのよくない報道の例、疑わしげな情報を

伝えて、混乱した行動をあおるような一部マスコ

ミのネガティブな側面、私は、これはマスコミ報

道の一種の宿命だと思うんです。災害報道そのも

のの中にニュースバリューを追うということがあ

るわけです。

たとえば、非常に劇的なところだけ放送したり

記事にする。そうすると、読む人、聞く人々に誤

った災害のイメージを与えるわけで、報道にはそ

ういう宿命があるといっていいでしょう。

力武 ペルーのアメリカの学者による地震予知騒

ぎのときには、ラジオ報道は延べ 1,000時間に達

した。新聞の紙面は40万cm＇に達したと書いてあり

ます。

それから、ギリシアの例では、これは完全に新

聞に振り回された感じですね。フロントページ・

ストーリーというんですか 見出しでパッと出る。

そこで、よく読むと否定しているんです。ところ

が、つい派手な見出しに振り回されちゃう。

広 瀬 週刊誌と同じですね。だれとだれが結婚か？

というのがあって、最後を読むと、結婚しないと

（笑）。

15 
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本す田 念のために申し添えれば、なかにはそうい

う週刊誌もあると。

松代地震の時は私も現地へ行ったんですが、こ

の松代地震の報道に使われた絵は、 NH K のニュ

ースを含めて、どの幸庁聞もワンショットなんです。

上に瓦がついている土塀に亀裂がピーッと走って

いるんです。いかにもすごいんですね。しかし、

松代じゅう歩き回りましたが、ほかには地震の跡

が見当たらない。仕方がないから、みんなそれを

撮って帰ってくるんです。

広瀬 宮城県沖地震もそうですよね。倒壊したピ

ルだけを撮ってる。

本守田 ちょうど絵はがきにおける札幌の時計台で

すよ。あれをやるから大変なことになる。

ノーニューズ・イズ・／＇ッドニューズ

司会 一つ、ちょっと掘り下げていただきたいん

ですが、相楽説みたいなものを私たちが期待して

いるという面もあるんじゃないですか。そうでな

ければ、週刊誌は売れるわけがないんで・・・・・・。い

かがでしょう、なぜああいうものが期待されちゃ

うのかということは。

平塚 おもしろいからじゃないですか。

広瀬 それは、恐らく我々がもっている一種の願

望みたいなものによるんじゃないかと思うんです。

我々の心の中には確かにそういうものがある。流

言願望なんかもそうです。しかし一方、なぜそう

いううわさが広まるかという理由になりますと、

それは、正しい情報というか、必要にして充分な

情報がないからなんですね。

気象庁が天気予報みたいに、いま現在東海地震

はこうなっていますよと、詳しい情幸良をきわめて

短い時間間隔で定期的に出せば、疑わしい情報が

一般に受け入れられる余地はまったくないと思う

んです。

平塚 発表としてですか。

広瀬 ええ。ですから、相楽説もそうですが、一

般にうわさのようなものが広まるのは情報のない

ところを補っているわけで、一種の変則的なコミ
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ュ二ケーションですね。

司会 空白は必ず埋められるんですね。

力武 毎月東海地震判定会の勉強会があるんです。

それは、データを見て、いまこういう状態だと。

勉強会が終わると、会長の記者会見が必ずあるん

です。

ぼくは立ち会ったことがないからわかりません

が、そこできっと何もないよと、会長は言うんで

しょうね。ところが、そういうことは何も報道さ

れませんね。

平塚 資料は20数ページぐらいのものを配ります

が、確かに勉強会の中身は報道されませんね。

司会 何もないということをちゃんと伝えないの

は、確かに最大の盲点かもしれませんね。そのた

めに、いろいろ誤解が生じることはありますね。

力武 こちらは何もわかっていないのに期待され

すぎる面もある。松代の群発地震の時によく言わ

れたんですが、お前たちにはわかっているんだろ

う。それを黙っているんだろうと。大きな地震が

くるに違いないと。

司会 民衆の心としては、ですから相楽説みたい

なのはリトマス試験紙の役を果たしてくれる。あ

あいう話が出れば、当局はほんとはどうなのかと

いうことを言ってくれるんではないかと。

広瀬特に東海地震について言えば、長期的予知

か中期的予知かわかりませんが、かなり高い確率

で将来巨大地震がありそうだということが言われ

ていますね。

そういうものが発表されてから、その後何もな

い。何もないというか、要するに、きちんとした

客観的な情報が一般庶民にもたらされてないとい

うことになれば、じやどうなっているんだという

憶測を生むわけで、客観的データの欠落部分を心

玉里的に宇甫っていくというメカニズムが｛動く。ない

のは公表できないような事実があるからだという

形で、非常にフィクシャスなものが生まれるわけ

です。

いまの状況は、非常に大きな地震がありそうだ

ということだけがあって、あとがないんですね。

力武 ペルーの場合は、学者が大統領に情報を届



けfこ。 閣｛奈の

奥さんから世の中にもれたという話を聞きました。

平塚 こういうことがあったんです。藤沢の人か

ら電話があって、実はうちの女房が気象庁の職員

の奥さんから内緒で聞かしてもらったんだけど、

判定会が秘かに聞かれて、東海地震のあるキッカ

ケをキャッチしたんだけど、発表すると問題が大

きいから隠しているんだという話だが本当かとい

うんです。幸い、これは広がらなかったらしいで

すが、驚きましたね。

村田 災害報道に関しては、ノーニューズ・イズ・

パッドニューズなんですね。

健全社会のコスト

司会 広瀬先生は災害報道のインパクトについて

いろいろ調べておられますが、東海地震の問題で

はどうなんですか。

広瀬 東海地震説で熱海等で非常に打撃を受けた

ということを、旅行業者のだれもが言うんです。

しかし、実際に調べてみると、そんなことはない

んですね。

村固 有意差は出ないでしょう。

広瀬 統計的にはまったく出ないです。ですから、

一種の気分の問題といいますか、ムードの問題で、

客観的にはなんの根拠もないんです。

平塚 伊豆半島の石廊崎のほうで少し前に地震が

ありましたね。あのときはどうだったんですか。

広瀬 熱海はほとんど影響ないんです。その伊豆

’84予防時報136

半島の先の方はかなり影響があったようですけれ

ども。

村田 松代地震のときの湯田中温泉は、あれは群

発地震が実際にあったんで、一時期観光客がぱっ

と減ってみんな困ったんです。ところが、やけに

なって、 2泊 3日で何人きたら芸者つきの宴会や

ってまとめて幾らと売り出しましたら、客が戻っ

てきたんですね。

力武 その間に地震があったら、ビールが 1本出

る（笑）。

ツアーをオーガナイズする交通公社や旅行業者

が、そこを使わなくなる。それが効くんだと言っ

てました。修学旅行なんかも、生徒にもしものこ

とがあると大変な騒ぎになるということで、よそ

へ行iっちゃう。

広瀬 有珠山で調査を行ったんですが、噴火後間

もなくのまだ火山性地震が激しい時には、いまお

っしゃったのと同じで、ワクワクキャンペーンと

いうのをやっておりまして、地震がきたらお銚子

が 1本つくんです（笑）。

そういう状態がしばらくありまして、その後、

観光客もだんだん戻ってきてはいますが、現在で

も噴火前の客の入りまでには戻らないんです。

あそこも、修学旅行が多かったんですが、噴火

後、先生とかエージェントがあそこを避けるよう

になったんです。危険があるうちはそれもしょう

がなかったんですが、安全宣言が出たあとも、そ

ういうパターンが踏襲されたわけです。観光客が

全体的に少なくなっているので、今や観光業は弱

肉強食で、非常に厳しい状況になっています。

村田 あれは現実に災害があった場合ですからね。

予知のデマでは、そこまでは続かないですよ。

司会 言論の自由ということと、一方、報道のい

きすぎということで実害が出るようなことが起こ

る。そういうことの兼ね合いとして、報道のコー

ドをつくった方がよいと、皆さんはお考えですか。

力武 それじゃ、言論統制ですね。

私は地震予知のコードはいると思いますが、言

論統制では戦争中ひどい目にあってますから、そ

ういうことはあまりやってもらいたくないですね。

17 
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司会 デマはデマなんだということが言えるほど

自由なほうがいいんで、あんまり筋目は立てない

ほうカfしユし3と。

力武 ぼくはどっちかというと、そういうほうで

すね。

村田 日本の社会は大したもんで、そういうデマ

が出る。それをおもしろおかしく報道する深夜番

組もある。しかし一方では、きちんと静かに説得

するメディアもある。両々相まって大体うまい具

合いに落ち着くんですね。

たとえば、話はちょっと違いますけれども、戸

塚ヨットスクールでも、ほとんどあらゆるといっ

ていいメディアが紙つぶてを投げて、戸塚を極悪

人にしますけれども、それでは魔女狩りじゃない

かと対立するメディアもある。そうして、意見が

出そろって時間がたつと、どうも少数意見のほう

が本当らしいという方向に逆転していくといった

具合いに、良識がうまく働いていますので、ぼく

はコードなんかなくても、日本人の民度は高いか

ら、昔のようなパニックになることはないと思い

ますが。

力武 でも、ほんとうにうんざりしましたね、相

楽説には。軽犯罪法を使えないかと思いましたよ。

平塚 うるさいし、迷惑だし、腹も立ったけど、

禁止ということは考えなかったですね。

力武 禁止条項なんかつくると、逆に作用する場

合がありますから、そのほうが怖いですね。

司会 力武先生、地震予知のコードは必要だとお

っしゃいましたが、この問、国際会議で予知の基

準がつくられましたね。

力武 今年の 8月に西独のハンブルグで、 4年に

1度聞かれる国際地球物理学連合の総会がありま

して、そのときにワーキンググループをつくって

地震予知のあり方について検討したんですね。

目的は、地震予知の可能性が高まるにつれて、

専門家または非専門家による地震予知が行われて

混乱が起こっている。特に、アメリカ人が多いん

ですが、外国の地震予知をやっちゃう。しかも、発

展途上国では、地震予知の評価機関がありません

から、えらい騒ぎになる。ものすごい実害が起こ

18 

るということで、予知の基準をつくろうというこ

とになったんです。

11か国の専門家が集まりまして、予知の内容、

予知の評価、予知の発表伝達、特に外国地域の予

生日という四つの工頁日について、こういうふうにし

たほうがいいということをユネスコに勧告したん

です。

簡単に内容を説明しますと、予知の内容につい

ては、当たり前の話ですが、場所、時刻、マグニ

チュードをちゃんと入れなければいけない。しか

も、数量的に、確率的期待値として予測しなけれ

ばいけないということで、こうなりますと、素人

の方にはちょっとできないだろうと思うんです。

評価については、予知連のような評価機関のあ

るところでは、そういうところにまずj室長各すべき

である。評価機関のないところでは、同僚科学者

と前もって連絡して、でたらめなものは出さない

ようにしなさいということです。

発表伝達については、地震予知を含む論文を掲

載するジャーナリズ、ムは、怪しげなものは載せない。

外国地域の予知は、社会的・政治的影響につい

て充分熟慮してから始めなさい。当該国の科学者

と緊密に連絡してやらなければいけないだろう、

とまあ、当たり前のことなんですが、これに反し

たものは、正当な地震予知とは考えないというこ

とです。

広瀬 私は、日本ではごく素人が参加できる余地

があった方がいいと思うんですね。それは迷惑な

さる方はいらっしゃるでしょうが、社会的インパ

クトがあったかないかということで、トータルで

考えると、たとえば「富士山大爆発」にしても、

あれはおもしろい話ということで、みんなが話題

にしただけのことだと思いますよ。現に、私のと

ころの学生などに聞いてみても、相楽説について

知っていたのは10人に 1人ぐらいのものでしたし、

知っていた者もあまりまじめなものだとは思って

なかったようです。

村田 疎開した人はいませんものね。

広 瀬 ええ、それで、少し頭のおかしい人が力武

先生のところに電話をかけたり、手紙を出したり、
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力武先生が尾行されないという見方があります。

れて気象庁に入った。見ていたら、ほかの先生も

入って行ったと。招集じゃないけれどもデータを

見に行っただけだと。先生がこのごろ毎日データ

を見に行くなんてことは、報道しでも別に協定違

反ではないというわけです。

ですから、怪しくなったら気象庁に合宿す

ることになるんじゃないかと、ぼくは思うんです

力武

i:tnども。

いまはまだ、予知の手法が確立しているわけで

はありませんから、先生方の考え方がそれぞれ違

うんです。だから、メンバーが勝手に発言すると、

混乱する恐れがありますから、発表は会長一本に

＼吉弘 } ,, 

気象庁に言ってきたリするわけで、私はそういう

ものは、自由な社会では災害報道に限らず、

な場合でもあり得るだろうと思うんです。

力
武
常
次
氏

どん

しなきゃいけないんです。

地震予知は、ある日突然、データがワーッと変

わって、判定会が招集されるというんなら簡単な

ですから、それ自体はあんまり採り上げる必要

はないんではないかというのが、私の意見です。

んです。そうじゃなくて、何年も前から、あるい

は何か月も前から、これは変だと、たとえば有感

地震があちこちで出て、一般の人たちが変だぞと

健全なる社会を維持していくためのコスト

というわけですか。

私もそう思いますね。

司会

思うようになりますと、ニオ1はえらい騒：ぎです。

恐らくそのほうがケースとして起こりやすいんじ

村田

ゃないかと思います。

客観的、科学的情報を与える

昔の安政東海地震の例などみると、信州、比か北

陸とかにM6ぐらいの地震が起こっている。また、

関東大震災の前には、関東地方の大地は騒然とし

？？ 

」ー

れに類することが起こると思うんですが、結局、

だからうまくいくと、

東海地震が予知されたときの報道でも、司会

ていたそうです。そうなってくると、専門家の目

つきが変わってくるんじゃないかと思うんです。

情事長を隠すことはしない、

こういうことですか。

少なくとも判定会のメンバーのほとんど、力武

関東大震災のときの前触れ的なものは、茨司会いちいち聞いたわけじゃありませんが、雰囲気と

城沖に起こった地震のことですか。してはオープンに対処したほうがいいだろうとい

関東地震の前10年ぐらいは、関東地方の地力武うことです。前会長の萩原先生もそういうふうに

震活動のレベルがえらく高かったんですが、関東おっしゃいましたね。

地震が過ぎたら 100分の lに落ちちゃった。それとにかく、ちょっと怪：しくなったらメンバーに

今度くるときずっと横ばいできた。カまそのまま、尾行がついたりすると思いますから、隠そうと思

やっぱり地震活動のレベルが上がると思うん

です。しかし、今はその気配はない。ですから、

余計な話ですが、関東大地震は来世紀だと私は思

は、っても隠し切れないでしょう。

判定会招集の30分協定というのがありまし

て、招集されましたということを知らせると、受

け取った報道機関は30分間伝達しないということ

平塚

そういうパターンを考えると、っているんです。

そういうふうになると東海地震の場合も、になっているんです。

全般的に、周辺でレベルが上がってくる。

19 

です。

司会

それで、今の尾行のお話で、判定会の前に何ら

かの動きを察知した社が報道するのは、協定に触
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力武 じゃなかろうかと。

この間、 8月 8日に山梨東部ですか、神奈川県

西部の県境で地震がありましたが、あれもしくは、

もうちょっと大きいのがポカポカくるようになる

んじゃないかと思っているんですよ、実は。

そうなると、デマも飛びやすくなるでしょう。

平塚 大震法ができてから何回か、 9月 1日に訓

練をやっているんですが、一定のパターンでやっ

ているんです。判定会が招集されて警戒宣言が出

る。 1日経過して地震が発生しましたと。毎年同

じパターンでやると、東海地震というのはこうい

うもんだと思う人が、だんだん増えるんじゃない

かと心配です。時には訓練の筋書そのものを変え

た方がいいんじゃないかと思うことがあります。

力武 電波メディアは全部そういうことを想定し

て放送予定を組んでるようですね。

司会 人の手当てとか機材とか、そういうふうに

考えて準備しているところが多いでしょうね。

ところで、そのあたりのことはクリヤーしたと

して、次に報道が始まったときに、どういうこと

に気をつけたほうがいいとお考えですか。

力武 広瀬先生、住民はどういう情報を欲しがる

んでしょう。

広瀬 私はやっぱり実況放送しかないと思うんで

す。どこそこでどういうふうなことが千了われてい

る、どうなっているという、部分的な事実をたく

さんj荒すことしかないんじゃないかと思うんです。

力武 判定会が聞かれて、みんな部屋に入ってい

るときはどうするんだと考えて、 OBでいけとい

うわけで、萩原先生がNH Kの解説委員になって

やることになっているんです。そういう場合には、

アナウンサーが言ったってだれも信用しないですよ。

広瀬 多少話はそれますが、この 2年半ばかり熱

海と伊東で調査をしまして、時系列的に半年ぐら

いの間隔で 4回同じ人に聞いているんです。静岡

県は予知が成功した場合には死者はゼロになると

言っているんですが、一般住民の調査では、予知

が行われでも多数の犠牲者が出るだろうと考えて

いる人が50%に達しているんです。だから、住民

は被害を割にドライに考えているのです。
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そうしますと、必要情報というのは、あまりパ

ラ色の情報をたくさん与えられるよりも、正しい、

多少本人にとってはつらい情報であっても、それ

を正しく与えることが必要だと思うんです。

いまここで地震が起こったら、ここではこのく

らいの犠牲者が出るだろうと、だからそっちへ行

っちゃいかんというような、客観的かつ冷静な、

科学的な情報を与えるべきだと思うんです。

警戒宣言時の報道

司会 災害報道に要望するということで、なにか

言いもらしたことがあれば、お言舌しください。

平塚 さっき力武先生は信頼感ということで、萩

原先生のお話をなさったんですけど、その場合は

確かにそうだと思いますけど、私、普段各局にお

願いしているんですが、台風のときに、記者が一

人でしゃべったほうが、単位時間あたりの情報が

多いんです。気象庁の人間と対話しますと、情報

量が減るんです。

司会 記者の人が一人でやるようにしたほうがい

いというんですか。

平塚 私はそう思ってるんです。情報量が多いし、

明確に伝わると思うんです。

ところが、臨場感の問題、信頼感の問題がある

ようで、気象庁から出演しろと言われるんですけ

ど、その点も少し考えていただいたほうがいいと

思っているんです。

広 瀬 ですけれども、そういうメッセージに対す

る信頼感は、ある権威づけがあるときに、非常に

受け入れやすいわけです。気象庁の職員の方がや

ったほうが、アナウンサーがやるよりいいと思い

ますね。

平塚 やはりそうですか。

本守田 いまアメリカで受けている CB Sのニユー

スショーでも、天気予報だけはミスターYだか Z

だかという名前の、非常にタレント性のある男が

出て、 1人でアメリカ全部の天気予報をやるんで

す。その人がしゃぺらないと信用しない。大変な

視聴率のようですね。
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広瀬 そうですね。アメリカでは、テレビで天気

予報をやるのは大体専門家ですね。それが、自分

の判断でデータを集めて子報を出すんです。

平塚 それから、東海地震の時は、各メディアの

取材に対する対応が大変だろうと思うんです。

2、3年前から始めて、去年の 5月に完成したん

ですが、講堂を改造しまして、各放送局ごとに中

継関係の装置を作ったんです。装置の中は各局そ

れぞれ都合のいいように設計したチャンネルや機

材が入れてあり、カメラだけ持ってくれば、すぐ

に放送できるようになっています。新聞社用には、

直通電話の接続口を用意して、取材送稿の便宜を

図るようにしたんです。判定会招集のときは、そ

こで取材に応じる。

ところで、招集時にどのくらい取材記者、カメ

ラマンなどが集まるか調べたら 200人近いんです

ね。そして、記者クラブでは、この間総会を聞い

て、クラブの場所へは非加盟社は入れないという

決議をしちゃった。それで、警戒宣言が出たら取

材にくると思われる非加盟社をどこで応対しょう

かと頭をかかえているんです。外国の通信社もく

るでしょうし。

それからもう一つ、いまはコンビュータ時代で

しょ。気象庁からのデータは、気象庁の計算機が

操作しますね。そのデータを報道機関に送り込む

わけです。送られた報道機関側が、また自分のと

ころでコンビュータ処理をするわけですが、送り

子と受け手とでデータを読みとるコンビュータプ

ログラムがずれると困る。こういう問題も、相互
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に打ち合わせするようにしないとまずい、という

のが私どもの今年の一つの反省でした。

村田 ちょっとつけ加えさせていただければ、災

害報道には、専門の社会学者や社会心理学者のグ

ループの全面的援助を受ける必要があると思うん

です。ことに、パニックとかモッブという問題に

なりますと、これはかなりの程度協力しあう必要

があって、そういう点が今後の課題だろうなと、

お言舌を伺いながら思いましたけど。

広瀬 いわゆる災害報道というと、中心になるの

は、速報性ということからいって、どうしても電波

メディアだと思うんですよ。いままでの電波メデ

ィアは、その名のとおりブロードキャスティング

だったわけですが、災害報道では、ミディアムキ

ヤステイングとかナローキャスティングとか、つ

まり、その状況状況に合わせた個別的な情報を送

れるような体制をつくるべきだと思います。

司会 もう少し具体的におっしゃってください。

広 瀬 たとえば、 5月に日本海中部地震がありま

したね。あのときに、秋田放送と NH Kの秋田が

安否情報を流したわけで、す。だれそれは安全だとか、

00学校の修学旅行は安全に避難しましたとか。

力武 ラジオですか。

広瀬 ラジオです。テレビはなかなか難しいです

けれども。でもテレビでもあっていいと思うんです。

村田 たしか尋ね人もやりましたね。

平塚 宮城県沖地震のときもやったんではないん

ですか。

広瀬 やりました。ついでに言えば、長崎水害の

ときもやりましたし、その他、各地でいまやって

ますね。

特に NH Kでは、記者が「公共メディアを使っ

て、個人情報を流してもいいのかな」と疑心暗鬼

でやっているようなんですね。それをもう少しき

ちんとさせて、災害の時には、そういう情報を流

すんだという規則をちゃんとつくったらいいと思

いますね。

司会 私どもにとって参考になるお考えを聞かせ

ていただき、どうも長い間ありがとうございました。

（この座談会は昭和58年 1.0月 5日に行われました。）

21 



’84予防時報136

世界の異常気象正：
根本順吉

1異常気象はどのぐらい起こっているか

異常気象とは、 30年以上に 1回のまれな気象と

定義されている。そのような気象が洪水、干ばつ

等のさまざまな形をとって人間に影響を与えてい

る回数は、世界全体どのぐらい起こっているであ

ろうか。

長年にわたって世界の気象災害について自然誌

的な記載を続けているトマス（A.J .Thomas ）氏の

記録を使い、 1981年の 1年間について、そのよう

な異常気象の回数を調べてみたところ、 1年間で

375件あった。 1年は365日だから、およそ 1日1

22 

件の勘定になるが、これは平均した話で、一つの

異常気象によって、各地に災害が集中している日

があったり、また、まったく災害の起こらぬよう

な日があったりしている。 1981年は 1月と12月に

災害が多く、それぞれ41件、 50件となっていた。

その他の月は25-32件で、平均すると28件である。

次に、これらの異常気象がどんな起こり方をして

いるか調べてみよう。

2世界の異常気象の特長

主として1981年を例にとって、世界の異常気象

の特長を調べてみよう。

特長｜：両極端の異常の共存

これら、空間的と時間的の二つの場合が考えら

れる。前者の例として、ヨーロッパ・アルプスの、

’'81年の冬の天候をあげることができる。この冬、
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る雨がまったくなくて、台風の集中豪雨を含む従その北の斜面では1951ヨーロッパ・アルプスで、

まったく驚来の第 1位を 2倍も更新したことは、オなだれが道路を寸断し、年以来の大雪となり、

くべきことである。ーストリアのインスブ？ルグは、気温が平年より 2℃

いま仮に 100mを10.3秒で走った記録が10.1秒アルプスの南の斜面これに大すし、もffl;くなった。

スポーツという記録で更新されたというのなら、では北寄りの風がアルプスから吹きおり、普通の

技術の進歩、体位の向上のようなことで、この更（普通、フエーフェーンとは反対の北のフエーン

新が解釈できるであろうが、もしそれが 100m をンというのは南風がアルプスを北に吹きこし、北

5平少で走る人によって更幸庁されたなら、人々はその斜面で起こる場合をいう）になり、イタリアの

こに超人の出現を考えるであろう。福岡の上記のルガノでは、元旦に、実にl6°Cまで昇温している

雨量の記録は、この超人の出現に相当することな南の斜面では雪も大変少なく、各所でのである。

のであり、私は降雨機構がなにか変わったのでは山林火災が発生した。

ついでに申し添ないかと考えているものである。時間的に異常気象が共存するというのは、干ば

えておくなら、 1981年 8月の多雨は福岡だけのこつが一転して大雨となるようなことをいうので、

とでなく、北九州から山口県に及び、東は東北地7月にそのようなこと1981年は中国の四川省で、

方の八戸まで、西は東支那海をこえて中国の揚子四川省をはじめとすすなわち、が起こっている。

江中流域まで多雨域が広がっていたのである。る中国各地では前年 7月末以来、 1949年来といわ

雨量の記録更新の幅は、一般に単位時間が短くれる干ばつが続き、何百万人という人々が水と食

1時間雨量たとえば、なるにつれて小さくなる。7-6月ごろから雨が降り出し、来量に困ったが、

についていうと、従来の第 1位は徳島県の福井の9月の大雨によって四川省には大洪水が起こり、

167.2mm (1952年 3月22日、低気圧による）であっ四川死者1,700人、 180万人もの人が家を失った。

たが、 1982年 7月23日の長崎豪雨のとき、長崎県こオl省では1980年も洪水に見舞われているので、

長与町役場の 187mmによって更新された。 24時間は 2年続きのことである。

雨量は有名な諌早豪雨（1957年 7月25日）時の西

郷キナ（長崎県）の 1,109 mmという記録が、 1976年 9

月の17号台風（長良川の決壊で有名）時の徳島県

オーストラリアでは何百年ぷ

3月ごろから雨りという干ばつが続いていたが、

1983年春までは、

これが恵みの雨となって、’83年の小が降り出し、

この時の日日早で記録したし114mmで、破られた。麦の収穫は豊作が伝えられている。

特長 2 ：記録の更新の幅が大きいこと

mm 

10, 000 

5,000 

普通、西日本1981年は北九州で冷害になった。

の農業災害といえば干ばつであり、冷害の記録は

明治以来ほとんどないといってもいい。冷害とな
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ったのは 7～ 8月の多雨と日照不足によるもので 地

点
雨
量

あるが、福岡の 8月の雨量は 847mmという、今ま

での第 1イ立の言己主義となった。

一一世界
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50 それまでの第 1位の記録は1958年 8月の 439mm 
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であるから、第 Ii立の記室主はおよそ 2倍になって

更新されたのである。 58年 8月の第 1位は、台風

23 

地点雨量の日本記録と世界記録図 l

に伴われた集中豪雨によるものであったが、’81年

台風によは福岡にはまったく台風がきていない。
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早の連続雨量は 7日間で 2,781 mmで、あったが、そ

れまでは奈良県大台ケ原のし936mm (1932年 8月

9日からの 8日間、台風による）が記録で、あった。

日本の記録を世界の記録と比較したのが図 1で

あるが、これをみると、日本では 1時間雨量なら

200mm、 1日雨量なら1,200mml'呈度は可能であろう

と推定されるのである。

特長 3 再現期間のきわめて長い異常気象が含ま

れていること。

特長の 3は、また再現期間のきわめて長い現象

である。 1981年 8月の福岡の月雨量は、福岡管区

気象台で計算したところによると、 2000年以上に

1回のまれな雨量となっているのである。

すなわち、異常気象の中には、その定義の下限

スレスレの現象の中に、何百年、何千年、ものに

よっては何万年に 1度の現象が含まれていること

が、きわめて重要である。念のため申し添えるな

ら、上記のことは統計的にいえることなのである。

普通、自然現象は正規分布に近い形で現れるが、

正規分布しない場合でも、適当な操作によって、

これを正規化することができる。そうした場合、

分散を表す標準偏差を Sとすると、この Sの 3倍

以上も偏った現象が現れているということである。

異常気象問題の発端となった1963年 1月には、日

本付近では Sの 5倍程度、月平均気圧が平年値よ

り｛13;くなり、逆にアイスランド・グリーンランド

方面では Sの 5倍程度 月平均気圧が高くなり、

このような気圧配置はおよそ10万年に 1度のまれ

な形であるといわれた。

1976年夏の南イギリス・北フランスを中心とし

た欧州の猛暑・干ばつは、およそ 500年ぷりとい

われた。これと同様な高温は、 1983年 7月にもイ

ギリスで起こっているが、これは 324年間でもっ

とも高い気温といわれている。図 2に、中部イン

グランドの1976年と’83年の 7月の気温を比較した

図を掲げたが、これをみても、’83年 7月の暑さは

'76年に匹敵するか、それ以上であることがわかる

であろう。
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’83年 7月は、日本では北海道方面では異常低温

となり、根室では10.7℃という第 1位の、釘II路で

は12.6℃という第 2位の記録を示したが、これは、

北太平洋北辺部に沿った 3℃の気温偏差域を反

映したものであった。

何百年、何千年に 1度という異常は、学問的に

も重要なばかりでなく、実用的にもきわめて大切

である。このことを次に述べておこう。

たとえば、何十年に 1回程度の水害なら、河川

の改修とか山がけ崩れの防御ということも、国家

子算の枠内で可能であり、従来は、たとえば建設

省などで災害復旧費が計上され、さまざまな処置

カfとられてきた。

ところが、これが何百年、何千年に 1度といっ

た規模の水害となると、一定の予算額内でこれを

修復することがきわめて難しくなる。科学技術が

進歩した時代であるから、考えの上では可能でも、

現実的に対策を実行することがきわめて難しくな

るのである。それで、数年前から要路者の問で、

こんな雨の降り方ではとても対策は立たぬ、ただ

逃げる他ないというような声を聞くようになった。

地域住民の間でも、たとえば1983年 7月の鳥取の

山崩れの時のように、住民はとても元いた場所に

は危険で住む気がしないといっているのである。

これはまさに何百年に 1度の水害にあった人の実

感であり、今後の水害対策等において十二分に考

慮せねばならぬことである。

統計的に何百年、何千年の現象というのは、学

問的には、私は“母集団の交替”現象と考える。

通俗的にいえば“体制の変化司といってもいいで

あろう。従来の体制を Aとすると、 Aを標準とす

る限り、何千年に 1度という現象も、新しく入り

つつある体制 Bから見る限り、きわめてあり得べ

き状態なのである。気象学的には、気候学的な気

回の交替を頭におくなら考えやすいであろう。

異常気象のあり方については、現在なおこれを

理論的に展開したものはないように思うが、通常

の大気現象への還元主義的な考え方によっては一一
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とみられるのである。たとえば、最近のエル・ニーニョ現象による説明

1976年夏のヨーロッパにおける異常高温につい

日本では北日本てはすでに述べたが、この年は、

5-8年に 1度太平洋域で起こる現象

に環元してしまい、何百年に 1度という意味を考

えようとしない一一一解き明かすことはできぬよう

のように、

こオlとを中心に低温で、冷害に見舞われている。

同様に、 1983年 7月欧州方面が異常高温に見舞わに思われるのである。

日本は北日本を中心に低温になってれていた時、異常気象には特殊な気圧配置パターンが特長 4

これも同じような気圧いたことはすでに述べた。対応しているらしいこと。

配置パターンと結びついたものである。1963年 1月に異常気象が大きな問題として採り

以上の 2例でも明らかなように、気圧配置を通

じて、遠く離れた地点の天候が対応していること

上げられるとき注目された気圧配置パターンは、“三

波数形式”といわれる形であった。すなわち、中

緯度偏西風に三つの大きなうねりがあり、半ば定 という。をテレコネクション（teleconnection) 

そのまれな程度が顕著になればなる異常気象は、常的な顕著な気圧の谷の東側では異常高温が、西

ほどそのスケールはグローパルとなり、テレコネク側では異常低温が現れ、半球的には高温、低温の

ションによってお互いに結びついているのである。パターンが三つずつ交互に現れる形で現れた。

異常気象の様と形特長 5同様な三波数形式は1981年 1月にも現れ、北陸

異常気象で人間に対するインパクトがもっとも方面では、昭和38年（1963）以来、 18年ぶりの豪雪

大きいのは、半乾燥地帯における持続的な干ばつに見舞われた。

である。干ばつに対し、洪水の被害は瞬時であり

しかし、塩潮のあるような場合は、

日本は西日本を中心に低温になった1981年は、

回復も早いが、アメリカ大陸ではが、欧州方面は北欧を中心に、

オーバーフローした水による塩水害があとあとまその東側で低温が同様に現れたのは、 1963年 1月

で残る。これは63年 1月の場合ときわめて類似しており、

多雨、冷害以外で、異常気象の形とし

図 3

25 

三波数形式（ 1963年｜月）

干ばつ、と同様な“三波数形式”の卓越と結びついた現象

図 2 500年ぶりの猛暑となった 1976年と324年来の暑さとなっ

た1983年の気温の比較、中部イングランドのブラックネルにお

ける最高及び最低気温の比較
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て注目されるのは、次のようなものが挙げられる。

a. 熱波一一一1981年 7・8月アメリカ中西部、同年

7月30’日モスクワでは熱波により 36℃になった。

このような高温のときは、山林火害を伴うこと

が少なくない。

b. 乾燥地帯の暴風一一砂嵐を伴う。

c. 砂漠地帯の大雨一一 1年間の雨量が 1年間で

lOOmmにもみたぬような所で数日で200mmも雨

が降るというようなことが起こる。

d. 降ひょう、 トルネード一一一数kgもあるひょう

が、インドや中国で降っている。これに当たれ

ばもちろん即死であろう。 トルネードは北米大

陸で毎年顕著。

e. モンスーン（夏の）による大雨・洪水一一一この

ため、東南アジア、インドでは、毎年のように

被害を受ける所が少なくない。

f. 早い冬の訪れ一一11月中に暴風雪に見舞われ

たりすることが東欧諸国でみられる。日本も一

般に冬の訪れは早い。

ε． 低緯度地方での雪一一一1981年 1月 8日には、

シチリアのパレルモで30年よりの大雪、北アフ

リカのチュニジアでは同月10-13日大雪のため、

樹木が多数倒伏した。

h. 開発途上国で目立つ異常気象一一これは人為

的のことながら、通信の発達によって、従来な

らほとんど注目されなかった開発途上国におけ

る異常気象による災害が目立っているが、自然

的条件としては、砂漠周辺の半乾燥地帯におい

ては降雨不安定が目立つことを反映しているの

かもしれない。

3異常天候についての最近の話題

最近注目されている1）炭酸ガス問題、 2）エル・

二一ニョ現象、 3）エル・チチョン噴火について、

幾つかの問題点を指摘してみたい。

1) 炭酸ガス問題

1983年10月19日の各新聞はニューヨーク18日共

同として、ニューヨーク・タイムスに発表された

米環境保護局（ EPA）の炭酸ガスの温室効果につ

いて、かなりショッキングな内容を報道した。

新聞だけからの情報によると①炭酸ガス（C02)

の温室効果による昇温は、一般に子想されている

0.01 太陽活動 I I 21世紀半ばよりもはるかlこ早くやってくること、
0.00 
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。。
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炭酸ガス
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太陽（76年周期）
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②おそらく 7年後の1990年代から顕著となり、気

象も大きく変わるだろう。③地球の昇温は少し暖

かくなった程度ではなく ニューヨークの気候が

2100年までに現在のフロリダと同じになるほどの

大きな変化である。④地球の平均気温は2040年ま

でに 2℃上昇、 2100年までに 5℃上昇する。この

上昇によって極地の雪氷が溶け海面が1.2～ 2.1m 

．・
守
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図 4 北半球地上の平均気温の変動におよぽす外部的要因のみつもり（Gillilandによる、 1983)
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も上昇する。⑤温室効果を防ぐために化石燃料の

消費を全面的に禁止したとしても、効果の発生を

せいぜい数年先に延ばせるにすぎない。

以上の分析結果を 100人の科学者にみせたとこ

ろ、ほとんどの科学者は、地球の気温上昇は控え

目にすぎると批判したという。

C02の昇温効果を重視する学者は数多くおり、

10年以上まで、ウィルコック（H.A.Wilcox,1975) 

は熱汚染の効果も含めて“温室地球（Hothouse

Earth）”を書いたが、、今回の発表も、その延長

線上にあるものとみられよう。これに対し、一、

二のコメントを述べてみよう。

その1.一一一気候変動は単にC02の効果だけによっ

て起こるものではない。太陽活動、火山活動等の

自然的原因や、人為的な大気、海洋の汚染も一つ

の要因となるであろう。今回の発表では、これら

の要因についてはどれほど考慮されているか。

その2.一一過去の気温変動を太陽活動、火山およ

び炭酸ガスの三つの要因によって説明した論文に

ギリランド（Gilliland,1983）のものがあるが、こ

れをみると、過去の系列はかなり見事に説明され

ている。以上の三つの要素は現在いずれも上昇傾

向にあり、このことから考えるなら20世紀末はか

なり高温になることが期待される。

その3.一一現在、特にこのような発表が行われた

理由としては、 1981年の北半球気温の著しい上昇

があるであろう。この上昇が何に由来するか現在

明らかでないが、 2人の学者（JonesとSchδnwiese)

が独立した論文で、このことを指摘しているので、

おそらく石在かなことであろう。なお、はっきり言十

算されたわけではないが、 1982年は’81年ほどは上

昇していないもようである。

その4.一一一3.に述べた急激な変動は、しばしば科

学者の判断を誤りに導くものである。’60年代の初

め、極地の気温が急激に下降した時に、学者はこ

のままではやがて近い将来 氷河期が到来するで

あろうと懸念したが、’70年代に入り気温は上昇し、

現在は平均値に近い値になっている。また、クク
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ラ（G.J.Kukla1978）という学者は、 1971－’73年

にかけての極地の雪氷面積の著しい拡大を衛星観

測の資料から指摘、多くの学者に注目されたが、

その後雪氷面積は縮小し、現在は平均状態に近い。

その5.一一一1981年の北半球気温の急激な上昇が何

に起因するか明らかでないが、この昇温の全部が

C02によるものであると考えるのはかなり無理な

ことではなかろうか。 C02の年ごとの増加は連続

℃ 

0.4 

-0.2 

0.4 

1900 20 40 60 

図 5(a) 北半球平均気温の長期変動 (Jones他による）

℃ 

図 5( b ) 北半球における年平均気温の変化

(C.D.Schonwiese, 1983による。 Arch,Met. Ser 8, 32) 
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図6 北半球における雪氷面積の変化（G.J .Kuklal978) 
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的なものであり、 1981年のような飛躍的な上昇に

対応するとは考えにくいからである。

2) エル・ニーニョ問題

1976年夏の世界的な異常気象のときも指摘され

たことであったが、この由来をシノブチックにた

どっていくと、異常が北太平洋の表面水温の異常

と結びついているのである。これは、水温の高低

にしたがって、その上を流れる偏西風中の気圧の

谷の位置が変わり これによって気温の高低の分

。
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図 7 北太平洋の水温の低下とイキッスの干ばつの対応、北太

平洋の水温としては 150° E以東のアメリカ海岸までのN40以北

の水温偏差平均を用う（1981.R.A.S .Rat巴liffeによる）

布がっくり出されることになるのである。ラット

クリフ（R.A.S.Ratcliffe、1981）は、 1976年夏の

イギリスの干ばつ猛暑が、大西洋ではなくて太平

洋の水温異常と結びついていることを指摘してい

るのである。

1982～’83にかけての太平洋の水温異常は、 5～

8年に 1回現れるエル・ニーニョ（ElNinδ）現象よ

りは、はるかに大規模なものである。もしこれが

普通にいわれるエル・ニーニョ現象であるなら、

その出現度数からいっても、特に異常であるとは

いえぬのである。アメリカの一部の学者がいって

いるように、これはエル・ニーニョがthe Child 

であるのに女すして、その来見に当たる parentsとで

もいうべき現象である。普通のエル・ニーニョに

還元して説明するようなことでは、到底この大規

模な変動の由来はたどることができないであろう。

アメリカの学者のなかには、これはllOOA.D.以来

の大異変だといっている人もあるが、 800年以上に

1回のこのような現象はなぜ起こったかを考える

ことが、目下のもっとも重要な問題点なのである。

10 s 

20S 

30 

20 

図 8 1983年 7月の北太平洋における表面水温偏差図（OceanographicMonthly Summary July 1983による）
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図には、 1983年 7月の北太平洋における水温分布

を示したが、ペルー沖の＋ 5 °Cの高偏差域から西

に広がる偏差域は、 N20以北の北太平洋に現れて

いる顕著な低温域（これは北日本冷害の一因とな

った）とイ呆言正しているように思われるのである。

北太平洋全域に広がった1982年 5月以来の大き

な水温異常について、現在のところ、これの原因

に言及したものはないが、現象的にいえることは、

5月末の水温異常に先立って起こっているのは、

次に述べるメキシコのエル・チチョン（E 1 Chichin) 

火山の噴火である。成層圏下部にまで流れ込んだ

この火山の噴出物が、まず低緯度地帯の大気大循

環に異変をもたらし、その結果、たとえば赤道偏

東風の弱化が起こり、その結果、ペルー沿岸部か

らではなく、沿岸部からはるかに離れた赤道海域か

ら高温が始まっているようにもみられるのである。

3) エル・チチョンの噴火

1982年 3月末から 4月にかけて、メキシコのガ

テマラ国境近くで起こったエル・チチョンの噴火

は、グローパルな地球大気に影響を与えたことに

おいて、 1980年 5月18日のアメリカ・ワシントン

チ卜｜のセントへレンズ（ St.Helens) よりもさらに

大規模である。それは、次のような噴火の仕方の

違いによる。

① セント・へレンズの場合、噴火の方向は斜上

方であるのに対し、エル・チチョンは直上方向

である。このためセント・へレンズの場合の火

山噴出物の上限は20数回に対し、エル・チチョ

ンの場合は18-38kmの成層下部に広がった。

② 噴出した火山灰の量は両火山とも同程度であ

ったが、亜硫酸ガス（s 02）、硫化水素（H2S）等

の火山ガスは、エル・チチョンの場合がセント・

へレンズの場合の 7～ 8倍に達した。

火山の影響を考えるとき、火山灰は固体の粒子

だから、次第に大気中を落下していき、その滞留

時間は比較的短い。これに対し火山ガスの場合は

なかなか落下しない。火山ガスが大気中で反応し

て形成される粒子はサブミクロン・エーロゾルと
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いってはなはだ小さいから、この場合は大気中に

長時間滞留することになる。 S02の場合は大気中

のH20と反応して硫酸（H2S04）になるが、この

硫酸の粒子は硫酸ミストであり、これは成層圏に

あってさまざまな影響を与えことが考えられる。

最近 2～ 3年の研究によって、火山の噴火の影

響をあとあとまで長引かせることにおいては、火

山灰よりも火山ガスの方が大きい働きをしている

ことがわかってきた。たとえば、 1783年（天明 3) 

は浅間山の噴火で有名な年であるが、この年以後、

世界各地に大きな異常気象をもたらしたのは、浅

間山よりもさらに大規模なアイスランドの同年に

起こったラキ（Laki）の噴火であり、このときは

長さ25kmの割れ目から S02等の毒ガスが噴出、世

界各地に緑の煙霧もしくは乾いた煙霧（dryhaze) 

の現象を起こしたのである。

エル・チチョンの影響は、 1982年秋に各地で見ら

れた顕著な夕焼、 1982年12月30日の“見えない皆

既月食”などの光象から確かめられているか、現実

問題として大きな被害を与えているのは、国際線

などで極地や高々度を飛んでいる定期航空機のア

クリル製の窓ガラスにみられる著しい擦痕である。

筆者は、 1983年 8月19日上海から成田へパンナ

ム機で帰国した時に、客席サイドの窓ガラスが擦

痕でくもりガラスのようになっているのを見て驚

いたのであるが、客席のサイドならサービスのイ丘

下というようなことで我慢もできるが、飛行機の

コックビットの窓は危険だから取り替えなくては

ならない。日航だけで昨年秋以来取り替えたガラ

スの数は132枚、 1枚168万円するというから、お

よそ 1億 7,000万円の損害ということになる。各

国ともこの被害に悩まされているというが、現ア

クリルの窓ガラスを製造している工場には需要が

多いため、在庫はゼロであるという。異常な夕焼

は1983年秋にもさらに続いているようであり、今

年もエル・チチョンの噴火の影響下からすっかり

抜け出しているとは思われないのである。

（ねもと じゅんきち／気象研究家）
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1まえが「き

昭和57年 7月、長崎を中心とする豪雨災菩）にお

ける自動車の被害は 2万台、自動車による人的被

害は10数人にのぼるものと推定されている。自動

車の洪水による被害としては空前の規模であると

ともに、防災上の新しい問題点が提案された。す

なわち、集中豪雨で濁流が押し寄せたために、道

路が急激に河川のようになって、帰宅途中のマイ

カーが数多く被害を受けた。 ドライパーに豪雨時

の自動車運転に関する経験および予備知識がなか

ったこともあって、運転中のドライパーは避難す

るのがやっとで、自動車に乗ったまま流されるケ

ースもかなりあった。また、自動車の機能も防水

対策がほとんどなされていないので、冠水による

電気系統の障害などによってエンストが続出して、

30 

畏1111.J<書
における

自動車被害Ill司

高橋和雄

自動車は路上に放置された。翌日には道路上や河

川敷に流された放置自動車が無残な姿をさらし（写

真 1）、特に、道路上の放置自動車が災害復旧の妨

げになった。

自動車は燃費を改善することや、衝突対策、運

転の快適さを追求するための配慮は充分になされ

ているが、洪水対策は機能（ハード）および運転（ソ

フト）のいずれもなされていないのが現状である。

また、自動車社会といわれながら、風水害の自動

車被害の統計もないようである。自動車社会の発

展に伴って、この種の災害は、長崎と似た地形を

もっ斜面都市や山間部のような急激に出水する地

域では、人的被害を伴って生ずる可能性があるが、

洪水時の自動車の防災対策はまだ確立していない

ようである。

そこで、本報告は昭和57年 7月長崎豪雨による



自動車の被害調査を実施

し、白動車の防水対策を

検討したものである。

2機能障害

洪水による自動車の被

害と実態と防災上の問題

点を、自動車修理工場へ

のヒアリング、およびf麦

述のアンケートからまと

めた結果を示す。

1 ) 水位と自動車の挙動

水位による自動車の挙

動を表 1に示す。
写真！

(1) タイヤ半介（ I0 cm）：ブレーキのドラムに水が

入るためにブレーキの効き方が悪くなる。

(2) ドアステップ（床面）：マフラーの位置と一致

するために、ローギヤでふかし気味に、マフラー

内に入ろうとする水を排除しながら走る必要があ

る。この水深では排気系がダウンするのであまり

長く走ることはできない。水の抵抗と路面のスリ

ップで通常の倍以上の駆動力が必要である。いっ

たん停止すると次の発進は困難になってくる。自

動車を歩道側、高台へ避難させるべきぎりぎりの

限界といえる。もし、自動車を避難させられない

ときは、自動車を放棄すべき水深である。一般に

は、ハンドルが利かなくなったら、車を捨てろと

いわれている。

(3) ドア上 10～ 20cm：エアコンの使用などで最近

の自動車は室内の気密性が高くなっているために、

急激な出水では自動車が浮き出す。その時の水深。

自動車関係者も、水害とは水がゆっくりと増水

するもので、まさか自動車が浮いて流されるとは

予想、もしていなかったようである。

(4) ドア半介：ドアが水圧のために開けにくくな

る。今回の水害で、は、ドア上10～ 20cmになっても、

なお走り続けようとした自動車が各所で見受けら

れた。自動車には 洗車などで、水がとんでいいぐ

らいの防水しか施されていない。特に電気系統が
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冠水に弱く、ガソリン車では配線などが水をかぶ

るとエンストとなるが、その主な原因は表2に示

すとおりである。マイコンを使用した電子式燃料

噴射装置をもっ自動車では、コンビュータのコン

トロールユニット センサーが｛正し汁立置にあるた

めに、冠水によるエンストが生じた。ディーゼル

車では電気系統が簡単なためにある程度走れたと

いう。

自動車が浮いて流されだしたとき、ドア半分ぐ

らいの水深で、はドアが開けにくくなる。その場合、

ドライパーは窓ガラスを開けて脱出している。し

かし、パワーウインド付きの自動車では、ドア内

にあるモーターのリレー部が冠水のためにショー

卜して、窓ガラスが下がらないケースが生じた。

自動車の窓ガラスは合わせガラスになっているの

表｜ 水位による自動車の挙動

区 分 内
，廿ム戸．

(1) タイヤ半分（lOcm) プレーキが効きにくくなる

(2) ドアステップ
マフラーから水の逆流によるエンジン内ヘ

の浸入が始まる

(3) ドア上10-ZOcm 車が浮く

(4) ドア半分 ドアが開けにくくなる

表 2 自動車がエンス卜する理由

(1) エンジンの電気系統（ディストリビュータ一、コイル、ハイテン

ションコードなど）からの漏電

(2) エンジン内へのマフラー キャプレーターからの冠水
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で、室内に工具でもなければ割ることができない。

自動化の進んだ自動車の便利さの裏に潜むもろさ

カfさらけ出された仔日といえよう。

2) 冠水自動車の修理

冠水自動車の修理は機能（メカ）に対するもので

ある。冠水自動車の修理区分について経験がない

こともあって、最初のうちは部品交換の基準がは

っきりしないなどがの混乱が生じたが、最終的に図 1

に示すような 3ランクの修理区分がほぼ確立した。

この区分は車両保険の修理区分と同じものである。

具体的には、

1 .床下（ホイル中心、シートの被害なし）

2. メーターパネル下（ドア半分）

3 . メーターパネルまで（ドア全部）

である。これらの区分に伴う修理内容を表3に示

す。 自動車を冠水させた水は泥水であるために、

¥ 一 一一云F ,l~· ＼ミ1

「－ いとこi〆
図｜ 水位による修理区介

表 3 冠水自動車の水位による作業内容

区 分 作 業 内 H合t・

1 床 下 a）ブレーキ・分解、ブレーキオイル抜き替え、清

掃、防錆

b）デフ、ミッション、エンジンオイルの抜き替え

c ）エンジンオイル 5回抜き替え（オートマチック

車の場合）

1 の他に
2 メーター

パネル下
d）エンジンオイル：キャブレター、オイルエレメ

（ドア半分）
ント分解、洗浄、交換

e ）リレー（ワイパーなど）交換

f）コンビュータ分解、洗浄

g）スタータモーター・オルネータ一分解、清掃

h）室内：フロア・マットのヘドロの除去、シ ト

の脱着、シートの清掃

3 メーター 1 2 の他に

パネル i）メーターの脱着、水洗

（ドア全部） j）ラジオ、ステレオ使用不能

表 4 冠水自動車にキイを入れた場合の事故

。シリンダー内に入った水を圧縮してwaterhanmer現象を生じ、

エンジンのシリンダーを痛める。

。漏電によるショートで火災が発生。

。エンジン、ミッション内の水が全体に回って修理に手聞がかかる。

32 

泥の微粒子が電気系統、エンジン、室内の内装に

入り込んで、その除去に手間がかかった。自動車

の室内のにおいの除去も困難で、感覚的な問題の

ために、再入庫、廃車となったケースが多い。修

理が遅くなった自動車ではさび発生などのために

修理費が高くなった。

3) 自動車の被害とドライパーの取り扱い

ドライパーは、自動車の流失や撤去のことを考

える余裕もなく、白動車を放置した。路上で流さ

れた自動車は、冠水の他にボディの被害も受けて

ほとんど廃車になった。流失の危険性のある時は、

車内に水を積極的に入れて流失を防ぐのが得策で

ある。 自動車を放置する場合に、キイを抜いて人

が離れた自動車が多く ハンドルがロックされて

流されそうになったとき、自動車の避難がスムー

ズにいかないことがあった。翌日からの撤去にも

自動車をわきに移せないことがあった。

冠水した自動車の取り扱いを知らないために、

自動車修理工場へ運ぶ前に自動車のキイを入れて、

表 4に示すような 2次的被害を生じ、自動車の被

害を大きくした。応急措置として、水洗いはさび

発生防止、ブレーキ性能低下防止、ガタ発生防止

などの点からきわめて有効で被害を小さくする。

これらの諸点は、

で参考になろう。

自動車の防災対策を考えるうえ

3 ドライパーの行動

人的被害

自動車による人的被害は土砂4件（うち市外 1

件）、出水8件（うち市外1件）である。被災者数

は土砂6人、出水12人と推定されている。遺体が

車内で見つからない場合、自動車に乗ったまま被

災したのか、自動車を放棄した後に被災したのか

の区別が不明である。このために、出水による被

災者には推定が含まれている。自動車が河川に流

された場合には、遺体はすべて車外で発見されて

いる。

出水による被災者を被災場所別に分類すれば、

その40%は自動車によるものである。表 5は出水



く、あっという聞に自動車の機能を失うような水

深になったことによるものである。事実、自動車

の周囲の水の状態を尋ねたところ、「タイヤ半分（10

cm）の水深」 15%、「ドアステップ（床面）」 30%、

「ドア半分（タイヤ上部）以上」 43%と、 73%がド

アステップ以上の水深となっている。特に中島川

や八郎川の河川わきの道路上では、出水が急激で、

あった。なお、長崎の道路網も放射状になってい
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による被災が確実な場合の、被災の状況をまとめ

たものである。自動車が河川に転落したケースが

5件、路上で自動車内の溺死が 2件である。矢上

町でのタクシーは、実車中で 2人の乗客がいたも

のと推定されている。昭和町での被災者は新車か

ら離れられずに被災している。川上町での男性は

2 ドアの軽自動車を運転中に被災した。路上で浮

いて流されだしたが、ドアが聞かなくなって、自

動車の後部窓ガラスを手でたたき割って同乗者（母 るのみで、ネットワークとなっていない。また、

幹線道路の幅員も不足しているために、普段でも

混雑度が 1を超えている。災害時に自動車の身動

親）を車外に出した。しかし、本人は車内に入って

きた水に閉じ込められたまま溺死した。急激に出

きが取れなかったのは、このような長崎の地形、

道路事情も大きく作用している。

豪雨の中を走行中のドライパーの59%が、

水した河川わきには、翌日の状況からみて、人的

被害に至る状況が各所で発生したと思われる。そ

ドア

ステップの上まで、冠水しているのに走り続けよう

とした。自動車の機能への過信が指摘される。

路上にそのままいたドライパ－ 119人のうち、

こで、ドライパーにアンケート調査を実施した。

2) アンケート調査によるドライバーの行動・判断

豪雨時に運転中のドライパーに、自動車の被災

状況、ドライバーの行動、予備知識の有無および

今後の防災対策など、 53項目についてアンケート 89%が最終的に自動車を放置して逃げ出している。

次に、自動車を放置したドライバーにその時の状

態と判断を尋ねたところ、表7に示すとおり、

被災者の性別（年齢） 被災場所 状 i兄 発見場所

男（20）、女（22) 茂木町 北浦川に自動車が転落流失 北浦川沖合

男（24) 川上町 路上で自動車内溺死 川上町路上

男（27）、男（51)
浦上橋付近で自動車ごと流 浦上川 1 

文教町
失 人行方不明

男（28) 昭和町 路上で自動車内溺死 女の都路上

男（30) 矢上町 タクシ一実車中にり災 網場港

男（33) 宿町 自動車で通行中にり災 網場港

女（59) 自動車で通行中川に転落 島原駅海岸

ぎ

出水による被災者表 5

調査を行った。 545人に郵送もしくは手渡しで配

布し、回収数は 245人（回収率45%）であった。

のうち、運転中の 225人を分析の対象とした。男

性 214人、女性11人で 被害にあったドライパー

は20-40歳代の働き盛りの男性に集中している。

、？

、ーー

自動車による外出目的は通勤33%、商用36%（うち

タクシ－18%）、送迎10%、買物4%など、通常の

生活圏内の外出で、被害に遭った場所の通行経験

回数は、いつも85%、数回14%、初めて 1 %と、

ほとんどが日ごろ通り慣れた路上で被災している。

住所は長崎市とその周辺に集中している。水害発

生時が平日の帰宅時間と重なったため通勤・商用 表 6 災害発生当時のドライバーの行動（225人）

高台に移した 15% 

近くの駐車場などに入れた 20% 

歩道などに乗り上げた 8% 

路上にそのままいた 53% 

その他 4% 

1
i

一つ匂一
n
d
一
4
‘一

F
D

自動車を放置したときの自動車の状態と判断（98人）

1 自動車が浮き出す前に危険を感じて放置した 28% 

2 自動車が浮いて流され始めたので危険を感じ放置した 37% 

3 自動車が水によるトラブルを起こしてエンス卜したので

放置した
29% 

4 消防・周囲の人にいわれて放置した 2% 

5 その他 2% 
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表 7

のドライパーが被害にあった。

災害当時のドライパーの行動を尋ねたところ、

表 6に示す結果を得た。高台に自動車を移した割

合が低く、半数以上のドライパー（ 119人）が路上

で身動きができなかった。その理由を調べると、

当日の交通の状況が「路面冠水などで運行不能」

54%、「交通止め」 5 %、「渋滞」21%と、自動車が

物理的に身動きできなかったこと、および「急激

(20～ 30秒）」 29%、「早い（ 1～ 2分）」48%と、斜

面都市である長崎では豪雨による出水が非常に早
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に外に出られなかった」「しばらく様子を見ていれりぎりの瞬間まで自動車にとどまろうとしていた

ばこれ以上の危険はないと思った」などで対応がことがわかる。流されだした自動車からの避難行

j星れている。

気象警報・予備知識の有無3) 

浮いて流されだした場合、水深

ドアを開がドア半分ぐらいとなっているために、

けて脱出できたのは 3人に 1人、半数が窓ガラス

動を表 8に示す。

大雨警報の出ていたことを災害発生時に知って

いたかどうか調べると、無線のあるタクシーを除

くと「知っていた」はわずか27%である。この割

合は、家庭にいた住民の「知っていた」 64%の半

分以下である。外出中のドライパーの情報源はラ

を開けて脱出している。パワーウインドが壊れて

半聞きの窓からやっと脱出したケースや、窓、ガラ

スを手で割って同乗者のみが救出されたケースが

ジオのみで、情報入手がしにくいことがわかる。

「過去に白動車が冠水したことがある」 3%、「運

転中に洪水等に遭ったことがある」 4%で、ドラ

イパーにとっては初めての経験といえる。

ある。自分では脱出できずに、結局周囲の人にロ

ープを投げてもらって助けられたケースも 2件あ

った。なかには、自動車ごと河に流され、 j永いで

脱出したケースもあった。同乗者に幼児がいる場

「洪水時の自動車の運転上の注意について予備

ドライパーが女性である場合には脱出が困難

であった。このように 自動車が流されだしてか

らの避難は、人的被害に至る可能性が高いといえ

自動車が流されだす以前の対応が是非とも必

メ入
仁ゴ 、

知識があった」は29%と低く、洪水時の自動車の

運転、いわばソフト面について知識がなかったよ

うである。「自動車が洪水（豪雨）に強いと思ってい

fこ」は27%である。この割合は、自動車がまった

く水にもろいことを考えると かなり高いといえる。

今後の防災対策についてのドライバーの意見

自動車の構造改善が必要かどうか尋ねたところ、

災害に直面したドライパーの10人中 7人に当たる

71%が「必要である」と認めている。

4) 

る。

要である。

流失直前まで自動車にとどまった理由について

尋ねた結果を表 9に示す。この他「商品を多く積

んでいた」「国道上にいるために、あとの交通の支

障になることを心配した」「車が流されると人が乗

った後続車にぶつかることを心配した」「雨のため

主な構造改

革の提案を表10に示す。電気系統、エンジンの防

水の要望が特に高い。「必要なし」の理由をまとめ

ると、「豪雨時に運転する必要はない」「天災には

無力」「めったに生じない」など、主として運転面

の対応で充分であるとしている。

wm
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流れだした自動車からの避難方法（32人）

ドアを自力であけて ~R.出した

ドアがあかないので窓ガラスを開けて脱出した

ドアが開かないので窓ガラスを割って脱出した

周囲の人々に救出された

表 8

1

－2
一3
一4

自動車の洪水時の運転注意事項の必要性につい

ては、実に94%が「必要である」としている。そ

の PR法は自動車の取扱説明書、自動車学校、テ

レビ、ラジオ、新聞などの報道機関、講習会など

手段を選ばずにあらゆる機会をとらえて周知させ

14% 

21% 

表 9 流出直前まで自動車内にとどまった理由（42人）

1. 自動車内にいた方が安全と，思った 19% 

2. 自動車内にいることが絶対安全とは思わなかったが、車を捨

てることにためらいをもった。

その理由は

a. 自動車に愛着をもっていた

b. 自動車は高価であり、そう簡単に見捨てるわけにはい

かない

c .自分の自動車でないので、責任を感じていた

d. その他

るべきだと主張している。26% 

19% 

4長崎豪雨による自動車被害の要因

自動車関係者へのヒアリングおよびアンケート

表10 自動車の構造改善の主な提案

電気系統の防水 41個

エンジンの防水 33個

ブレーキの改善 22伺

マフラ の位置、逆流防止 14個

浮き上がり防止装置 13個

－
よ
一
つ
ん
一
つ
d

－d常
一
に
J

調査より要因をまとめると、

長崎の地形上の特性から、豪雨は一気に側溝(1) 
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や河川に流れ込み あふれた濁流が街路を河の

ようにした。増水が急激であったために、自動

車は浮いて流された。

(2) 洪水発生時と帰宅時間が重なったために交通

渋滞が生じ、かつ、路面冠水のために動きがと

れなかった。

(3) 自動車での唯一の情報源はラジオで、的確な

情報がなく、ドライパーは孤立した。しかも夜

間であったために 状況判断が遅れた。

(4) 一般のドライパーは幹線道路の通行が主で、

安全な迂回路がわからなかった。

(5) 自動車が水にもろいということをドライパー

は知らずに、自動車の中が安全という過信があ

った。

(6) 自動車は高価なもので、愛着があったために、

簡単に放棄できなかった。

(7) ドライパーに洪水時の運転に関する予備知識

がなかった。

(8) どうしても家に帰りたいという意識が無理を

生じた。

5今後の防災対策

今回の自動車の被害調査で、車社会における水

害ともいうべき自動車災害の実態が明らかにされ

た。 ドライパーにとっては初めての経験であり、

自動車の防災対策も洪水対策を想定していなかっ

たことが被害の拡大要因となった。

自動車の風水害による災害は、昭和58弔 7月島

根県西部水害、および昭和58年 9月台風10号でも

かなり生じていることを考慮すると、今回の水害

を教訓に自動車の防災対策を明らかにすることが

重要である。ヒアリングおよびアンケート調査か

ら明らかになったことを ハード・ソフトの両面

から列挙すると次のとおりである。

I .ハード面の対策（構造改善）

(1）電気系統、特にリレー部の防水をする

(2) コンビュータ・センサーの取り付け位置の検討

(3) マフラー・エンジン下部の防水

(4) パワーウインドの緊急時手動可能装置
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(5）冠水自動車の修理マニュアルの確立

II .ソフト面の対策

(1) 大雨警報が発令されている場合には、なるべ

く他の大型の交通機関を利用すること。路面冠

水が始まった場合、車での避難は避けること。

(2) タイヤ半分（lOcm）まで水がきたら、早めに高

台の安全な場所へ車を移すこと。高台に行けな

い場合には歩道に乗り上げた方が自動車の被害

が少なくなる。

(3) ドアステップ（床面）まで、水がきたら、自動車

を放置し、安全な場所に避難すること。その時

は車検証だけは忘れずに持っていくこと。

(4) 自動車を放置する場合にはキイをつけたまま

にしておくこと。流失の危険がある場合には車

内に水を入れた方がよい。ロープ 1本あれば流

失を防ぐことができる。

(5）冠水自動車はエンジンを始動させずに、自動

車整備工場へ運ぶこと。すぐに修理できない場

合には水洗いを充分にしておけば、さびなどの

被害が少なくなる。

以上のソフト面の対策を自動車教本や取り扱い

説明書などに記入して ドライパーに豪雨時の運

転注意事項として知ってもらいたい。集中豪雨が

多発する地域では自動車学校、講習会、免許更新

時など教育の一環として加えることが望まれる。

自動車の構造改革には時間がかかるであろう。

当面は、まずドライバーが自動車は水にもろいと

いうことを認識して、「防災意識面で白衛を」とい

えよう。

6まとめ

今回の長崎豪雨で車社会の実態が出尽くしたと

いっても過言ではない。この貴重な体験が今後の

自動車の防災対策に生かされることを祈ってやま

ない。

（たかはし かずお／長崎大学工学部助教授）

参考文献

1）長崎大学学術調査団：昭和57年 7月長崎豪雨による災害の調

査報告書、昭和57年11月。
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はじめに

近く、我が国が直面する高齢化社会は、その加

速度が他国と比較し 2～ 4倍であり、その結果は、

世界にない高齢化に進み、欧米諸国とは質的に異

なる社会状況となることが予測される。

こうした状況で、高齢者の労働能力を賦活し、活

力型高齢化社会への発展は、我が国が要求する最

も重要なことのーっと考える。

一方、技術文明の進歩は近代労働環境を著しく

変え、その特徴は高速動環境下における視覚労働

といえる。

したがって、労働適性として要求されることは、

よい動体視知覚をもっということであり、その適

性基準として、簡単にいうなら車の運転ができる

身体条件ということができる。すなわち、運転免

許は労働適性の免許証ともなり得るといえよう。

しかし、それには一般的な条件下で事故なく能

率をあげるという必要性がある。一般には、高齢

者の運転は安全であるという感覚があるが、それ

は、運転能率を考慮、に入れないで運転できるとい

う運転条件が多い。すなわち、仕事の制約に縛ら

36 
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事
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れてというより、自己のペースで運転するという

条件が多く、さらに多年の経験がこれを補い、か

つ、運転者の絶対数が少ないということによって、

一見事故が少なく感じられるにすぎない。走行距

離当たりの事故件数は、図 1にみられるように若

年者のそれと比較して決して少なくない報告がみ

られる。

我が国においても、近い将来こうした状況にな

ることは充分予想される。

一一一男性

一一女性
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また、高齢者の事故・違反の特性は、若年者の

速度違反が優位にあるのに対し、高齢者では動静

不注意、安全不確認などであり、速度違反は減少

する。このことは高齢者が慎重であるという判断

はできにくく、速度を出すだけの状況判断ができ

にくいからと考えた方がいいようである。

実際に、事故者の適性調査をしても、若年者で

は事故と適性との間に有意の差を見い出しにくい

が、中高年者では有意の差がみられ、高齢者では

生理的機能特性の低下が事故に結びつく可能性の

大きいことを示している。

2目の老化

加齢とともに生体機能は次第に低下するが、そ

の最も早期に出現するのが目の働きである。

なかでも老眼で知られる自の焦点調節機能は、

通常35歳からすでに劣化が生じ、日常の近見視に

困難を感じるのが、かつては40歳（俗にいう四十

暗がりといわれた）であった。近年は身体条件や

照明環境が良くなってきたので、 47、 8歳がこの
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近見障害の出現年齢となってきたようである。こ

のことは、ある意味での若返りの可能性を示すも

のである。この点については後述するとして、こ

の機能のもつ意味について考えてみよう。このよ

うな老眼症状は、読書時には困るが、老眼鏡を使

用すれば事が足りると考えられ、車の運転や一般

的な労働においては、どちらかといえば遠方視が

主体であってあまり関係がないと考えられがちで

ある。しかし、先に述べたように、動的視空間で

の働きについては、大変大きな役目をしているの

である。

1 ) 高齢者の視能域

視能域という言葉は筆者が提唱するもので、そ

れぞれの作業において明視を必要とする視空間が

ある。こうした空間域を考えるとき、これをどれ

だけある一定の見え方でカバーできるか、その範

囲を筆者は視能域という。

高齢化によって、 a.調節力低下、 b.水晶体（レ

ンズ）黄色化、にごり、 c.網膜の感度の低下（光

覚、色覚、感覚時間など）、 d.視野の狭さく（生理

的感度の低下、老人性の眼験下垂、すなわちまぶ

たの垂れなどによる）、 e.眼球運動や両眼視機能の

低下、 f.知覚中枢などの衰え、といった基礎的能

力の低下がある。

これにf半って、 i ）青争的視力、 ii）動体視力、

iii ）視速度、 iv）奥行知覚、 v）夜間視力、 vi)

防目立力、 vii）空問視野などの生理的機能の低下が

生ずる。

さらに、生理的機能の低下に加えて中枢機能の

衰えは、イ）情報の選別能力の低下、ロ）処置判

断能力の低下、ハ）将来の予測能力の低下が生じ

身体運動機能の劣化を伴って、二）反応の鈍化な

どが生ずる。

これらの老化に伴う視覚情報に関係する各機能

の低下は、静的な視空間では速度・奥行変化を伴

わないために、あまり大きな影響を与えないので

あるが、動空間になると、それは視覚情報量に非

37 
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常に大きな影響を与えることになる。

以上のすべての変化を加えたものが視能率であ

り、視能域ということになる。これを、視能率を

縦軸、視能域を横軸にとって、シェーマーで、示せば、

図 2のごとくである。

2) 視能率変化とその問題点

以上述べた視覚情報に関係する生理的機能の低

下について、二つの問題点がある。

第一に、高齢化に伴い静的な条件での視覚機能

は低下を示す。

活動空間の動環境において、その低下は加速・

増幅され、かつ、この現象は無自覚である。

第二は、無自覚ということは、自覚することに

よって、代償的な機能改善が期待できる。生理的

能力の正しい管理、装具による改善、作業環境（た

とえば道路環境）、使用具（たとえば車両構造）の

改良によって、視能域を広げることが期待できる。

また、それぞれの作業空間において安全・能率の

面から最も必要とする視能域に、高齢者の視能域

をずらして適合せしめることによって、その視能

率を効果的に上昇せしめるという期待がもてる。

特に後者の問題点こそ、今後さらに深く研究さ

れなければならない点であり、このことが若返り、

活力型高齢社会に導くために必要なことである。

もちろん、ここでは最も重要な問題点である視

覚について取り上げているが、全身の健康状態の

若年者視能域

与〉

高齢者視能域

／／／＼＼～ー
安〉

図 2 高齢者の視能域
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維持はいうまでもないことである。ただ単純な筋

力、運動能力というものと比較すると、視覚は劣

化が著しく、近代環境において重要であるという

ことである。

3災害原因としての空間における

動体視知覚の動揺

実際の動環境における見え方は著しく変様し、

人はそれに気付かないところが災害原因としての

視覚情報の誤りとなる。関係する動体視知覚とし

て、第 1に動体視力があげられる。視力は速度の

上昇に伴って低下する。第 2に、距離感覚に関係

する奥行知覚においても、視距離が遠いほど、移

動速度が速いほど距離判断誤差が大になる。第 3

に、夜間視力と関係深い、暗やみ順応速度は動く

視対象に対しては著しく遅れ、まぶしさ現象は増

強される。これらの現象は 不均一道路照明状況

では動体視力の低下をきたす。夜間の即死、ひき

逃げ重傷事故現場の多くは、照明と照明との谷間

となり、これらの生理的機能変化と関連深いこと

を示す。第 4に、視野の速度による汚染がある。

動体視野計によって測定された空間動視野は、灰

色の空間に横たわる紡錐状視野となる。

これらの動体視力、視野変化は、単に視対象物

の見誤リ、見落しに関係するのみでなく、高速道

路における災害と最も深いつながりをもっ感覚機

能変化と関係する。すなわち、速度感覚の異常の

発生で、実験的に60分間の走行により感覚速度50

km/hは実際速度80km/hとなる。この変化は車間距

離の異常接近現象となり、東名高速道路の実測で

は約18mが最も頻度が高く、夜間はさらに近接す

ることが明らかになった。

4加齢による生理的特性の変化

災害原因となり、したがって適性としても重要
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深いものとしては高血圧症がある。さらに、本症

に多用される精神安定剤は特に気付かれない強い

影響を与える。

な視覚機能の要点について述べたが、これらの一

部には、当然心理的な要素も含まれる。また、高

齢者特有の心理状況など、特に上述の現象に対応

する高齢者の構えについては充分検討しなければ 。薬物と動体視力

Claytonは、二重盲検法により動体視力低下を

明らかにし、さらに、アルコール飲用により低下

の増強されることを報告し、常用されるこれらの

薬物投与への注意を促した。筆者らの実験による

と、動体視力は内服後60～90分に最も影響が現れ

ならない

1 ) 動体視力

10歳～75歳の 2,029人について、動体視力計に

より測定した結果を図 3に示す。 55歳以上より動

体視力の著明な低下を示し、 65歳以上ではさらに

る。同様の影響力をもつものとして感冒薬などが

ある。もちろん、精神的不安定による動体視力の

著しく不良な例が安定剤使用によって改善される

低下が加速される。

動体視力と静止視力との生理的メカニズ、ふの相

違点は、 a.調節機能、 b.網膜機能、 c.中枢機能の

それぞれにおいて視対象のとらえ方に差がある。 という逆の症例も少数ながら存在する。

加齢による夜間視力の変化は、図 4に60秒視力

を示す。 30秒視力においても同様な傾向である。

夜間視力この三つの機能は、いずれも加齢によって低下す

るが、なかでも調節運動の生理的残留動揺と考え

られる微動調節の低周波成分の増加は、動体視力

正常基準値0.5よりすると50歳台では要注意、 60

歳台では危険が多いという判定となる。これらの

1. 0 

M+250 
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60秒視力の平均値と標準偏差。。

低下の要因となる。

したがって、動体視力低下原因としての眼疾患

で、高齢者と関係深い疾患は原発性広隅角緑内障、

白内障であり、日艮機能異常としては遠視および調

節力低下、すなわち老視である。また、これに関
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被検者の同一測定条件での昼間視力に関係なく夜

間視力の基準値以下に低下する例が増大する。

その原因は、 a.水晶体の着色、 b.白内障の出現、

c.網膜の変化、 d.中枢感覚力、 e.夜間老視現象な

ど機能的調応力の低下があげられる。この機能の

賦活は、正しい矯正眼鏡によってわずかに上昇を

示すが、多くは期待できなく、環境への配慮、が必

要となる。

3) 視野樟害

健康な高齢者の視野障害は一般には少ない。た

だし、視野全般にわたって感度が低下する傾向は

あるが、あまり問題にはならない。

ただし、眼科学的にいう視野は問題はないが、

実用視野という点からは問題がないわけではない。

これは、一般に高齢者では上まぶたが垂れてくる

傾向がある。いわゆる老人性上輸下垂である。こ

の場合、瞳孔に上まぶたがかかるほどに細目にな

ると、まぶたを手で、上げた場合（図 5- 1 ）と、

自然にしていたときの視野（図 5-2 ・オクトパ

ス全自動視野計で測定したもの）が示すように、

著明に上方視野と内側の視野が狭くなる。

このことは、このような高齢者は頭上の障害物

実際視野（左視）

90/90 

の発見が悪い、また、上方を見上げるごとき視作

業は不適であるということになる。また、車両運

転などではバックミラーなどが見にくい現象が生

年代別適正範囲内の人数（%）
年代

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

20 40 60 80% 

図 6 加齢と深径覚

上まぶたを上げたとき （左根）

90/90 

180/90 0 /90 180/90 

270/90 270/90 

LUM. INTERVAL : 4 （注） 黒色の濃し、はど感度がにぶい LUM. INTERVAL : 4 

図 5-I 図 5-2

40 



じやすいと思われる。

環境の整理と、適性と

しての上方実際視野の測

定が必要となる。

4) 深径覚（奥行知覚）

加齢による深径覚の適

性範囲にある人数は、図

6のごとく 50歳以上では

急速に減少する。しかし、

本機能の低下の主要因は

遠視であり、適性眼鏡に

よってその改善は10～ 40

歳の28%に対し、 50～ 70

歳では67%となる。

以上、加齢による視機

能の変化から56～ 65歳を

前期高齢者、 66歳以上を

後期高齢者に分類できる。

5高齢者の視覚機能賦活
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表 2 作業現場における視機能検査一覧（鈴村私案）

ネ見 機 古E 測定装置 判定基準 指導要項

0 5m 視 力 標準視力測定装置 0. 7（両眼視） 最高視力を得るように矯正

0 中問視力 70cm中距離視力測定装置 0.6（両眼視） II 

ム近距離視力 石原近距離視力表 0.6（両眼視） II 

ム 動体視力 動体視力計AS-4A 判定表 c 適正眼鏡使用

ム夜間視力 簡易夜間視力計 60秒視力0.6（両日艮） II 

A 実際視野 フエルスチル視野計 ~~o。。（上（左）右6両0・日（艮下））40- 自覚せしめる

×調節機能 調ア節コ時モ間ド測ポ定リ法レコーダー 調弛節緩域時緊間張1.5、秒 治療

×眼球運動 メトロノーム法 0.5Hz観測法で追従可 II 

0 深 径 覚 深径覚計（三梓式） 固定梓± 2 cm 適正眼鏡使用

OH良 圧 シェッツ眼圧計 20mmHg以下

。基本的検査 ム作業条件によって必要なもの × 特定作業に必要

表 3 適性を阻害する高齢者疾患の管理

1）眼疾患

1. 白内障（初発） l l （視力動揺

2. 縁内障（特にPOAG) ｝の治療と管理｜ ｜奥行知覚

3. 涙液減少症 J （~） 陛しさ ｜予防

2 ）全身疾患 ｜ ｜速度感覚
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眼疲労

これまでに述べた加齢による事故の特性、災害

原因としての動体視知覚、これの加齢による低下

の実態とを総合して考察し、きたるべき社会構造

とその活動状況への調和を図る医学が必要である。

1 ) 高齢者視機能管理検査とその基準

調和への第一歩として、適性の正しい把握が必

要である。

2) 高齢者の視覚機能賦活とその対策

高齢者の多くは、 a.機能低下に気付かない、 b.

あきらめて努力しない、 c.医師も機能改善に冷淡

な面がある、などの隆路があるが、これらは意識

のもちかたで改善できる。

技術的には、第 1に適性眼鏡の使用にある。こ

の場合、その作業内容、条件から必要とする各種

視能力とその程度を明確にして、調和した総合視

機能を得られるようにする。したがって、人の作

業空間である70cmを中心とする視力矯正はその一

例である。

第 2に、適性を阻害する主要な眼疾患、初発白

内障、緑内障、涙液減少症など。全身疾患として

高血圧症、糖尿病などの治療と管理。特に治療薬

による適性阻害に留意することが機能賦活につな

がる。

第3に、高齢者の特性から交通環境の見直し、

再教育方法、車両構造の検討が必要である。

6むすび

高齢化する社会構造における人と車の調和を視

覚機能の面から採り上げ、これに医学の面から取

り組むことによって、活力ある高齢化社会に変貌

せしめ得る可能性の一端を述べた。

（すずむらあさひろ／愛知医科大学医学部眼科教室）
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辻村明

仲井通裕

世界一の速歩き

社会的速度とは何かということは後程詳しく述

べることにして、まず、社会的速度の一つの指標

として歩行速度を採り上げ、日本の都道府県各地

と、外国ではニューヨークとパリおよびマニラで

その測定を行ったので、結果をまず図 1に報告す

る。測定の仕方は、県庁か市役所の前の歩道（田

舎の場合は一番目抜きの通り） lOmに白墨で印を

し、午前11時前後か午後 3時前後というラッシュ

を避けた時間帯で、通行人約 200人をランダムに

選んで、 lOmを千子くのにイ可秒かかるかを測ったも

のである。通行者の年齢は観察者の推定であるが、

さまざまな年齢の人が含まれるようにした。ただ

し、図 1の数字は中年（31 

限定した場合の平均値で、ある。要するに、社会活

動の最も活発な年代の人たちの最も普通の状態で

の歩行速度を測ったのである。図 1の数値は秒速

であるから、数字にあまり大きな差はないが、日

本の県庁所在地のうちで一番速い大阪（ l.6m ／秒）

と一番遅い鹿児島（1.33m／秒）とでは、 lOOm歩く

うちに約16mの差がでてしまうし、時速に直すと

約 1kmの違いになるので、 1時間歩くと約 1,000

m の差がでてしまう。大阪に次いで速いのが東京

( l.56m ／秒）であるが、日本の代表的な二大都

市は、おそらくは世界のなかでも最も速い部類に

入るのではないかと思われる。

42 

東京や大阪を上回るとすれば、ニューヨークぐ

らいしかないのではないかということで、前後 2

回にわたり測定したが、 1回目がl.48m／秒、 2

回目がl.5lm／秒で、大阪はもちろん東京よりも

遅い結果になっている。大阪は、まさに世界で一

番速い都市ということになるわけである。パリは

l.46m／秒で、日本の都市としては広島とまった

く同じ、そして、仙台や秋田とほぼ同じという結

果である。花の都パリも歩行速度では日本の地方

中都市なみであり、パリジャンは 1時間歩くうち

に、大阪人に 500m 引き離されてしまう計算にな

る。おそらくはヨーロッパの主要な都市はパリな

みになるのではなかろうか。

マニラは鹿児島以下であり、しかも、鹿児島と

の差がかなり大きい。測定者自身が現地での測定

時に一目見ただけではっきりとした差を感じたと

図｜ 各地における歩行速度（秒速）
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報告しているが、やはり発展途上国はまだなんと

いってものんびりしているのであろう。

2 社会的速度とは

ソーシャルスピードの「スピード」、すなわち「速

度」というのは、元来、交通機関などに使われて

いる概念で、一定空間を移動するのに要する時間、

つまり距離÷時間で表される。一定時間内に大き

な距離を移動する場合に「速度」は速いといわれ、

また、ある一定の距離を移動するのに要する時間

が短いほど「速度」は速いといわれる。

この交通などに使われている「速度」の概念を

拡大して、一般の社会生活の場面にまで適用して

みようというのが「社会的速度」、すなわちソーシ

ャルスピードの考え方である。交通などで使われ

ている「速度」は、一定空間を移動するのに要す

る時間とも規定されるが、この「一定空間を移動

する」というところを「一定の目的を達成する」

と置き換えれば、この「速度」の概念を他のあら

ゆることに適用することができる。

たとえば、ある組織体において、ある政策の起

案が行われ、それが決定をみるまでの時間が短け

れば短いほど、その組織体の政策決定はスピーデ

ィであり「速度」が速いということができょう。

同じように、一つの商品を開発する過程を考えた

場合、商品企画の段階から研究開発などの過程を

経て、実際にそれが商品として世に出るまでの時

間は、同じ商品を生産している企業でありながら、

数年前に比べてずいぶん短縮されてきているわけ

であり、商品開発の「速度」が速くなったという

ことカfで、きょう。

このように、「速度」ということを「空間」固有

の領域から拡大して、すべて「一定の目的を達成

するのに要する時間」と置き換えたものを「社会

的速度」、すなわちソーシャルスピードと呼ぶこと

にする。とすれば、交通速度などの「一定の空間

を移動するのに要する時間」という本来のスピー

ドは「物理的速度」と呼ぶことができょう。また、

ここにおける空間移動というのは、当然何かの目
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的を達成するためのものであるから、 「物理的速

度」は「社会的速度」の下位概念となっていると

考えることができる。

そして、現代社会においては、交通などの速度

だけに限らず「社会的速度」がすべての面でスピ

ードアップされてきており、その「高速化」は低

成長時代といわれる昨今においても決して弱まる

ことはないし、また、地域的に大きな相違をみせ

ている。

こうした高速化の原動力は、近代テクノロジー

の発達ということであるが、このように高速化し

た社会の実現は、人々にさまざまなインパクトを

与え、過度のスピードやスピード化が、さまざま

の社会的病理現象を引き起こしてくることが予想

される。この「社会的速度と社会的病理現象との

関連」を分析し検討するのが、この研究の基本的

な問題意識である。

なお、この研究は、国際交通安全学会の研究プ

ロジェクト（ PL ：辻村明東京大学教授）として

昭和51年から 5年間にわたって実施したものであ

る。また、同学会による国際シンポジウムが「高

速社会と人間」というテーマで開催され、同名の

出版（辻村明編）もなされているが、これらのな

かから、幾つかの興味ある資料を紹介する。

3 社会的速度の測定

このような新しい概念としての社会的速度を設

定すると、次には、それを測定すべき指標を決定

しなければならない。さまざまの項目が考えられ

たが、比較的測定しやすく、また、数量化の可能

性があるものとして、次のものを選んだ。

O交通のスピードに関するものとして、

①歩行速度、②自家用車の速度、③自動車のフ

ライング、④自動車の停止位置、⑤渋滞の頻度

や規模、⑥公共交通機関の速度、⑦一定地域内

の交通信号機の数、⑧歩行者の信号無視行動

などがある。

O交通固有の領域から離れた社会生活の速度を表

すものとして、物や情報の生産およびそれの伝達
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の速度、さらに、これに関連したサービスの速度

がある。

①商品の生産や流通の速度、②情報の生産や伝

達の速度、③公共施設（役所・病院・銀行など）

での待ち時間、④国鉄のみどりの窓口、⑤電話

のプッシュホンの普及率、⑥銀行のマネーカー

ドの普及率、⑦スーパーマーケットの普及率、

⑧ファストフードの普及率、⑨インスタント食

品の消費量

0さらには、杜会生活の忙しさを促進するような

項目として、

①救急車や消防車の出動回数、②流行の伝達や

普及の速さ、③転勤や移転の率、④おしゃべり

の速さや方言のテンポ、⑤ネオンサインの点滅

のテンポ

などが考えられる。

次に、これらの指標に関する測定結果の内から

幾つかを紹介する。

移動の便宜性

これは、調査対象都市の最も主要な駅を採り上

げ、そこに発着する鉄道の系統別に、平均時速と

朝 6時から夕方 6時までの12時間中の運転本数を

調べ、平均運転間隔（つまり待ち時間）をだし、

その駅から30km離れた地点まで行くのに、待ち時

間をも含めて平均何分かかるかを計算した。

たとえば東京でいえば、東京駅に発着する 8系

統（新幹線、東海道線、横須賀線、京浜東北線、

中央線、山手線、総武線、地下鉄丸ノ内線）別に

前記要領による平均時速と運転間隔をだし、系統

別に30km地点に到達する時間（運転間隔の待ち時

間も含め）を算出する。それを再び時速に換算し

た平均値を「鉄道スピード、」と名づけた。この「鉄

道スピード」の比較だけでも一つの有力なデータ

になるが、発着の系統が多いということは、それ

だけ四方八方へと容易に移動できる便宜性の高い

ことを意味するから、「鉄道スピード」に系統数を

掛けたものを「移動の便宜性」とした。

要するに「移動の便宜性」という指標は、ある

特定の都市で、四方八方へと自由に30km移動する

のに何分かかるかという数字である。「鉄道スピー
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ド」でみると、表 1のように、東京（時速37.8km) 

が最も速く、次いで大阪（時速34.8km）で、この二

大都市が他を圧倒的に引き離している。東京は水

戸（時速18.9km）の 2倍、松江（11. Okm）の 3倍以上

の速さである。

それに系統数を掛けた「移動の便宜性」になる

と、大阪の方が東京よりも系統数が一つ多いため

に（厳密にいえば新幹線は梅田駅に発着しないが、

新幹線を含めた）、 大阪がトップになり（313.2）、

次いで東京（302.4）、この二大都市が圧倒的に便利

であることを物言吾っている。第 3｛立は広島(106.5) 

であるが、なおかつ大阪・東京の%の数値である。

松江（22.0）に至つては、東京・大阪の拓といった

数値になる。 30km離れた地点に到達するのに、こ

れだけ便宜性に差異のあることがわかる。そして、

移動の容易さはそれだけ社会生活の速度を速める

ことになるであろう。ただし、ここで注意してお

かなければならないのは、これはあくまでも鉄道

に限定した場合の話であって、このほかにパス路

線がよく発達していれば「移動の便宜性」は高ま

るであろう。その意味は、パスをも含めた公共交

通機関全体の数値を計算する必要がある。また、

仮に公共交通機関全体の数値が計算されても、お

そらくは福島・水戸・松江は依然として数値が低

いであろう。そのことが逆に、自家用車の普及に

よって補われていく関係になるかもしれない。自

家用車があれば、 30km地点に到達するのに逆に田

舎の方が速いかもしれないのである。

また、もう一つ注意しておかなければならない

のは、東京・大阪の大都市では、なにかの用事を

果たすのに、相対的に遠い距離を移動しなければ

ならないのに対し、地方都市では比較的狭い範囲

の移動ですむということである。したがって、「生

活の便宜性」ということになれば、地方都市の方

が数値が高くなることが予想されるであろう。

ファストフードの普及

待たずにすぐ注文品が出てくるファストフード

の普及は、社会生活が忙しくなったことの結果で

あろう。日本には昔から立ち食いそばの伝統があ

るが、朝飯も昼飯もゆっくりと食べている暇のな



い忙しい現代生活にピッタリなので、最近は一般

商店街やオフィス街にも急速に進出が目立つよう

になった。ケンタッキーフライドチキンとマクド

ナルドのハンバーガーはアメリカ産であるが、日

本とアメリカにおいて、この手重のファストフード

がうけているということは、日米社会の、ある面

での共通性を示している。私たちの研究では、こ

のファストフードの普及率も調べてみた。

測定の方法はごく簡単で、歩行速度を測った地

点を中心にして、半径 500m の範囲内に何軒のフ

ァストフードの店があるかを調べたのである。地

上ばかりではなく、地下街も調べた。その結果は．

東京40、大阪 8、広島 5、松江 4、水戸 2、鹿児

島 1という順序になった。東京は都庁中心に半径

500 m を描くと、東京駅の一部が入ってしまうの

に対し、大阪では府庁を中心に半径 500mを描い

ても大阪（梅田）駅は入らないので、数字に大分大

きな聞きがでている。しかし、東京の場合、東京

駅を除外しても30でずば抜けて多い。むしろ、大

阪が意外に少ない感じである。大阪は「食い道楽」

の町といわれるように、食事については特別にう

るさい伝統があって、いくらセカセカしていても

ファストフードを好まない気質があるのかもしれ

ない。今後なお検討してみなければならない。

ネオンサインの刺激度

測定の方法は、その都市の最も華やかな繁華街

で、最もチカチカの激しいネオンを中心にして、

一定距離から 8ミリカメラで撮影したものを、次

の要領で分析した。

ネオンの大きさがまず問題になるが、カメラの

位置によって大きさは変わってくるので、今回は

とりあえず大きさは無視して、何色使っているか

という色の数と、 1分間当たりの回数を動きのテ

表｜ 「鉄道スピード」と「移動の便宜性」 表2ネオンの刺激度

＼＼＼  鉄道スピード（日寺速） 移動の便宜性 大阪 1971.6 

東尽 37 .Skm( 8) • 302.4 東京 1165. 5 

大阪 34.Skm( 9) 313.2 福島 699.4 

福島 22.0km( 3) 66.0 
広島 616.4 

水戸 18.9km( 3) 56. 7 
松江 553.3 

広島 21.3km ( 5) 106.5 
水戸 346.1 

松江 11.0km( 2) 22.0 

本（ ）内は系統数
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ンポとして「色の数×テンポ」を計算した。そして、

カメラの一定の枠内に入るすべてのネオンについ

てこれを計算し、それらを足した合計が表2で、ある。

東京は世界一華やかといわれる銀座のネオン、

大阪はミナミの繁華街をとったが、予想に反して

大阪の数値の方が大きい。確かに銀座のネオンは

華麗ではあるが、変化のテンポは大阪の方が速く

結果的には大阪の方が上回った。これは、歩行速

度でも大阪の方が東京を上回ったことに対応して

いるかもしれない。ともかく、大阪という所は余

り周囲との美的関係などは考えず、利益一点張り

でセカセカと行動している街のようである。

福島以下の地方都市では、大阪の%からえの数

イ直であり、のんびりとした印象になる。さらに印

象的なことでいえば、パリのシャンゼリゼーなど

ショーウインドーを昼光色の電気が明るく照らし

出していて、非常に明るいという感じはするが、

ケパケパした色彩や激しい点滅のネオンはほとん

どみられないので、同じような数値にすればかな

り低い部類に属することになるだろう。パリの夜

は明るいけれども実に静かなのである。これは、

パリの歩行速度が日本の地方中都市なみであった

ことと対応しているかもしれない。

交通行動の地域差

東京と大阪とでは、歩行速度においては有意な

差はみられなかったが、その他の交通行動におい

ては著しい違いがみられるので、参考までにこう

した行動の違いを長山泰久助教授（大阪大学人間

科学部・交通心理学）と JAF （日本自動車連盟）

関西支部石田氏の調査の中から紹介しておきたい。

朝 9時からの30分間、東京は東京駅八重洲口近

くで、大阪は大阪駅太融寺近くの道幅 6.8mの歩

行者用信号に対する反応を調べたものである。

赤信号に出くわして青信号まで待つのは、東京

で47.3%、大阪ではわずか10.5%。頭から信号な

ど無視して通過して行く者は、大阪で61.3%にの

ぼるが、東京では33.8%にすぎなかった。いった

ん信号に従って待ちながら、ほかの人が信号を無

視して渡って行くのをみて、自分も待ち切れずに

ついて行く人の数も、大阪の方がずっと多くなっ
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ている。

次は、電車に乗り込むときの動作である。整列

乗車をしないと、われ先にと争うことになり、降

りる人をも押しのけてしまうことになりかねない。

最後の人が降り終わるのを待たずに、何秒前に乗

り始めるかを観察した結果、ここでも東京と大阪

とで大きな違いがでている。朝と夕方との平均で

みると東京が1.3秒であるのに、大阪はなんと3.2

秒なのである。

以上のような歩行者行動の違いは、車の運転行

動にも反映している。

水泳競技のときのフライングと同じように、赤

信号から青信号に変わるとき、まだ赤なのに見切

り発進することをフライングと名づけ、昭和43年

に東京は中央区通り 3丁目交差点で、大阪は北区

桜橋交差点で、青になる前何秒で発進しているか

を測定している。その結果、フライング時間の平

均は東京が1.74秒、大阪が2.78秒であった。

表 3 交通事故（昭和56年）

東京都（A)I大阪府（B)I主
交通事故件数＼ 3o，凶件＼ 37,746件 i1. 22 
1万人当たり事故件数｜ 27 .2件（ 45.5件＼ i. 67 

死亡 者 数 l 測人＼ 383人 11.13 

10万人当たり死亡者数 1 3.0人｜ 4.6人 I1.53 

46 

同じことは警笛によるけしかけにもみられる。

赤信号で交差点の先頭に止まった場合、青信号に

変わっても発進しないでいると、後続車が警笛を

鳴らして発進を促す。警笛を鳴らすまで、何秒待っ

てくれるかを測っているわけだが、東京では渋谷・

目黒・世田谷方面で、大阪では類似した感じの豊

中・箕面・茨木・旭・都島方面で測定した結果、

東京では赤から青に変わって発進しなくても平均

して4.2秒はだまって待っていてくれるが、大阪で

は1.8干少しかf寺ってくれない。

以上、歩行にしろ走行にしろ、大阪人のこのせ

わしない行動様式が、表 3のような交通事故の差

にもなって現れているのではなかろうか。

4 イライラとセカセカ

次に、このように社会的速度の異なる地域間で、
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たものを、セカセカ度が高いとみなし、その反対

を低いとみなして、都市別にみると、表 4のよう

人々がストレスやイライラを感ずる度合いがどの

ように違うかということを、意識調査でみてみよ

になった。

東京と大阪がやはりセカセカ度が高くなってお

り、他の四都市はほぼ同じような傾向であり、二

大都市と四大都市との間には統計的に有意な差が

みられた。社会的速度の速い地域ほど住民のセカ

セカ度も高くなるという関係がみられる。

イライラ度

つ。

社会的速度の「速しユ」地域、 「中位」の地域、

「遅~） J 地域ごとに二つの都市を選ぶというやり

方で、社会的速度の指標としては、とりあえず歩

行速度をもって代表させ、 「速し3」地域から大阪

と東京、 「中位」の地域から仙台と広島、「遅い」

地域から高松と鹿児島を選んだ。

では、潜在的な精神異常を示すと考えられるイ

ライラ度は、都市別にみてどんな傾向を示してい

るであろうか。質問文は簡単なもので、 「あなた

質問紙の構成は、

③スピードに関したこととして、

①ファストフードの利用

②電話のダイヤル方式とプッシュホン方式と は毎日の日常生活において、何事でも待たされる

とイライラすることが多い方だと思いますか。そ

れとも割にのんびりしている方だと思いますか」

というものであるが、都市別にみた結果は図 2の

とおりである。

「し3つもイライラ」と「ときどきイライラ」と

を合算すると、東京が53.7%、大阪が47.9%、広

島51.9%、仙台42.0%、高松58.1%、鹿児島46.7

%となり、東京と広島と高松が高く、社会的速度

が速いほどイライラ度も高くなるというきれいな

⑥待つことに関して、

①エレベーターとエスカレーターの好み

②待つことのイライラ

③時間観念

⑥交通行動に関したものとして、

①歩行速度

②歩行者信号の遵守

③整列乗車

の好み

関係は認められなかった。

しかし、大阪人には、セカセカしている割には

あまりイライラ感じないという“したたかさ”“神

について聞いた。そのほかに、精神健康調査とい

う精神医学の方で使われる質問を用意した。

セカセカ度

経の図太さ”があり、高松では社会的速度は遅い

にもかかわらず、意外とイライラ度が高いという

六つの質問項目を総合して、セカセカ度という

スコアを出すようにしたが、そのやり方を詳しく

結果である。これは、高松が実質的に大阪経済圏

に組み入れられていて、後進地域の割に先進地域

ごく簡単に説明するといささか繁雑になるので、

都市別にみたイライラ度図 2

説明しておきたい。

( 1 ）エスカレーターの上を歩いていく、（ 2 ）フア

ストフードを利用する、（ 3 ）そば屋で後から注文
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した人の方が先にくるとイライラする、（ 4 ）時計

をよく見る、（ 5 ）時計の狂いが気になる、（ 6 ）歩

行者信号が赤でも渡っていく、といった回答をし

広

島
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都市別にみたセカセ力度

ニ界：ご 高い 普通 {ftい 言十

東庁、 13 .2 44.0 42.8 100 

大阪 11.6 46.0 42 3 100 

広島 6.5 41. 2 52.0 100 

仙台 9.1 40. 7 50.2 100 

高松 8.6 41. 9 49.5 100 

鹿児島 7. 2 41. 9 51.0 100 

表 4
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社会的速度が速くなれば、社会生活のすべてに
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の様相を呈しているというように考えることがで

きるようである。同時に行った「精神健康度調査」

おいて、ことの処理がスピーディに行われること

を期待するようになるわけで、何事につけ、それ

がスピーディにいかなかった場合、それだけイラ

をみてみても、高松は多くの項目で例外的な反応、

を示していて、先進地域的な特徴を多く示してい

る。低速社会と高速社会がまとまりなく入り乱れ

イラすることが多くなるのは当然であろう。

行動と意識の一致

3で東京人と大阪人との交通行動の違いを報告

しておいたが、その客観的な行動は意識の面から

も裏付けられているので、一つだけ紹介してみよう。

た社会に精神の病理が発生しやすく、閉鎖的な面

と高速化された面との聞に生じる文化かっとうを

もった高松の場合は、予想以上に不眠、不安、うつ

の傾向が著しく、おそらく、高松を取り巻くあら

それは、整列乗車についてである。大阪人は東

京人と比べて、パスでも電車でも整列乗車をする

ことが少ないと観察されたが、図 3にみられるよ

うに、意識調査の結果でもそれがはっきりと表れ

ている。「しユつも並ぶ」というのが、大阪では59.8

%であるのに対し、東京は79.2%に達する。

し、図に示すように これは単に東京と大阪との

違いだけではなく、東日本と西日本との対比が顕

仙台では「いつも並ぶ」が85.8%と最

ゆる環境要因がかかわっているものと，思われる。

それは、大都市の病理そのものとは異質なように

も思われる。

先に触れたように、大阪人はセカセカしている

害リには、あまりイライラしていないといった｛頃向

がみられたが、都市別をならしてしまって、セカ

しかセカ度とイライラ度との関係を検討してみると、

表 5のようになる。セカセカ度が低いほどイライ

高になっているが、逆に広島ではわずか52.9%で

最低、また、高松や鹿児島でも「並ぶ」の比率が

比較的低くなっている。これからみると、整列乗

車に関しては、社会的速度の高速化や近代化とは

無関係に、東日本と西日本という地域差が関係し

ているようである。なぜ、東日本が秩序を重んじ、

西日本がそれほどでもないかという理由の探究は

著である。

ラ度も｛丘くなっている。

個々の都市別にみると、その都市固有の条件に

左右されて、あまりはっきりとした傾向がみられ

なくなるという点があったが、一般的な傾向とし

ては、セカセカ度が高くなると、つまり社会的速

度が速くなるとイライラ度も高くなるという仮説

別の機会に譲るとしても、一つの面白い現象である。

コ誌と 高い 普通 低い 百十

信1 し】 68. 9 7 .2 23.9 100.0 

普 通 57 .5 8.9 33. 7 100.0 

{fr 39.8 12.6 47 .6 100.0 

計 50.0 10. 5 39.5 100.0 

セカセカ度とイライラ度表 5

おわりに5 

社会的速度に関する研究プロジェクトの調査結

果の中から幾つかを紹介してきた。

社会的速度の速い社会ほど、潜在的な精神異常

を醸成する状態にあるという仮説は、ほぼ支持さ

れたと考えている。ただし、この潜在的な精神異

都市別にみた整列乗車
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常状態がそのまま顕在的な精神異常状態につなが

るかどうかということは、さらに精神医学の面か

図3
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らの専門的な分析が必要であろう。

（つじむら あきら／東京大学文学部教授・なかい

（財）国際交通安全学会）
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二輪車の力学と

安全限界

1 車両事故の要因

漸減してきた交通事故死者数も再び増加傾向に

あり、路上における車両の構成比をみると、二輪

車の増加が著しく 10台のうち 3台は二輪車とな

っているドこのように、多数の二輪車の交通への

参入は、二輪車・四輪車が共存する新しい混合交

通のあり方を求める状況を作り出している。

車両による事故は当然のことながら、車両、道

路、運転者それぞれに関連して発生するものであ

るが、その要因は二輪・四輪を間わず、主に運転

者的要因によるものが大部分を占めている。二輪

車は前後に車輪が配置され 停止時や極低速時に

は車体が左右のいずれかに倒れ込む生来の不安定

性を持っており、同時に乗員の身体が露出してい

ることから、事故による損傷の度合いが大きいこ

とが特徴である。したがって、運転者的要因によ

るものの中で、二輪車自体の力学的特性を理解し

ていれば、事故を避けられたと思われるものも少

なくない。

二輪車の動きは、走る、曲がる、止まるの三つ

の言葉で表現され、それぞれの安全の限界は自然

の法則の枠を超えることはできない。ここでは、

簡単な物理的法則と対比しながら、二輪車の力学

的特性を考えてみたい。

長江啓泰

2 ブレーキの特性

危険場面からの回避での最終的な有効手段とし

ては、制動によって車両を止めることである。四

輪車では、制動の緩急、は、ブレーキペダルを踏む

力を調節することで行えるが、二輪車では前輪と

後輪のブレーキが独立しており、緩急に応じてそ

の操作力を変えねばならない難しさがある。

静止時には、二輪車の重量は図 1に示すように

前後の車輪が分担している。走行中にブレーキを

かけると、路面とタイヤとの間の摩擦で制動力が

発生し、同時に同じ大きさの慣性力が人車一体の

重心点に前向きに作用する。この慣性力によって

二輪車は前のめりとなり 後輪の分担荷重は減少

し、その分前輪荷重が増加する。二輪車は四輪車

に比べてホイールベースが短い割に重心が高いの

で、制動の強弱による車輪荷重の移動が大きい。

図 2は、減速度との関係を示したもので、原動機

付自転車は更にその傾向が著しいことがわかる。

動く物体は運動エネルギーを持っており、これ

に匹敵する仕事を行いエネルギーを費やすことに

よって速度はゼロとなる。二輪車の場合も同様で、

この運動エネルギーとブレーキをかけて車を止め

る仕事の関係から 制動距離を簡単に計算するこ

とができる。

霊童霊童書重量重量霊童霊童蓄量襲富童書霊童重量霊襲撃喜議事襲麓重量襲霊童書籍霊童霊童書襲重量襲撃霊童霊童書襲麓霊童霊童襲撃霊童轟襲霊童護霊童豊富鱒霊書籍襲撃襲襲撃書籍欝欝

49 



’84予防時報136

防災基礎講座轟轟欝輯霊童書襲覇轟轟霊童書霊童霊童覇襲書購轟襲霊童襲鱒襲襲欝欝鶴喜護憲重量襲襲警護襲襲襲襲霊童重重量襲警護襲欝欝鱒審議襲撃露襲警護

m ：二輪車の質量

v ：二輪車の速度（m/s)

s：制動をかけてから止まるまでの距離（m)

B ：制動力（Kgf)

μb：タイヤと路面との聞の摩擦係数

g ：重力加速度（9.8m/s2)

+mv2=B S、 B=μmg

仕事とは、加えた力にその方向に動いた距離を

掛け合わせた量をいい、ここでは制動力（B）と制

動距離（S）との積になる。一方、制動力の最大は、

車両の重量（mg）と摩擦係数（μb）との積が限度であ

り、ブレーキレバーやペダルの操作によって、こ

の範囲内で制動力をコントロールすることができ

る。このことから、制動距離は車両の重量に関係

なく、速度と摩擦係数から算出できる。

実制動距離
2 

S二 V－ zμbg 

ブレーキをかけてから止まるまでの距離は、速

図｜ 告lj動力と車輪荷重

度が 2倍になると 4倍に伸び、また、すべりやす

い路面では摩擦力が低く、同じ速度でも制動距離

は長くなる。路面の種類や状態によって、摩擦係

数は変化し、その大きさは表 1のとおりであるP

一般に、二輪車は四輪車に比べてブレーキの効

きが甘く、制動距離が伸びるといわれている。図

3は、車種別に制動距離を比較したもので、原付

は制動する直前の速度が異なり、等減速度直線で

ある斜めの直線上で比較できる。結果は、二輪車

が持っている制動性能は、四輪車に比べて劣るも

のではないことがわかる。強いていうならば、原

付一種はやや甘く、定積載時のトラックもパニッ

クブレーキでは制動距離が長くなるで

機械としての二輪車の制動性能は、他の車両に

比べて決して劣らないという事実とは別に、利用

図2 制動の強さと荷重変化
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表 l 路面の摩擦係数（50km/h以下）

路面の種類 乾いたとき 濡れたとき

コンクリート、アスフアルト（新品） 0.80～1.00 0.50～0.80 

（交通により磨かれた部分） 0.55～0. 75 0.45～0.65 

ぱらぱらな砂利 0.40～0.70 0.45～o. 75 

平 坦 な 氷 0.10-0.25 0.05～0.10 

固めた雪 0.30-0.55 0.30～0.60 
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乗車歴の経験者について、各速度とも 6回の制動

を行った結果で、ある。初心者の制動距離の平均値

は長く、しかもバラツキを考えに入れると、初心者

は経験者の2倍もの距離になることがわかる。

二輪車の制動は、その強さに応じて前後の制動

操作力を変える必要がある。これは前述のとおり、

制動によって前後の車輪の分担荷重が変化するた

めで、同時に路面状態によって制動力の大きさの

限界が変わってくる。図 4は、 250c.cの二輪車に

ついて、前後の車輪が固着を起こさない最大制動

急制動の希lj動距離表 2

制動初速度防1/h 40 

L 

4.96 

3.35 

3.80 

σ 

0.82 

0.23 

0.35 

L 

8.05 

5.65 

5.58 

σ 

0.52 

0.22 

0.42 

30 

者側の感覚では、ブレーキの効きが良くないとの

矛盾はどこに起因するのであろうか。人間が手足

や身体で道具を扱う場合、一般的にその限界は、

機械の限界と使用者側の技能限界のいずれか低い

限界によって定まるものである。四輪車の場合は、

ブレーキペダルを力いっぱし3踏むと、制動力は自

動的に前後に配分される仕組みとなっている。急

ブレーキの場合、路上にタイヤのスリップ痕が残

るが、強い力で車輪の回転を止めようとし、その

力が車輪と路面との間の摩擦力より大きくなると、

タイヤの回転が止まりすべるためである。この現

象を車輪の固着（ロック）というが、固着が起こ

ると車両の方向性が失われ、尻振りや横すべりが

生ずる。
二｜初心者

輪｜経験者

四輪乗用

L：平均制動距離m σ：標準偏差

図4 ロックしない最大制動力

200 

二輪車の制動では、後輪が固着すると車体は左

右に横すべりしバランスを崩す。前輪が固着する

と方向性を失い転倒する最悪の事態に陥ることに

なる。したがって、運転者は固着やバランスを乱

すことを避けるため、勢い正確に強いブレーキ操

作ができず、制動距離に差が生ずる結果となる。

表 2は、自動二輪の免許取得直後の初心者と 5年
一一前後輪同時制動

。－－-0自ts輪のみ制動

・一一・後輪のみ制動

初速度50km/h 

図中の数値はタイヤと路面と

の間の摩擦係数を示す。

150 

100 

50 

市｜｜

動
力

kgf 

車種別制動性能

実
制
動
距
離

減速度 0.4g 

企一一込原付一種

企一一企原イ寸二種

ひー--0軽二輪

・一一・小型二輪
15ト守一一勾四輪乗用

予一一守軽四輪

D一一四四輪商用

・－－－－ノ《ス・
トラック

10 

m 

図3

60 40 50 

実制動距離 m

30 

50 km/h 40 30 20 
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力と制動距離の関係を示したものである。すべり

にくい路面での急制動では、制動力の大部分が前

輪でまかなわれ、すべりやすい路面では、後輪ブ

レーキを活用することで制動距離を短くすること

ができる。後輪ブレーキだけで止まる場合、仮に

路面の摩擦係数が 1.0であっても、 29m以下で止

まるよう強くブレーキをかけても固着を起こすこ

とが、図から読み取れるせ

制動距離を短くするテクニックは、前後の操作

力を的確に千Tわなければならない。しかし、危険

事象を発見して間髪入れずブレーキをかけること

は不可能で、発見してからブレーキが効き始める

までの時間を空走時間と呼ぶ。この空走時間は、

人により、状況によって変化するが、一般的には

1秒程度とみられ、ブレーキが効かないまま走る

距離は50km/hで13.9mとなる。危険を発見してか

ら止まるまでの停止距離は、この空走距離と制動

距離の和であり、この距離を短くするには機能的

にも物理的にも限界がある。

危険を早日に察知し回避する、あるいは余裕の

ある車間距離、控え目の速度が要求されるのは運

転者の心と頭で、物理的限界に頼ることなく安全

を確保できる人間の知恵であることを示唆している。

5 旋回時の特性

四輪車は旋回すると車

体は外側へ傾き、急旋回

であればあるほどそのイ頃

きは大きくなる。これは、

遠心力によって外側へ押

し出されるためで、二輪

車の場合も同様である。

しかし、二輪車では車輪

が前後に一直線上に配列

されているため、遠心力

で外側へ倒されないため

写真｜ 乗車姿勢

リーン・ウィズ

には車体を内側へ傾けなければならない。このよ

うに、内側へ傾けて旋回する乗り物は自転車や航

空機があるが、人間も片足ずつ足を付いているの

で、二輪車と同じといえる。

乗車姿勢の基本型は、写真1に示すように、車体

と乗員が一体となって傾けるリーン・ウィズ、イ本

を深く内側へ倒し込むリーン・イン、車を倒し体

を起こすリーン・アウトの 3種類である。いずれ

の場合も旋回するためには車を内側へ引き込む求

心力がタイヤから発生し、この力と対抗する慣性

力（これを一般に遠心力と呼ぶ）が外向きに人車

一体の重心点に作用する。

遠心力と重力との合力は、タイヤの接地点に向

かっていればバランスがとれ、この合力の傾き角

を力学的パンク角と呼ぶ。この力学的パンク角は、

重力を底辺とし遠心力を高さとする直角三角形を

なすので、図 5に示すように旋回する半径を Rm 

とすると、求心加速度と重力加速度の比から求め

られる。車体パンク角は、図から明らかなように

力学的パンク角より深くなり、太いタイヤを付け

重心が低い車両ほど深く倒さねばならない。その

値は、力学的パンク角に車種によって定まる係数

を掛け合わせた値となるSb

急旋回であるほど求心力は大きくなり、速度の

二乗に比例し旋回半径の大きさに反比例する。こ

のような求心力は、二輪車の場合、タイヤが傾く

リーン・イン リーン・アウト
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ことと横すべりすることによって生ずるが、ブレ

ーキの場合の制動力の大きさと同様に、タイヤと

路面との摩擦係数で限界がきまる。タイヤと路面

との摩擦力が充分であれば、車体パンク角は求心

力と重力の比で定まり、その時の旋回半径と速度

の組み合わせは、図 6のようになる。

初心者や通常市街地での旋回では、求心力が重

力の 0.3倍、すなわち、求心加速度0.3g程度とい

われる。この旋回は、自動二輪車の車体パンク角

で 18.3。に相当し、テストコースのように良好な

状態では 0.8g、42.5。が市販車の限界である。一

般の公道では、たとえ良好な舗装路面であっても、

時には砂やごみがあり、路面のうねりや段差も多

少はある。このような場合、安全を考え経験豊か

な運転者でもその限界は0.5g、車体パンク角29.2。

程度といえよう円

図 6の0.3、0.5、0.8gの横線と旋回半径一定の

曲線の交点に示す数値は、それぞれに対応する速

度を示す。旋回半径が短い場合ほど、わずかな速

度上昇で必要な車体パンク角は急激に大きくなる

図 5 旋回中のバランス

反
力

車
輪
荷
重

加：力学的パンク角、 BR：車体バンク角 ｜車 種｜｜係数

遠心力：mf重力：mg ｜自転車 II i. 03 

tan BRd =_y;_ 
g氏

。R＝（係数）× BRd

モペット II i. os 

自動二輪 II i.10 

スクーター II i.13 

ことがわかる。ブレーキによる制動距離の初心者

と経験者とで大きく違うことを知ったが、旋回で

の違いは車体を深く倒し込めるか否かで差が現れ

る。一般に、初心者はせいぜい20。程度であり、も

し、きついカーブである旋回半径lOmのカーブへ

25km/hで進入すると、 0.3g相当しか車体は倒し込

めないので旋回半径が大きくなり 16mになる。結

果はカーブの外側へとはみ出し、ふくらんだ軌跡、

を描くことになる。一般の路上でこのような状態

になると、車両は対向車線にふくらんで入ること

になり、止むを得ずブレーキをかけると、タイヤ接

地面からは求心力と制動力の二つの力を出すこと

になり、限界を超えてバランスを失いやすくなる。

二輪車の運転において、カーブの手前で充分に

速度を落とし、カーブでのブレーキは禁物といわ

れるゆえんは、カーブでの車体パンクを、速度を

落とすことでゆとりを持たせ、タイヤから出る力

図 6 二輪車の旋回速度と曲率
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は求心力に専念させ、二足のわらじをはかせない

という安全確保のためである。

4 二輪車の安全運転と限界

二輪車の動きは、走る、曲がる、止まるの言葉

で表現できることは前述のとおりである。ここで

は、止まる、曲がるの順に二輪車自体の力学的特

性と限界、さらに運転者的限界について述べた。

制動も旋回もともに速度の二乗に比例して、制

動距離や求心加速度が増加することがわかった。

また、その限界は、ともにタイヤと路面との間の

摩擦係数がかかわり合うことも共通点であった。

これらは止まることも曲がることも物理的には運

動の項目に入るもので、運動の状態を変えるため

には力が必要との原理によるからである。今日、

道路環境の整備は大いに進められ、路面状態も天

候等の変化がない限り安定しているといえる。

このような力学的限界の他に、安全確保の決め

手は、運転者的限界を考えねばならない。運転者

的限界は千差万別であり、車両の限界で判断し行

動することが、事故発生の主要因、特に二輪車事故

図 7 実回避距離 目標距離

0-40〔km/h〕

E' ｜企ー50

~ 30トロ－60

亘 I~ー70
娼 I<>-so 
回
台ポ

20 

30 

では単独事故が多いことが特徴でもあることから

も考えられる事柄である。

同じ運転者でも、とっさの危険回避を迫られた

場合、普段できることもできなくなるという心理

的・運動機能的側面が影響を及ぼすことはよく知

られている事実である。図 7は、直進中前方に障

害が発生し、とれを車線変更で回避することを想

定した実験結果で、ある。車線乗り移り幅は 2mで、

左右 0.9mに並べたパイロンの間を、車体や乗員

の体が触れずに完全に収まった地点までの距離を

実回避距離とした3b

各速度において、順次乗り移り目標地点を近づ

けると、余裕のある聞は手前で完了するものの、

目標が近くなり過ぎると逆に回避距離が長くなる

との結果を得た。この結果をもたらした要因の一

つに、回避信号を受けてから実際にハンドルを切

り行動を開始するまでの、いわゆる、反応時間が

過度に目標匝離が近くなると延びることである。

乗り物の安全性は、単に乗り物である機械の安

全だけでなく、これを操る人間の行動特性を含め

て論じられるべきであると思う。特に、二輪車は

運転者の技術に依存する度合いが大きく、車を操

作する技能程度と、交通場面における他の車両の

動静や危険を予測する頭の働かせ方、心の働かせ

方の有機的結び付きが大切である。より安全に、よ

り快適に二輪車を利用するために、ここでは止ま

る、曲がるの基本的な力学的特性に絞って述べた。

（ながえ ひろやす／日本大学理工学部教授）
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1はじめに

消火用スプリンクラー設備は、百貨店・ホテル、

事務所ビル、あるいは工場・倉庫等の建物火災に

消火設備として最も有効であり、かつ信頼度が高

いといわれている設備である。その有効性・信頼

性を示す資料を集めてみた。

これらの資料は、反面、そのスプリンクラー設

備といえども、万能でないことを示している。こ

れらの資料から設備の効用とその限界を見極め、

これからの設計・施工および保守管理の参考とし

ていただければ幸甚である。

2スプリンクラー設備の概要

消火用スプリンクラー設備とは、建物の全体に

わたり、その天井に給水管を樹枝状に設備し、ス

プリンクラーヘッド（以下、ヘッドという）を規

則正しく取り付け、流水検知装置および主止弁を

経て、有効な加圧送水装置（以下、ここでは消火

ポンプという）および、J]¥j原にj車率吉したものである。

一般に、火災のとき、ヘッドが火熱により一定

温度に達すると、ヘッドが作動し（ヘッドの感熱

体が作動し、放水口が開く）、圧力水がヘッドのデ

フレクターに衝突して 一定の範囲に散水し消火

する。なお、ヘッドが開放して給水管内の圧力が

低下すると、一般的に消火ポンプが自動的に運転

し、ヘッドに給水し続け、散水と同時に警報装置

が作動して、火災と散水を知らせるようになって

いる。

3スプリンクラー設備普及のあらまし

1874年（明治 7年）に、 Henry S Parmalee （米

国）が実用的な自動スプリンクラー設備を開発し、

コネチカット州ニューへブンのピアノ工場に設備
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した。

1882年（明治15年）に、 FredrickGrinnell （米

国）が従来のスプリンクラー設備に改良を加えた（ヘ

※別表 l （防火対象物）

（一）
イ劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ公会堂又は集会場

（二）
イキャバレー、カフエ一、ナイトクラブその他これに類するもの

ロ ill:技場又はダンスホール

（三）
イ待合、料理店その他これらに類するもの

ロ飲食店

（四） 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

（五）
イ旅館、ホテル又は宿泊所

ロ寄宿舎、下宿又は共同住宅

イ病院、診療所又は助産所

ロ老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童

（六）
福祉地設（母子寮及び児童厚生施設を徐く）、身体障害者更生

援護施設（身体障害者を収容するものに限る）又は精神薄弱

者援護施設

ハ幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

（七）
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、｜

各種学校その他これらに類するもの

（八） 図書館、博物館、美術館その他これに類するもの

ィ公衆浴場のうち、トルコ浴場、サウナ浴場その他これらに類

（九） するもの

ロイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

（十）
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降

又は待合いの用に供する建築物に限る）

（士） 神社、寺院、教会その他これに類するもの

（主）
イ工場又は作業場

ロ映画、スタジオ又はテレビスタジオ

（主）
イ自動車車庫又は駐車場

ロ飛行機又は回転翼航空機の格納庫

（古） 居ノ色、 庫

（互） 前各項に該当しない事業場

複合用途防火対象物のうち、その一部が（一）項から（四）項ま

（宍）
イで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用

途に供されているもの

ロイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

lヲ｜ I也 下 f封

（完l準地下街

文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によって重要文

（宅）
化財、重要民俗資料、史跡若しくは重要な文化財として指定

され、又は！日重要美術品等の保存に関する法律（昭和8年法

律第43号）の規定によって重要美術品として認定されたJ宮室物

（丈） 延長五十メートル以上のアーケード

（丈） 市町村長の指定する山林

（手） 自治省令で定める舟車
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ッドの放水口の栓が、低融点の合金の支柱で押さ

えられたものに改良され，ベッドから放水すると、

図｜ 用途別奏効状況
※頃目は別表lを参照。

図2 場所別奏効状況

図 3 焼損程度別状況



水力で警報できる警報装置が付加された）ことに

より、スプリンクラー設備が世界的に認められは

図 4 ｜火災に作動したヘッド数

表！ スプリンクラー設備の業種別奏効実績（1925～ 1969)

スプリンクラーだ スプリンクラーだ

けで消火に成功し けでは消火に成功
業 種

たもの しなかったもの

イ牛 数 % 件 数 % 

①学 校 221 91.7 20 8.3 

②研 ワア恒し 所 293 96. l 12 3.9 

③事 務 所 481 97.4 13 2.6 

④ ホテル、アパート 1,025 95.5 48 4.5 

⑤集 Zヱ〉三、 所 1,499 96.6 52 3.4 

⑥倉 ！卓 3, 785 91.0 375 9.0 

⑦ 百貨店、小売市場 6 ,061 97 .2 176 2.8 

⑧工 士参 64' 594 96.5 2,351 3.5 

1 鉱 業 375 95.2 19 4.8 

2 ガラス製造 496 95.6 23 4.4 

3 繊維製造 514 95.3 25 4.7 

4 飲 料 製 造 479 88.2 64 11.8 

5 ゴム製品製造 1,428 95.9 61 4.1 

6 食料品製造 2 ,351 94.6 133 5.4 

7 皮革製品製造 2, 750 96.0 114 4.0 

8 化学製品製造 3,949 95.2 198 4.8 

9 木材加工 4,861 90.8 492 9.2 

10 t哉 布 6,400 98.1 127 1. 9 

11 製 紙 6, 913 96. 7 234 3.3 

12 金属機器製造 9,502 96.9 305 3.1 

13 紡 キ責 15, 82R 98.2 291 1.8 

14 そ の 他 8,748 97 .1 265 2.9 

（工場合計） (64,594) (96.5) (2,351) ( 3.5) 

⑨そ 。〉 他 332 79.2 87 20.8 

1口入 百十 78, 291 96.2 3, 134 3.8 

* NFPA“FIRE JOURNAL Vol.64, No.4 July 1970による。
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じめた。さらに、1887年（明治20年）に、改良型ヘッ

ド（ヘッドの放水口に低融点合金の輪で押さえら

れたキャップをかけたもの）が量産されるように

なって、スプリンクラー設備が普及した。

その後、 1925年（大正14年）には、 Mather & 

Platt社（英国）により、熱感度の高いガラス球式

ヘッドが開発されるなど、改良が加えられ、今日

に至っている。

我が国においては、 1887年（明治20年）ごろ、紡

績工場に英国のグリンネル式スプリンクラー設備

が設置されたのが最初であるといわれている。

4スプリンクラー設備の奏効

火災件数

｛牛 数 % 

241 0.3 

305 0.4 

494 0.6 

1,073 1.3 

1,551 1. 9 

4, 160 5.1 

6,237 7. 7 

66, 945 82.2 

394 0.6 

519 0.8 

539 0.8 

543 0.8 

1,489 2.2 

2,484 3. 7 

2,864 4.3 

4, 147 6.2 

5,353 8.0 

6,527 9. 7 

7' 147 10. 7 

9,807 14.6 

16,119 24. l 

9,013 13. 5 

(66, 945) (100.0) 

419 0.5 

81,425 100.0 

および不奏効事例

1)東京消防斤管内におけ

る統計資料

東京消防庁管内におけ

る昭和50年 1月から昭和

57年12月までの、スプリ

ンクラー設備設置対象物

から火災が発生した事例

は88件あり、そのうち奏

効した事例は80件で、用

途別、奏効場所別および

作動個数別等を、図 1-

図 4に示す。

ここでいう奏効とは、

ヘッドから放水し完全消

火したもの、および可燃

物に放水し、火災の制圧

ならびに延焼防止の効果

のあったもの。不奏効と

は、ヘッドが障害物、ダ

クト内火災等により作動
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表 2 スプリンクラー設備の不奏効の原因（1925～ 1969) しなかったり、作動しで

I~ 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

合計件数
も散水障害等により火点

に放水できなかったり、火

災の制圧・延焼防止の効

果のなかったものをいう。

学 研 事 ホア 集 A居、

:! 
工 そ

ワプ恒し 務 －一「 I¥ f-三 の
件数

校 所 所 ノレト 所 庫 土着 他

給 水遮断 4 3 4 13 23 122 83 791 67 1, 110 

業によ種る危も 険の 0 1 1 1 0 38 12 366 5 424 

給水量の不足 1 2 1 5 3 43 4 252 。311 

整備不 良 1 0 1 2 4 40 4 207 3 262 

散 水障害 。。 。3 1 57 11 183 1 256 

部 分防護 8 3 2 9 10 24 11 187 。254 

建築構造の欠陥 5 1 2 11 9 10 35 112 2 187 

装置の老朽 1 0 1 2 。3 1 56 1 65 

作動の遅れ 。。 。。1 6 4 45 。 56 

乾式弁の欠陥 。。 1 。。9 5 38 0 53 

延焼によるもの 。。 。。1 11 1 36 3 52 

装置の凍結 。。 。1 。5 4 32 2 44 

そ の 他 。。 。1 。7 1 46 3 60 

1仁Lゴ 百十 20 12 13 48 52 375 176 2, 351 87 3, 134 

*NFPA“FIRE JOURNAL”Vol. 64No.4 July 1970による。

表 3 1火災の作動ヘッド数（1925-1969)

湿式装置 乾式装置 湿 式 、 乾 式 累 百十
作動ヘッド数 いずれか不明

（%） （%） （%） 件 数 （%） 

1 42.6 20.1 33. l 29, 773 37 .4 

2以下 61.0 32. 7 50.0 43,396 54.6 

3 II 70.2 41.5 59.8 50, 769 63.8 

4 II 76.2 48. 7 66. 7 55, 795 70.1 

5 II 80.2 53. 7 70. 9 59, 156 74.4 

6 II 83.2 57.8 75.0 61, 814 77 .7 

7 II 85.2 61.3 77. 7 63, 724 80.1 

8 II 87.0 64.2 80.3 65,348 82.2 

9 II 88.3 66.4 82.0 66,571 83. 7 

lQ II 89.4 68.5 83.5 67,629 85.0 

11 II 90.4 70.3 84.5 68,533 86.2 

12 II 91. 2 72.4 86.1 69,464 87 .3 

13 II 91. 7 73.8 87.0 69, 990 88.0 

14 II 92.6 75.3 88.0 70, 780 89.0 

15 II 93. l 76.2 89.9 71, 313 89. 7 

20 II 95.0 81.0 91.5 73,347 92.2 

25 II 96.0 84.3 92.9 74,464 93.6 

30 II 96.9 86. 7 94.2 75 ,411 94.8 

35 II 97 .3 88.6 95.0 75, 976 95.5 

40 II 97. 7 90.0 95.8 76,472 96 .1 

50 II 98. l 91. 9 96.7 77 ,079 96.9 

75 II 98. 9 94. 7 98.0 77, 995 98. l 

lQO II 99.4 96.3 98.5 78,533 98.7 

200 II 99.8 99. 7 99.0 79,384 99.8 

201以上 100.0 100.0 100.0 79,544 100.0 

不明 1,881 

合計 54, 158 13, 217 12' 169 81,425 

*NFPA“FIRE JOURNAL Vol. 64, No.4 July 1970による。
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% 

35.4 

13.5 

9.9 

8.4 

8.1 

8.1 

6.0 

2.1 

1.8 

1. 7 

1. 7 

1.4 

1. 9 

100.0 

累計%

35.4 

48.9 

58.8 

67 .2 

75 .3 

83.4 

89.4 

91.5 

93.3 

95.0 

96. 7 

98.1 

100.0 

2) NFPAによる統計資料

NF  PA  (National 

Fire Protection Asso-

ciation）の作動統計資料

を、表 1～表 3に示す。

表 1は、スプリンクラ

ー設備が設置された業種

別奏効例で、スプリンク

ラーだけで消火に奏効し

たものが96.2%あることがわかる。

表 2は、スプリンクラー設備だけでは消火に奏

効しなかったもの 3.8%を、それぞれ業種別、原

因別にまとめたものである。

表 3は、 1火災に作動したヘッド数であり、湿

式・乾式装置別に表にしたものである。火災件数

の約75%はヘッド 5個以下で、火災件数の約85%

はヘッド10個以下で、それぞれ消火していること

がわかる。

3）米圏内における奏効事例

1981年～1982年の 2年間に、米国内において発

生した、スプリンクラーが設備された建物からの

火災において、ヘッドの作動した事例が 9件ある。

その奏効過程と概要を紹介する（NFPA“FIRE

JOURNAL”1981～1983より）。

1事 例 1 I 

1981年 1月、ニューヨーク州の研究所（電子）

室内で、サーキットボードの機器が加熱し出火。

自衛消防隊員が発見したが、ヘッド 1個が作動し

放水中で、火勢を抑制。隊員が消火器 1本を使用

し消火した。電子機器を水損したが損害は不明。

l事例 2 I 



1982年 4月、ニュージャージー州の病院の紙類

倉庫で、放火による火災。初期火災に 6本の消火

器を使用し始めた直後スプリンクラーが作動。ヘ

ッド 2個より放水し、完全消火した。損害は6,000

ドノレ。

｜事例 3 I 

1982年 5月、フロリダ州のセミコンダクター製

造工場貯蔵室より出火。スプリンクラーが作動。

ヘッド 2個より放水。公設消防署の 1インチのハ

イドラインで 1時間後に鎮火した。損害は625,000

ドlレ。

｜事例 4 I 

1982年 5月、ペンシルべニア州の金属加工工場

試験室で、レジスターの加熱により出火。スプリ

ンクラー（作動ヘッド数 1個）により完全消火し

た。損害は40,000ドル。

｜事例sI 

1982年 6月、オレゴン州、川合板工場で、合板乾

燥機の熱が木くずに引火し出火。自衛消防隊が屋

内消火栓を使用して火災の拡大を防いだが、火災

は天井まで広がった。合計 150個のヘッドが作動

し、また、乾燥機内部にも手動のデリュージシス

テムによるヘッドが設備されており、これも作動

（作動数は不明）。公設消防隊が拡大する火災を

制圧し、スプリンクラー装置の消火を確保し、消

火した。損害は3,580ドル。

｜事例 6 I 

1982年 7月、カリフォルニア州の商店（機械商）

荷扱所で、自動車の点火装置のショートにより、

ダッシュボードとエンジンコードに着火し出火。

スプリンクラー装置の給水源は主水道より取水し

ているが、水道のウォーターハンマの影響により

主止弁を「閉」としてあり、作動しなかった。また、

消防署の消防活動にも 水の供給がスムーズに行

われず、大事となった。損害は6,600,000ドル。

｜事例 7 I 
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1982年 6月、パージニア州の養老院空室から出

火。スプリンクラー（作動ヘッド数 1個）により

完全消火。放火による火災と推定される。損害は

600ドノレ。

｜事例sI 

1982年11月、ミズリー州のプラスチック工場製

品倉庫で、放火による火災。ヘッド 6個よりの放

水、および iU”消火栓を 2個使用し、完全消火

した。損害は65,000ドル。

｜事例 9 I 

1982年12月、マサチュセッツリー卜｜の病院研究棟で

火災。一つの建物内において、時間にして20分ぐ

らいの間隔で、 9階医師室と地下カートン置場か

ら出火した。初めの火災はヘッドにて完全消火。

20分後の火災も、ヘッドと小型ホースにより完全

消火した。原因は両火災とも放火によるものと推

定。損害は25,000ドル。

5おわりに

以上の事柄を考察すると スプリンクラー設備

は、自動消火設備としての有効性・信頼性ともに

f憂れているということカfいえる。

しかし、前述表2のとおり、スプリンクラー設

備の不奏効件数が3,134件（3.8%）あり、その原

因をみると、建築計画における防火対策の考慮、

対象物の形態等に応じた設計および、加圧送水装置

の選定、ヘッド配置等を有効に間違いのないよう

に設置すること等により、原因の90%は排除でき

たと考察される。

このことは、スプリンクラー設備を最高に作動

させるよう保持するためには 防火担当者はもと

より、その建物に関係する多くの人たちが、常日

ごろ注意し、適正な維持管理をすることが最も重

要であることを、改めて示唆しているといえよう。

（さいとう たけし／（掬三東工業所消火装置部長）

59 



’84予防時報136

藤
岡
繁
夫

非
常
用
放
送
設
備
を
ど
う
活
用
す
る
か

60 

はじめに

昭和44年に消防法が改正され、附表に示すよう

に、建物の用途別に、規模の基準を定めて非常用

放送設備の設置が義務づけられた。

その後の火災の実態や人命尊重の流れを考える

と、当時の先見性のある改正に感心している。音

声情報（放送）は、情報がそれだけで一つのまとま

りをもって完結し、避難や誘導・消火に当たる関

係者が、次の行動を選択することができる点で、

他の警報音や表示よりは優れている。

法改正とほぼ同時に非常用放送設備委員ぶが結

成されて、社会的安全性の向上を目的として、シ

ステムの改善、維持、普及に努めてきた。現在では、

世間のご理解もあって、当委員会が認定した機種

数は 800種、延設置台数は10万台に達している。

非常用放送設備の主な特徴は、非常用べルや自

動式サイレンを兼ねるためのサイレン音と音声メ

ッセージを放送できることと、電源が停電しでも

10分間以上放送できる非常電源をもっていること

である。

これらの機能が有効に働いた奏功例を見聞する

度に、我々関係者は心を暖められているが、もっ

と安全性を向上させようと考えるとき、幾つかの

課題を感じるのである。

写真



それを一言で言うと、パニックに近い状態でも

確実に使えるようにすることと、もっと広く活用

して欲しいということである。具体的には、

① 使いやすい機能を機器に組み込むこと

② 簡便なシステムを提供することによって、安

全確保・活用の範囲を拡大すること

③ 保守点検や日常訓練を、ユーザーが正しく実

施し、正しい状態でいつでも使えるようにして

おくこと

④ 非常用というイメージから多少の抵抗はあっ

ても、業務用にも兼用することによって、投資

効果を高めるとともに、使い馴れによって緊急

時にも円滑に運用できるようにすること

などである。

特に④に関しては、現在出回っているシステム

のすべてが、業務用にも充分使える機能を持ち合

わせているうえに、技術基準によって信頼性も一

段と高められていることをつけ加えて、積極的に

活用することを訴えたい。

1) 顧 問：関係官庁

メンバー：（社）日本電子機械工業会、（社）日本火災報知機

工業会、（社）インターホーン工業会で構成

2 非常用放送設備の構成

非常用放送設備委員会が認定している機器の操

作のシーケンスと、機器の動作状況の概略は次の

ようになっている。

操作 動作

自火報等から非常信号が｜放送設備は非常モードと

入る（連動時）、または非｜ なる（業務放送は自動的

常起動スイッチと非常用｜ に停止する）。

スピーカセレクターの出

火階スイッチを手動で押

す。 ｜出火階のスピーカ回線が

増幅器の出力に接続され

る。

サイレン音が放送される。

非常用マイクスイッチを｜サイレン音が停止し、メ

押し、メッセージを放送｜ ッセージが放送される。

する。

’84予防時報136

（非常モード中に、もし｜非常電源が自動的に供給

停電になったら） ！され、非常放送の機能は

継続する。

非常用マイクスイッチを｜再びサイレン音が放送さ

放す。 ｜れる。

復旧スイッチを押す（連｜非常モードが業務放送モ

動の場合は自火報からの｜ードに戻る。

非常信号が解除されてい

ること）。

以上のような働きをするための非常用放送設備

の機能ブロック図は、図 1のようになっている。

入力端子は非常放送用のマイクのほかに数個の

入力を接続できるようになっており、普段は業務

用放送に使用される。非常放送用のマイクは、マ

イクスイッチを経由して増幅器の入力となる。

マイクスイッチは、前に述べたように、サイレ

ン音との切り換えを受け持っており、押されてい

ない時はサイレン側になっている。非常信号入力

は自火報等の出火階の出力を受けて、連動スイッ

チがオンになっていれば、自動的に放送モードが

「非常」になるとともに、出力制御部が働いて、

出火階と直上階にサイレン音が流れるようになっ

ている。小型機器以外では、業務放送時は建物の

管理区分で選択し、非常モードでは階別選択でき

るようなマトリックスが組み込まれているのが普

通である。放送設備が連動停止になっている場合

は、非常起動スイッチと非常用の出火階スイッチ

を押すことによって、出力制御部が働き、連動の

場合と同じ働きをする。スピーカ回糠が短絡した

時は保護ヒューズが切れ、その回線は切り離されて

短絡の表示がされるようになっている。表示が出

たら直ちに回復措置をとらなければならない。

標準的な非常用放送設備が、一般の業務用の用

途に対してどの程度の機能をもち合わせているか

を、図 2について説明する。図 2は、壁掛型の30

～ 180Wの非常用放送設備の、業務用の入力端子の

配置例である。 8個の入力端子をもっており、一

例として、図のような入力機器を使うことができ

る。これだけの種類の入力機器を接続できれば、

相当に広い用途に対しても対応できるはずである。

もし入力数が足りなければ、ミキサーアンプを接
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続すれば、

やすことができる。

このように、非常用放送設備は、非常用として

ミキサーのチャンネル数だけ入力を増

の機能と併せて業務用としても充分な機能をもっ

ている。品質面では、消防法施行規則と当委員会

の技術基準に従っており、さらに、それを裏づける

ための認定試験によって、一段と高い水準に保たれ

ている。最新の電子技術が盛り込まれているにもか

かわらず、技術基準で枠決めされていることや、

注しにくいことなどによって、メーカーが供給する

機器はいずれも高度に標準化されているため、ユ

ーザーにとっては経済的にも割安になっている。

それだけでなく、特注的な高度な機器以外は、

すべて上記の認定試験に合格したことを表す合格

ラベル（図 3）が貼付されており、このマークによ

って、届け出時や現場検査時に多くの項目が省略

されることも、施主やユーザーにとって大きなメ

士
寸

持
d
l

リットになっている。
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図！ 非常用放送設備の機能ブロック図 図3 認定マーク

録音出力 予備 3 予備 2ミキサ

~~ マイクロホン

liiiiil 
BGM演奏装置

本体下慣ljの入力ジャック

レコード

セラミソク主＇！。。。 マイク 1 マイク 2

マイクインピータンスは

マイク 1、2とも600Qです。

レコードプレーヤ
チソクカ』

ジ）

可マイクロホン

レコードプレーャ ※セラミックフォノ入力 (600 Q) 

（セラミンク・クリスタ とマクネチック入力を

ルカートリッジ） 同時に使ったとき、マ
クネチック入力だけ働

きます。

図2 業務用入力端子の配置例
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3 非常用放送設備の活用例

非常用放送設備が、本来の非常用として、また

は業務用としてどのように使われているか、さら

に、使用上の問題点としてはどんなものが挙げら

れるであろうか。

1) 病院での使用例

昭和58年 9月に、東京都内の某神経科系の病院

で火災があった。建物は 5階建てで延面積は6,770

M もあり、神経科系であることから、万一の場合

は大変な事故になる可能性もあったが、以下のよ

うに手際よく処理された。

まず、火災の発生は自動火災報知機によって守

衛室に報知され、勤務中の守衛が、出火場所が 3

階であることを表示器で確認した。一方、出火階

にいた医師も火災の発生を確認し、守衛室へ通報

した。守衛は直ちに 119番で消防機関へ通報する

とともに、非常用放送設備を使用して避難を指示

した。

出火階では、医師と看護婦が強化液やバケツリ

レーによって消火に当たったが効果がなく、駆け

つけた消防隊によって消火された。

患者に対しては、避難放送と同時に医師・看護

婦、さらには駆けつけた消防隊も加わって、 2～

5階の患者・家族96人を 1階に避難させることが

できた。

当時の在館者は、病院関係者15人、付添人22人、

入院患者77入、その家族 8人という構成であり、

死者はゼ口、傷者 1人という程度で終わった。た

だ 1人の傷者は、 5階の病室におり、付添者がた

またま食事のために 4階にいたことと、カギがか

かっていたという不運が重なり、消防隊員がカギ

を借りて救助したと報告されている。

本当に危機一髪で最小限の被害ですんだが、そ

れは消防機関への通報と、放送設備を使つての避

難誘導が的確になされたことが最大の原因である。

その後の調査によると、設置されていた放送設備

は認定品であり、日常の訓練と設備の保守点検と

を計画どおりに正しく実施していたことがわかった。

管理者の日常の努力がいきていたことも、本番
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できわめてスムーズに運べたことに寄与している

と考える。

2) 大ビルでの活用例

この例は、地上 9階、地下 3階、延面積78,000

M、入居テナント数 110社という典型的な大型複

合ビルの例である。火災は地下 3階の機械室から

発生したが、煙がダクトを伝わってビル内に充満

し、全員避難が必要になり避難放送を行った。そ

の結果、 5,000人もの多人数が避難できた。全員が

無事避難できた原因と、避難行為の過程で発生し

た反省点を今後に役立てようと、ダクト火災調査

研究会が調査した結果の一部を引用させていただ

き、以下に紹介する。

① 円滑に避難できた理由

・火災の規模が小さかった。

・避難誘導がだいたい適切に行われた。

・ビル管理者の防災意識が高く、普段の訓練が

役立った。

② 非常用放送についての評価

・火災を知った動機としては、非常用放送が61

%で最も多かった。以下、煙、非常ベルの順

となっている。

・放送を聞いた人の中で「はっきり聞こえた」

人は61%で、 34%の人は「聞き取りにくい」

と答えている。

③ その他

．「火災を知った時、不安だった」と「少し不

安だった」を合わせると43%であった。

・避難にエレベーターを使用した人も 10%近く

あり、反省されている。

・火災報知の迅速性・確実性に対する有効性は

②で評価されているが、放送が音声メッセー

ジを伝達できるという長所を、火災状況や避

難経路の指示等にもっと広く活用することが

望まれている。

3) 業務用での活用例

非常用放送設備は前にも述べたように、業務放

送用に使える充分な機能を備えている。さらに、

最も小規模の設備でも 30Wの出力があり、 3Wで

lOOm＇をカバーできると概算すると、 l,OOOm＇の延
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面積に使用可能である。上手なユーザーは効率向

上、環境改善、省マネー等にふんだんに活用して

いる。このように、業務用として使われている主

な用途を表 1に示す。

4) 非常用放送設備としての活用上の課題

1）や2）で述べた実際の事例のほかに、東京消防

庁等の消防機関から火災の実態が毎年公表されて

いる。

それらの件数は、年度により、また地域により

バラツキがあるが、総発災件数と放送設備の設置

数とに対する使用状況は、おおむね表 2のように

なっている。

表 2から以下のような反省をする。

① 発災対象物に対して放送設備の設置比率が著

しく低い。保安システムの普及促進を図る上か

ら、使いやすく、用途が広く、かっ安価なシス

テムを供給して設置範囲を広げる努力をする必

要がある。

表｜ 主な業務用放送の用途

I~ 
案昨内J 離れ日ぴ出乎

コ B 

縁政だイ当さ
時報 夜問 ど フ

マ G ン

戸かた斤し
M のnのぴ乎 オ

ン チ

備普Hな 出し
放送

’々 ヤ

し り }¥, イ
の ム

スーパー デパート 。。 。
パチンコ店 。 。。
病 院 。。。
商 店 街 。。。。
ホ T }¥, 。 。
学 校 。。 。 。
工 士暴 。。 。。 。。
市民会館・ホ ル 。
雑 居 ビ lレ 。。 。 。
飲 食 店 。 。。

表 2 非常用放送設備の設置、活用状況

区 分 比 率 （%） 

発災対象物 100 

非常警報設備設置 20 

非常放送設備設置 4 4 100 

放送設備使用（奏功） 0. 7 15 

放送設備 ｜ 要あり（不奏功） 0.3 7 

不使用 ｜ 使う必要がない 3.4 78 

注 1 発災対象物とは火災が発生した件数のうち、消防法施行令別表第

1に該当する対象物である

2数値は東京都と大阪市の最近の 2年分の統計による
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② 放送設備を使用したケースでは、すべてが奏

功となっているのは心強い限りであるが、使用

する必要があるのに使わなかった例が使用した

件数の半分近くもあることは非常に残念である。

使われなかった例については、パニックを恐れ

た、使い方を知らない、または気がつかなかっ

た等の認識不足、管理に当たる者が消火活動に

従事して放送する人手がなかった等の原因が報

じられている。

統計を離れて、非常用放送設備の使いにくさ、

点検のしにくさをアンケート調査すると、以下の

ような不便さが訴えられている。

① 非常起動すると、直ちにサイレン音が放送さ

れるため、点検や訓練に抵抗を感じる（動作を

理解した人であれば、マイクのトークスイッチ

を押して起動させれば、サイレンは鳴らないの

だが）。

② スイッチが多くて、馴れるまでは触ってみよ

うという気が起こりにくい。赤いパネルも、そ

のようなフィーリングを助長する。

③ 明瞭度が足りないことがある。

④ 非火災報との関連で連動にはしにくい。

4 非常用放送設備の課題と最近の動き

ここ一年間、海外からの火災事故例は報道され

るが、国内では大きな事故がないことは非常に幸

いである。しかしながら、過去の大きな火災事例

を振り返ると、決して安心できる状態にあるとは

言いがたいと考える。非常用放送設備の奏功事例

は政令の対象物の 1%に満たないこと、そして、

奏功例の半分ぐらいが不奏功であるというような

状況は、よく管理された状態とは言いにくいとい

うことである。身近な例をみても、放送設備に使

われているマイクロホンのほとんど全部が単一指

向性iマイクロホンであり、この型のマイクロホン

は、口との距離が短くなるにつれて低音が強調さ

れること。したがって、特に声のf丘い男性はマイ

クロホンから 5cmぐらい口を離して放送した方が

明瞭度がよくなることを知って、緊急の場合にも



正しく放送ができるようにしているであろうか等

と考えると、関係者としてなお一層努力しなけれ

ばならないと痛感している。

これらの心配は関係者の間でかつてない盛り上

がりを見せており、前述のダクト火災調査研究会

のほか、安全システム研究委員会でも避難誘導の

在り方を研究されており、我々非常放送委員会と

しても安全性の向上のために研究を続けている。

これらの多面的な動きの中から、最近の動向を以

下に箇条書さで列挙してみたい。

1) ユーザーによる火災の早期報知の研究

デパートやホテルのような接客業では、第一報

から火災放送を行うことがパニックにつながった

り、非火災誤報に基づく信用失墜につながる心配

は当然起こり得る。そのような場合には、たとえ

ば「警備係の皆川（全員）さま、火出（火災発生）

さまがおいでです。。階電気用品売場までおいでく

ださい」などの、あらかじめ用意した暗号で従業

員に異状を知らせたり、次の行動の準備を促す方

法がとられている。余談になるが、このような工

夫や訓練は、デパートでは一際進んでいるように

思う。戦前からの特異火災例を分析したケースで、

百貨店の人身事故率がきわだって低いことと合わ

せて、立派な伝統に感心している。日本の病院で

は避難放送は極力控えられているが、アメリカで

は広い範囲の病院関係者に共通の暗号が通用して

いるようであり、興味深い。

2) 火災時系列からみた情報の伝達

火災が発生してからの時系列に沿って、それぞ

れの段階でどのような放送を流すべきか等につい

ての研究がなされている。自動火災報知器の非火

災報対策や、それと組み合わせた自動放送の採用

と相まって近い将来実現することが期待される。

3) 簡易型非常放送設備の導入

放送の有効性は認められているものの、設置率

や使用例はまだ低い水準にある。多用途に使え、

安価で使いやすい設備を供給することによって、

もっと広い範囲で活用できるようなシステムが現

在検討されている。

4) 業務放送への活用拡大の促進
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業務放送に広く活用することは、ユーザーに経

済性の面で報いるだけでなく 共用部分の信頼性

の確認を兼ね、また、使い馴れすることによって、

緊急時のパニックに近い時でも円滑な避難誘導を

千子えることにつながる。

是非とも関係者のご理解をいただきたいことで

ある。

5) 日常管理の重要性

非常用放送設備は保守点検が必要であり、いつ

でも正しく使える状態にするための定期訓練が必

要である。特に、ほとんどの機器は非常電源とし

て蓄電池を内蔵しているため、定期的な交換が必

要である。点検資格を持ち、できれば設置したメ

ーカーの系列の保守業者に委託することを勧めて

いる。

6) マイコン搭載による操作性の改善

非常用放送設備へのなじみにくさを改善するた

めの、メーカーのきめの細かい対応も進んでいる。

特に最近では、マイコンを搭載することによって、

日常点検の一部を機器自身が行ってモニターした

り、次に行う操作を表示または音声でガイドした

り操作性の改善を図っている。

5 おわりに

以上述べてきたように、非常用放送設備も導入

されて満14年を経て、非常警報設備はもとより避

難誘導設備としての活躍を期待されるほどの実績

を挙げたことは喜ばしい。との設備が政令の対象

物のせめて20%以上に設置され大活躍することを

願っている。そのためには、コストも含めた使い

やすさを提供するための、メーカーとしての努力、

ユーザーが正しい保守と正しく活用できるような

日常の活用や訓練、そのための委員会としての啓

もう活動が必要であることを述べた。

このような機会を与えていただいたことに謝意

を表すとともに、関係者の一層のご協力をお願い

したい。

（ふじおか しげお／（社）日本電子機械工業会

非常用放送設備委員会委只長）
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気相空間に滞留しやすいという欠点がある。また、

内部浮屋根には簡易な構造のものもあり、その強

度、浮力性能等に安全上問題となることがある。

上記のような特徴をもったインナーフロートタ

1はじめに

石油類などの液体燃料の貯蔵に現在広く用いら

固定屋根式タンクと浮屋根れているタンクには、

ンクは、今後、主として大気汚染等の環境公害上

の観点から増加する傾向にあると考えられるので、

この機会に、この形式のタンクの構造の実態、安

全上の問題点等について述べることとする。

これらのタンクからのペーパー

ロスには、古くから関心が寄せられてきたが、特

に固定屋根式タンクの場合、気温等の変化による

呼吸作用によってペーパーロスが多いことが知ら

式タンクがある。

2インナーフロー卜タンクの実態

インナーフロートタンクの中毒造は、図 Iに示す

ようなものである。タンク本体の構造は、通常の

固定屋根タンクと浮屋根タンクの特徴を兼ね備え

れており、その点に長い年月関心が持たれてきた。

もともとは、経済性と安全性の観点からであるが、

最近は環境問題上の関心が高まってきている。こ

れらの理由から、外国では30年前ごろから、我が

国では20年前ごろから、上記両形式のタンクを組

み合わせた形式のタンクが使われ始めた。 すなわ

ち、インナーフロートタンクと呼ばれる形式で、

固定屋根式タンクの内部に浮屋根を浮かべたもの ト
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〆である。この形式のタンクでは、次のような特長

があると考えられている 1)。

オーハー
フロー

受け入れ時および呼吸時のペーパーロスの減少

大気汚染の減少

雨水、砂等の貯蔵液体への侵入量の減少

(1) 

(2) 

出
叩
的

J
W同

(3) 

積雪地帯における、通常の浮屋根式タンクの

代替とすることができる

静電着火危険性の減少

(4) 

加熱加熱コイルよ 入口ノズル
ンェ lレ

コイルノズJI,, -'.J-. 出口ノズル
ンホール

予備ノズル

7.k-l:;lJりノス／レ

(5) 

しかし、通常の浮屋根式タンクと異なり、内部

浮屋根（インナーフロート）の外側に固定屋根を

インナーフロートタンクの構造図｜

設けたものと見なされるから、内部浮屋根をくぐ

固定屋根と内部浮屋根との間のり抜けた蒸気が、

66 



たものであるが、この形式のタンクに固有の主な

特徴としては、一般にタンク内気相空間の換気を

よくするために、開口面積の大きい側通気口を設

置していることと 内部浮屋根には各種形式のも

のが使用されていることである。そのほか、内部

浮屋根には、雨水のドレンを必要としないために

デッキのこう配やドレンパイプの必要がないとか、

固定屋根の支柱等の浮屋根貫通部の多いこと。ま

た、浮屋根下の蒸気を直接外気に放出する外部放

出装置を備えている例もあることなど、通常のタ

ンクではみられないことが幾つかある。

昭和57年 1月に、石連・石化協関連の事業所に

おけ’るインナーフロートタンク 196基についてア

ンケート調査を行ったので 以下にその結果につ

いて述べる。

調査したタンク 196基の、各種容量範囲別の基

数を図 2に示す。容量の増加とともに基数は減少

するが、 10,OOOkC以上のタンクが36基もあること

が知られる。

この形式のタンクを採用．した理由としては、環

境保全37%、ペーパーロス考慮29%、品質保持19

%の割合であった。貯蔵液としては、上記の採用

理由の比率を裏付けるように、揮発性の高いもの

が圧倒的に多く、第 1石油類83%、第 2石油類11

%、第 3石油類、アルコ

ール類がいずれも 0.5% 

の割合となっている。

次に、インナーフロー

トタンクで安全上最も問

題となると思われる屋根

構造および通気装置の実

態を、調査結果を基にし

て述べる。

1)屋根の構造

内部浮屋根には種々の

形式、材料のものが使用

される。内部浮屋根は、

次の 7種の形式に分類さ

れる？。

(1) パン型（図 3の（a))
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(2) バルクヘッド付パン型（図 3の（b))

(3) ポンツーン型一一一ポンツーンをイ蒔えたシング

ルデッキ型の浮屋根である。

(4) ダブルデッキ型一一←通常の浮屋根タンクと同

じ＋毒造である。

(5）簡易フロート型（図 3の（ c) ) 

(6) 金属サンドウィッチパネル型（図 3の（d)) 

(7) プラスチックサンドウィッチパネル型（図 3

のは））

なお、諸規格1,2）に示されている屋根設計上の留

意点を表 1に示す。

採用されている内部浮屋根の形式の割合は、ポ
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図 2 インナーフロートタンクの容量と基数

シールカバー

j~IJt＆）~ 1＆~板

(a) ノミン型 ( c ) 簡易フロート型

側板

ト ｜
｛則板

蕊~

( b) バルクへ y ド付ノぐン型 ( d) サンドウィッチパネル聖

図 3 各種形式の内部浮屋根
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ンツーン型が過半数を占め59.1%、簡易フロート

型19.9%、バルクヘッド付パン型13.3%、パン型

7.7%であった。パン型が意外に少なかった。また

(5）、（6）、（7）の形式は、アンケート調査に表れなか

リプロピレン等の高分子化合物が使用されている

が、側板に金属が接するメカニカルシールを使用

している仔リはなかった。

った。

浮屋根の材質は、炭素鋼66.3%、アルミニュー

ム30.6%、ステンレス鋼0.5%の割合となっている。

固定屋根の形式としては、ドームルーフが61.2

%、続いて有柱式コーンルーフが27.6%、自己支

持コーンルーフが11.2%の割合であった。

2）通気装置

内部浮屋根のシール材は、合成ゴム製のもの（ク

ッション材のないものが57.1%、クッション材と

してウレタンを使用しているものが24.5%）が大

多数を占めている。その他として、テフロン、ポ

表｜ 屋根設計上の留意点

インナーフロートタンクには、一般に通常の固

定屋根通気口、浮屋根通気口のほかに、 f則通気口

（シェルべント）が設けられる。↑則通気口は、一般

にタンク側板頂部に設けられ 気相空間の換気を

部品名 API 6502> BS 2654u 

使用材料の材質と最小厚さ；設計活荷重 異種金属を使用する場合の腐食；浮屋根の

( 2人分 500lb/ft2）；設計内容液比重 導性；電気抵抗の高い周辺シールを使用す

(0. 7），導体部分のタンク本体へのボンデ るときの浮屋根と個lj板聞のボンデング（直

ング；浮力（死荷重の 2倍以上、各種浮屋 径20mまで2本、これ以上のとき最小4本

浮 屋根 根に対する仕切り室等破損時の浮力）； の多重ケーブル），浮屋根上部に内容液が流

簡易フロート型等の気相部凝縮液、漏え 出しない構造，気相部における凝縮，浮屋

い液の返戻設備；マンホール（内径24＂以 根上への漏れが予想される場合のドレン装

上）；浮屋根およびその貫通部のリムま 置；浮屋根上部を歩く必要のあるときの一

たはスカー卜の液面上の高さ（ 6”） 定の大きさ以上のマンホールの設置

固定屋根
マンホール（内径24”以上），点検ハッチ

（最大75ft間隔、最小4コ、等間漏）

シール吉E
気密性；浮屋根周辺シール間げさ（士4"); 浮屋根周辺および浮屋根貫通部の耐液性の

浮屋根貫通部シール問げき.（±5") シール；最大最小シール問げさ

設計i舌荷重（ドレン装置ないとき12.Slb/ 浮屋根着底時人間が浮屋根上を歩く必要の

浮屋根支柱
ft2）；浮屋根最低位置と付属設備（配管 あるときの浮屋根支柱およびタンク基礎の

等）との位置関係，オ パーフロ 条件 耐力（0.6kN/m2)

下の屋根への損傷防止

センタリング機構 シールセンタリングケーブルの設置等 浮屋根周辺シールにもその役目がありうる

回転防止機構 ガイドポ ル等 2本以上の固定屋根支柱等

はしご
浮屋根全移動範囲における使用；固定屋 固定屋根から浮屋根への接近はしごは推奨

根からの出入 しない

表 2 通気装置に関する諸規格の比較

部品名 API 6502> BS 2654u JIS B 85013> 

取イ寸間隔（タンク外周辺ft当た 取付間隔（lOm当たり lか所、
左

りlコ，最低4コ，等間隔），開 最低4コ、等間隔）；合計開口面
同

積（タンク直径 lm当たり0.06
バードスクリーンの設置

側通気口 口面積（タンク直径 lft当たり

0.2ft2）；ウエザーシールド；金 m2以上）

網（耐食性の粗いメッシュ）

関口面積50in2以上のオープンべ 関口面積0.03m2以上のオープン 250Aの通気口雨除けお
固定屋根

ント；ウェザーカバー，金網（耐 べント；耐食性の粗い（ 6mm× よびバードスクリーンの
通気口

食性の粗いメッシュ） 6mm）のバードスクリーン 壬両!if旦翌三

浮屋根ブリ
浮屋根着底受払い時の通気性能

ータ＇；＼＇ルブ等

不活性ガス

封入の場合 API .ZOOOに準拠

のP/Vべント
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促進し、蒸気濃度を減少

させ、爆発下限界（L.E.

L）以下に保たせること

を目的としたものである。

側板頂部でなく、固定屋

根上に設けられることも

ある。通気装置に関する

諸規格1～3）の比較を表2

に示す。

側通気口は、図4に示

すように、調査対象タン

ク全体の53.6% (105基）

に設けられ、取付個数お

よび合計面積は関連規格

2,3）に準じている。側通

気口を設けていないタン

クは全体の35.7% (70基）

であり、このうち、不活

↑生ガスシールをしている

ものが39基もあった。不

活性ガスシールの場合、

Nzガスを50mmAg以下の

低圧で使用している例が

多い。不活性ガスシール

を拐ミ用しているタンク39

基のうち、常時使用して

いるものが21基、液受け

入れ中にのみ使用してい

るものが17基ある。



側通気口には、小動物、鳥などの侵入を防止す

るために、一般に目の粗い金網（ 2～ 4メッシュ）

が取り付けられている。しかし、全体の32%のタ

図4 側通気口の設置状況

側通気口
r-一一一ー

図 5 ペーパー外部放出方式の例
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ンクで、引火防止用と考えられる40メッシュの金

網が取り付けられている。この場合、側通気口に

よる換気効果を悪くするとか、点検・清掃が困難

なために、経年使用によるじんあいの付着、寒冷

地における氷結などにより閉塞状態となる恐れも

ある。

固定屋根通気口としては、オープンベントが多

く 135基に、バルブ付が23基に取り付けられてい

た。金網は 5メッシュ以下のものを多層で使用す

るか、 40メッシュ以上のものを 1層で使用する場

合が多い。

浮屋干艮通気口にオートマチックブリーダべント

を取り付けているタンクが全体の39.7%あるが、

このうち引火防止金網を取り付けてないのが79.6

%あった。ブリーザバルブを取り付けているもの

が全体の32.1%であるが、引火防止金網はほとん

どのものに取り付けられていた。

浮屋根着底状態での受け入れ時における蒸気と

空気の混合気は、気相空間に放出される場合が多

いが、図5に示すような、浮屋根下の蒸気を直接外

気に放出する構造を備えたタンクが24%もあった。

浮屋根の接地には、約80%のタンクでルーフア

ース式を採用している。

3タンク内気相空間のガス濃度

インナーフロートタンクにおいては、浮屋キ艮着

底状態での燃料受け入れ時に 気相空間のガス濃

度が特に大きくなることが知られている。浮屋根

が浮上するまでは、浮屋根下で発生した蒸気は、

オートマチックブリーダ

ベントを通って浮屋根上
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部に押し出され、気相空

間には濃度の高いガスが

充満し、さらに、浮屋根

上部の各通気口等から外

部に噴出する。気相空間

のガス濃度は、図 6に示

すように、浮屋根直上で

爆発上限界以上、その上

、1

＼ 、へ
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

経過時間 h 

図6 タンク内気相空間の爆発範囲内のガス濃度の液面高さによる変化（燃料：ガソリン）
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部の0.3-1 m の範囲が爆発限界内、さらに、その

上方は爆発下限界（L.E.L.）以下と、層状に分布す

ることが知られている 4）。爆発範囲のガス層は、液

面が上昇するに従って上昇するが、気相空間の温

度が高いほど、層の厚さは大きくなる。浮屋根の

浮上が終わった後は、時間の経過とともに換気が

行われ、ガス濃度は減少し、空間全体がL.E.L.以

下となり、その後、浮屋根が浮上している限り、

空間部の濃度はL.E.L.以上となることはほとんど

ないことが知られている。

また、別の何基かの実規模タンクにおけるガス

濃度の実測の結果から、次のようなことも知られ

ている。

① 気相空間のどこで濃度測定を行うかによって

測定される濃度は大幅に異なるが、濃度の高い

部分は浮屋根のごく近くに限られる。

② 浮屋根の着底状態で張り込む場合、張り込み

開始後数時間～ 2日間ぐらい爆発限界内の部分

が存在するが、張り込み流量を抑えることによ

り、全空間をL.E.L.以下に保つようにすること

が可能である。

③ 浮屋根浮上状態での払い出しの際、タンク内

壁面に付着した貯液の蒸発により、蒸気濃度が

一時的に上昇するが、 L.E.L.を上回ることはな

④ 浮屋恨浮上状態で運転停止の場合、蒸気濃度

は無風状態の日が続くと若干高くなる傾向にあ

るが、数日間無風であってもL.E.L.よりはるか

にf丘い状態にある。

上記の②が、図 6とやや異なる傾向にあるが、

この場合、図 6の場合より側通気口の開口面積が

大きかったためであろう。

直径約 1m の模型タンクによる実験結果5）では、

風速の大きい場合、タンク内が乱流により完全混

合し、ガス濃度は急激に減少する傾向を示すが、

低風速の場合、吹き抜け効果によりガス濃度は容

易に下がらない傾向を示すことが知られている。

固定屋根通気口は、気相空間の換気にほとんど関

係しないと考えられている。

浮屋根シール部にすきまが生じたり、浮屋根あ

70 

るいはフロートカバーに、腐食あるいは溶接音Eの

不良によって孔が聞いた場合には、蒸気が漏えい

し、気相空間の蒸気濃度が高くなる。シール部に

すきまが生じる原因として シール材の取り付け

が正常でないこと、↑則板あるいは浮屋根の真円度

不良、または、基礎の不等沈下による側板の変形

により、許容値以上のシール間隔となること、経

年使用による材料の摩耗・劣化等が挙げられる。

浮屋根あるいはフロートカバーに孔が聞いた場

合、パン型、バルクヘッド、付パン型、ポンツーン

型浮屋根のデッキ部では 漏えい液の表面が気相

空間に露出するようになるため、ガス濃度が高く

なる。特にパン型では、漏れがあった場合、浮屋

根全面に液が流出し、浮力がなくなって沈没する

恐れがある。ポンツーン型のポンツーン部および

ダブルデ、ツキ型では、液面が露出しにくいので、ガ

ス濃度が高くなる恐れは少ない。簡易フロート型

の場合、液面は露出しないが フロートカバーに

破口が生ずると、そこから蒸気が漏えいし、気相

空間のガス濃度は高くなる。

4インナーフロートタンクの火災

1 ) 着火源

インナーフロートタンク内に爆発範囲内のガス

が存在するとき、着火源があると着火し、火災・

爆発を起こす恐れがある。着火源としては、通常

のタンクで考えられている外部火災、静電気火花

等もあり得るが、インナーフロートタンク固有の

着火源として浮屋根と固定屋根の衝突によって生

ずる衝撃火花または摩擦熱が考えられる。浮屋根

が固定屋根に衝突するのは、地震による内容液の

スロッシング、または誤操作による過張り込み等

が考えられるが、後者の場合は、衝突の速度も遅

いので、むしろ前者の場合が問題であろう。また、

スロッシングまたは過張り込みによって側通気口

から内容液が外部に流出し 外部着火源から引火

する恐れもある。過張り込みの防止には、液面計

による液面の監視、ハイレベルアラームの設置等

が考えられる。



インナーフロートタンクでは、通常の浮屋根タ

ンクと異なり、浮屋根シール部に特殊な構造のも

のが使用されることがあるので、側板との間で急

激な摺動があった場合に 摩擦熱の発生等によっ

て着火することのないように、シール部の材質・

構造に特に注意する必要があろう。

2) 火災事故例

インナーフロートタンクの火災事故例は少ない

が、それでも外国では幾つかの例6～9）が報告され

ている。タンク周りの流出油火災から引火した例

が 2件7刷、隣接固定屋根タンクの爆発により吹き

飛ばされた屋根破片の直撃による発火例が 1件8）、

プラスチックサンドウィッチ型のパンデッキを持

った直径36mのガソリンタンクの側中反とデッキの

間にすきまがあったために、落雷または迷走電流

によってその部分に着火し、火災となったと推定

されている仔リカ:i}f牛9）ある。

インナーフロートタンクの火災では、爆発によ

って初めから固定屋根が吹き飛ばされる例もある

が、火災発生後、比較的長い時間固定屋根が側板

にくっついている仔リもある。

上記の最後の火災例9）では、発火 5時間後にや

っと固定屋根が崩壊し火炎が急に大きくなった

と報告されている。また、パンデッキは、火災発

生後比較的早い時期に熱変形のために沈没したよ

うである。

3) 消火対策

インナーフロートタンク火災の消火対策につい

て述べる。初め浮屋根シール部だけの火災であっ

ても、火災が長引けば、浮屋根は火災熱を受けて

変形または破壊が起こり、油中に沈没し、全液面

火災に発展することが考えられるので、火災発生

後できるだけ早く側板頂部に設けられた泡放出口

から泡を放出し、シール部を泡でカバーしてやる

必要がある。 NFPA規格10）にあるように、浮屋根

が沈むか破損することが想定される場合、および

非鉄製浮屋根の場合には 通常の固定屋根タンク

に要求されるような 全液面火災を想定した泡水

溶液放出割合で泡を放出する必要があろう。

インナーフロートタンクの火災で、固定泡消火
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設備が使用不能となり、かつ、固定屋根が側板に

くっついたままの場合、泡を側通気口を通してタ

ンク内に投入する方法が採用されることがあるが、

この方法では、特に浮屋根が沈んだときには、泡

の火災液面上の展開が思わしくなく、消火に失敗

している例がある6,7）。このような場合、タンク周

りの既設配管を通して、タンク底部から泡を注入

する方法の採用も考えられる。

5おわりに

以上、インナーフロートタンクの気相空間の火

災・爆発に対する安全性を中心に議論してきた。

気相空間の火災・爆発を防止するためには、この

部分のガス濃度を爆発下限界より低く保つように

換気をよくすること、貯蔵液面からの蒸気の逸散

を抑えるのに充分な耐久性、浮力、シール性能を

もった内部浮屋根を設けること、受払い設備、付

属設備等の運用面における配慮などが必要である

ことが強調される。また タンク内への不活性ガ

スの封入等も考えられる。この形式のタンクの安

全性を向上させるために、上記の点について、種

種の角度から今後さらに調査・検討されることが

期待される。

（なかくさ あつし／危険物保安協会調査室）
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動き＼とくに
防災活動を中山にお知らせするぺーシ、です。協会の活動につ
いて＼ご意見やご質問ガございまし芝ら＼伺なりとお気軽に
編集部＝当協会予防広報部防災課あてにお寄せください。

第 12期奥さま防災博士決定

当協会が、消防庁ならびに全国消防長会の後援

を得て行いました、第12期奥さま防災博士の募集か

には全国から121名のご応募をいただき、厳正な審

査の結果、下記のとおり37名の方々を選出しました。

この、奥さま防災博士の募集 ηは「家庭の防災責

任者は主婦である」との考えのもと、全国の奥さま

方から特に防災意識が高く、地域防災運動に熱意を

もって参加されている方や、地域防災に関し多大

な貢献をされている方を募集し、選考のうえホ奥

さま防災博士かとして表彰するものです。昭和47

年以降11期・約 530名のホ奥さま防災博士かが、全

国各地で地域防災ボランティアとして活躍されて

います。

第12期奥さま防災博士（敬称略）

酒井千鶴子（北海道）／今文子・西巻静（青森県）

／小谷地孝子・田村ナカ・須藤千代子・山中ナ

ツエ・熊谷エマ子（岩手県）／呂恵子・渋沢清子（宮

城県）／柴田佳子・成沢静・松田千代子（山形県）／

近藤真紀子・折笠明子（福島県）／竹内カツ子・渡

辺好美・佐藤千賀子・山田知子（東京都）／磯ハル

子・伊藤買！J子（神奈川県）／大久保恵美子（長野県）／

島幸子（富山県）／松本とよ（石川県）／稲垣喜美子（

福井県）／三島隆子・大倉里子（岐阜県）／谷口直

子・神谷八重子（愛知県）／塩見鈴栄（京都府）／上

坂八重子（兵庫県）／古谷佳子・斉藤三千子（岡山

県）／山本イツエ（広島県）／片岡栄（徳島県）／

長尾ミヨコ（宮崎県）／寿伸子（鹿児島県）

離島関係市町村に小型動力ポンプを寄贈

当協会では離島の消防力強化に協力するため、

57年度より小型動力ポンプ（ B 3級）の寄贈を行

っておりますが、 58年度寄贈地を下記のとおり決

定、 11月初旬納品を完了しました。

北海道礼文町（礼文島）／宮城県女川町（出

島）／東京都八丈町（八丈島）・青ヶ島村（青ヶ

島）・小笠原村（母島）／新潟県 相川町（佐渡島）

・赤泊村（佐渡島）／兵庫県 洲本市（淡路島）／

島根県 西郷町（隠岐島）・海士町（中ノ島）／広

島県 因島市（因島）・大崎町（長島）・内海町（
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横島）・福山市（走島）／山口県萩市（相島）・岩

国市（端島）・平生町（佐合島）／愛媛県 今治市

（小島）・宇和島市（九島）・岩城村（岩城島）・上

浦町（大三島）／福岡県 大島村（大島）／佐口県

鎮西町（松島）／長崎県 佐世保市（高島）・松浦

市（青島）・小値釘町（納島）・三井楽町（嵯峨島）

・岐宿町（福江島）・宇久町（寺島）／大分県 津

久見市（保戸島）／麗児島県 出水市（桂島）・西

之表市（種子島）・中種子町（種子島）・東町（伊

唐島）・大和村（奄美大島）・徳之島町（徳之島）・

伊仙町（徳之島）／沖縄県 平良市（池間島）・伊

良部町（伊良部島）・多良間村（多良間島）

なお、 10月 3日の噴火災害によって多大な被害

を受けた東京都三宅村（三宅島）に対しても、急、

ぎ同型の小型動力ポンプを寄贈しました。

全国統一防火標語を募集中

当協会では、消防庁との共催により 59年度全国

統一防火標語を募集しています。入選作品は、 1

年間、火災予防運動用ポスターをはじめ広く防火

啓発活動に使用されます。

l募集要項｜

・応募方法郵便はがき 1枚につき標語 1点を

書き、郵便番号・住所・氏名（ふりがな併記）

性別・年齢・職業・電話番号を明記のうえ下

記宛にお送りください。

※郵便はがきによる応募以外は受付けません

・応募宛先 干101 東京都千代田区神田淡路

町29 日本煩害保険協会「防火標語」係

・応募締切 昭和59年 2月10日（金）当日必着の

こと

・賞 入選作品（1篇）には賞金20万円、佳作（20 

篇）には賞金各 2万円が贈呈されます。

・選考委員 秋山ちえ子氏（評論家）、川越昭氏

(NH K解説委員）、高田敏子氏（詩人）、消防

庁長官、日本損害保険協会会長

・発表 昭和59年 3月下旬に、入賞者に直接ご

通知します0

・応募作品はお返しいたしません。同一作品は

抽選によって選ばせていただきます。



58年8月.9月・ 10月

災害メモ

女火災

es・4 兵庫県尼崎市東園田町の

園田文化市場で火災。約20店舗1,000

M焼失、数戸部分焼0

es・6 佐賀県唐津市鏡の住宅で

火災。 1棟約 160U全焼。 3名死亡。

放火か無理心中らしい。

es・14 北海道網走管内湧別町の

道営住宅から出火。 1戸60m2全焼。

3名死亡。

es・16 愛知県名古屋市中区栄の

地下鉄栄駅構内変電所で火災。栄地

下街に煙が充満し、約5,000名避難。

消防隊員 2名死亡、 3名一酸化炭素

中毒。

es・25 福岡県福岡市博多区中洲

の飲食店街で火災。 7棟延べ約l,lOOm'

焼芙。 26店が被災0

•10 ・ 6 愛知県名古屋市中村区の

中部電力水主町変電所で火災。名古

屋市中村、中、中川区の中心部ほほ、

全域で49,000戸停電。都市機能マヒ0

•10 ・ 22 京都府京都市右京区の総

合映画制作会社京都映画で、オープ

ンセットの旅龍屋から出火。 100 m2 

全焼。さらに番屋、長屋などに延焼。

計12棟1,630-m＇全焼。

•10 ・ 27 神奈川県秦野市の住宅で

火災。 If東約75m＇全焼。 4名死亡0

•10 ・ 28 東京都江戸川区東葛の東

京倉庫実業会社で火災（グラビアペ

ージへ）。

•10 ・ 31 新潟県西頚城郡名立町役

場， 1階jヒ側から出火。 1キ束手守 1,200

m＇全焼。

＊爆発

•10 ・ 28 東京都葛飾区鎌倉のアパ

ート春日荘 1階1号室でプロパンガ

ス爆発。 1棟 132m＇全壊。隣接アパ

ート 2棟半壊したほか、半径約50m

の40棟でガラス窓や戸が割れるなど

の被害。 I名死亡、 21名重軽傷。ガ

ス自殺らしい。

安陸上交通

es・5 岩手県二戸郡一戸町の国

道4号で、待避所に駐車中の大型ト

ラックにマイクロパスが｛奇突、パス

の前部が大破。 23名重軽傷。

es・7 群馬県伊勢崎市今井町の

県道で、酒酔い運転のトラックが自

転車をはね、さらにセンターライン

をオーバーし、対向の乗用車と正面

衝突。 4名死亡、 l名軽傷。

es・23 神奈川県横浜市緑区の東

名高速下り線で、渋滞で止まってい

た乗用車にトラックが追突っ乗用車

は押し出され、次々と 6台が玉突き

追突。 2台炎上。 9名負傷。

es・27 岐阜県美濃加茂市太田本

町の国道41号中濃大橋から、乗用車

が木曽川に転落。 1名死亡、 2名不

明。無理な追い越しをしようとして

操作を誤ったらしい。

.9・7 静岡県裾野市の東名高速

下り線で、トラックが分離帯を乗り

越えてきたトラックと正面衝突。 3

名死亡。積載の乳牛8頭も死傷。

.9・11 新潟県上越市長浜の国道

8号で、観光パスと乗用車が正面衝

突。パスは約50m走り、谷浜駅構内

の荷物けん引車に衝突。 28名重軽傷0

•10 ・ 18 静岡県賀茂郡東伊豆町の

国道135号のカーブで、スピードの

出しすぎでセンターラインを越えた

乗用車が軽ワゴン車に正面衝突。双

方大破。 4名死亡、 3名重傷。

＊海難

es・13 宮城県本吉郡唐桑町唐桑

崎東南約18kmで、タンカー第一英幸

九（992t・13名乗組）右舷に、貨物
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船キャパルリー（4,827t. 29名乗組）

が衝突。英幸丸に亀裂が生じ、 A重

油360k.eが流出。

es・26 静岡県伊豆半島石廊崎沖

約12kmで、貨物船ミング・スプリン

グ（18,554t . 32名乗組）と貨物船

ベイリー（16,105t ・25名乗組）が

衝突。ベ号左舷が大破し燃料用重油

約 300k.eが流出。

.9・6 宮城県歌津崎沖約20kmで‘

貨物船第 5昇竜丸（499t. 6名乗組）

が、貨物船宮伸丸（498t. 6名乗組）

右舷に衝突。宮伸丸は沈没。 4名行

方不明。

女自然

es・4 九州・山口地方で猛暑。

山口で37.5℃を言己S表したほか各f也で

35～37°Cを記録。日射病などで 3名

死亡。

es ・ 16 台風5号による豪雨のた

め、山梨県南都留郡河口湖町の河口

湖で 1日降水量 463.5mmを記録。湖

水が増水し、ホテル、民家などで浸

水被害。また、同町六首川で土砂崩

れのため民家3棟全壊。 11名生き埋

め。 l名死亡、 10名負傷。.9・24 北海道胆振地方で集中豪

雨。登別市を中心に被害続出。岡市

効外の登別温泉街の登別厚生年金病

院裏山が崩れ、土砂が1、2階を直撃

するなど、計13戸が全半壊、約1,500

戸床上・下浸水0.9・25 沖縄県北部伊是名島で竜

巻が発生。 21棟全半壊。27名重軽傷0.9・28 温帯低気圧に変わった台

風10号の影響で、静岡県磐田郡竜山

村の西川が増水し、 3名死亡。愛知

県下では増水した川や側溝に転落す

るなどで 3名死亡、 2名行方不明。

同29日、長野県の諏訪湖が増水し、

6,000戸浸水。同飯山市の千曲川 5

か所で決壊し、 580戸浸水0

•10 ・ 28 東京都三宅村の三宅島が
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噴火（グラビアページ）。

＊その他

es・15 長崎県長崎市茂里町の国

鉄梁川踏切で、長崎精霊流しの精霊

船帆柱が高圧線に接触。花火や爆竹

が爆発。 1名死亡、 10名重軽傷。

es・16 長野県茅野市北山の貸別

荘で、一酸化炭素中毒のため 2名死

亡、 2名重体0

es・25 富山県中新川郡北アルプ

ス立山の山荘で、一酸化炭毒中毒で

3名死亡。ヒーターの不完全燃焼ら

しい

.9・17 兵庫県神戸市東灘区の東

灘トーメンサイロ会社南岸壁に接岸

中の穀物輸送船マースクセントーサ

(30, 742 t ）船底で、清掃中の作業

員が酸欠。 3名死亡。

•10 ・ 23 静岡県駿東郡小山町の富

士スピードウェイで、競走車がコン

クリート壁に激突。部品が観客席に

飛散。 2名死亡、 3名重軽傷。

•10 ・ 30 栃木県宇都宮市石井町の

鬼怒川で，ボーイスカウトのいかだ

二台が橋脚に激突。 3名死亡。

女海外

es・3 中国・快西省安康県で、

揚子江支流の漢江がはんらんし大規

記事の訂正

模な水害。 3日現在、避難・救出者

は42,000名。また、 6月末以来、豪

雨のため准河、黄河流域でも洪水が

発生。

es・6 南アフリカ・ケープタウ

ン約 130kmの大西洋上で、タンカー

カスティーリョデベルベル号（271,000t・

36名乗組）が火災・爆発。真っ二つ

に割れ後部は沈没。原油約15万tが、

流出や炎上。 3名行方不明0

es・9 インドネシア・トルナト

島ガマラマ火山が爆発。流出した溶

岩が二村を直撃。住民 6,000名避難0

es・25 米・ハリウッドのパラマ

ウント撮影所で火事。約24,300m＇焼

失。損害は 7億2,000万円。.9・20 西サモアのサパイ島で、

過去2週間にわたり山火事。8,000ha

焼失。損害は約90億円。.9・23 アラブ首長国連邦・アブ

ダビ北50kmの山岳地帯で，ガルフ航

空B737型旅客機（乗員・乗客112名）

が墜落。全員死亡。

•10 ・ 2 韓国・馬山市の高麗ホテ

ル3階 306号室付近より出火。 3、4

階の客室部分を全焼。 8名死亡、 41

名重軽傷。

•10 ・ 30 トルコ東部エルズルム地

域でM6以上の大地震。 11月3日現

在 1,330名死亡確認。

前号「日本海中部地震に学ぷもの」安倍北夫著のなかで、スイス人夫妻

の津波遭難について、同夫妻が車にたどり着いたところで津波に襲われた

記事を所載いたしましたが、実際は岩場でたどり着く前にさらわれたのが

事実とわかりました。取材は、生き残った夫の通訳に携わった人からの直

接の伝聞で、現地の新聞にも、目撃者の名入りで、駐車場の車までたどり

着いた旨の記事が所載されており、現地ではそれは事実とされてまいりま

した。混乱のなか、言語の障壁（素人の通訳で、しかも現場にはいなかっ

た）、 目撃者の誤認（他の日本人で車にたどり着いて逃げたり、あきらめ

て車を放置して逃げたものがいる）等が重なり、このような伝聞になった

ものと思われます。

謹んで訂正をさせていただきます。 （安倍北夫）
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編集後記

．謹賀新年。皆さまのご健勝を心よ

りお祈り申し上げます。．昨年は、

グラフに採り上げた災害だけを並べ

ても、蔵王・万座の火災、日本海中

部地震、山陰を襲った58年7月豪雨、

名古屋地下鉄火災、三宅島の噴火、

そして静岡のレジャー施設のガス爆

発事故と多彩でした。毎年正月にな

ると、今年こそは災害の少ない年で

あって欲しいと祈るのですが、 1年

たってみると、残念ながら災害のオ

ンパレード。それでもやはり、今年

こそは、と祈らずにはいられません0

．今号の座談会、ニュースバリュー

を追いかける報道の宿命、デマをデ

マといえるほど自由なほうが健全な

社会のためにいいというお話。結局

は、個人個人がしっかりした判断力

を持つことが大切ということを感じ

ましたが、あなたはどうE売まれまし

たか？ 本誌記事に対するご感想な

どお寄せいただければ幸いです。

（小関）
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溶岩流阿古地区のむ

58年 10月3日午後 3時30分ごろ、三宅島（東京

都三宅島三宅村）が噴火。雄山中腹の二男山から

南南西に約 3km走る割れ目から溶岩が吹き出し、

三つの大きな流れとなって流出。向島西部の阿古

地区の集落に流れ込み、同地区は約60戸を残し全

滅となったほか、各所で山火事が発生した。

また、島南部の新j零池付近と新鼻付近の海底て＼

マグマ水蒸気爆発が起こり、この噴火活動により

大量の灰や土、火山れきが泥水となって坪田地区

を襲い、大路池北側まで＇ ・SQcm、坪田地区でl2cmの

降灰を記録。

溶岩流の直撃をうけた阿古地区の人々は、三宅

小・中学校へ避難。人的被害はなかったものの、

道路網は寸断され、ガス・水道・電話などもスト

ップ。降灰による農作物への被害も大きく、損害

は217億円以上となった。

・全壊 314棟

・り災世帯数 510世帯

・水道施設坪田地区363戸一→10月5日全戸復旧

その他 →10月31日雑用水

として使用可能

・電気 10月19日全面復旧

・電話 阿古地区602 → 10月17日復旧

その他 ー→ 10月5日復旧

・道路被害 阿古地区 1,300m 粟部地区300m 

・空港 降灰のため閉鎖 →10月8日平常運転

三宅島測候所

区三三三;:::J降灰の範囲

噴出物介布

黒ぬりつぶし・…・・溶 岩

左下がり斜線…・・爆裂火口

右下がり斜線……降灰の範囲

溶岩分布は防衛庁提供資料より作成



レジャーセンター

句ま恋lでガス爆発、死傷41名
58年｜｜月22日午後 O時40分ごろ、静岡県掛川市満水、レ

クリエーション施設「つま恋J 内のバーベキューガーデン

「満水亭」で、プロパンガスが 2度にわたって爆発。鉄骨

平屋建て約980m＇の建物が崩壊・炎上した。この爆発で、同

亭で昼食中の東洋工業東京支社社員とアルバイトの女子学

生、従業員計14名が死亡、 27名が重軽傷を負った。

満水亭は、同 11月19日、夏場のバーベキューから冬場の

和風食堂に模様替えし、 22日オーフンした矢先だった。静

岡県警捜査本部では、改装の際、従業員が、床下に埋め込

まれた98か所のガス枝管末端コックのうち20数か所を締め

忘れ、当日、湯沸かし器を使おうと中栓を開けたため、ガ

スがもれて床下に充満、爆発したものとほぼ断定した。

58年10兎28日午後10碍 3会ごろ、東京都江戸Jll

区東墓、塩化ビニールパイプ製造 r毘ヌドロール製

造J構内にある関連会社 r東京倉庫実業会社葛西

のぼるとみられる。放火らしい。



刊行物／映画ご婁肉
防災誌

予防時報（季干IJ)

奥さま防災ニュース｛隔月干II)

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンビューヲの防災指針

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

事例が跨るデパートの防火（塚本孝一著）

自のっけどころはここだ fー工場の防火対策一

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄箸）

理想のビル防災ービルの防火管理を考えるー

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

そのとき Jあなたがりーダ だ（安倍北夫箸）

業態別工場防火シリーズ

①金属機械器具工業の火災危険と対策

②印刷および紙工工業の火災危険と対策

③製材および木工業の火災危検と対策

④織布、裁断・裁縫、 帽子製造工業の火災危険と対策

⑤プラスチック加工、コム ・ゴム材加工工業の火災危険と対策

⑤菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

⑦電気機械器具工業の火災危険と対策

③自動車整備工場の火災危険と対策

⑨染色登理およひ’漂白工業の火災危険と対策

⑪皮革工業の火災危険と対策

⑪パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

⑫製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

⑬酒類製造工業の火災危険と対策

ヒ粧品製造工業の火災危険と対策

・在既干I］の下記防災図書は現在再版しておりません。

〔防災指導書〕

プラント運転の防火・防爆指針／危険物紛i送の防火・防爆

指針／ヘルスセンターの防火指針／自然発火の防火指針／

スーパーマーケットの防火指針／ LPカスの防火指針／プ

ラスチ yク加工工場の防火指針／ガス溶接の防火指針／地

下街の防火指針／駐車場の防火指針／高層ビルの防火指針

／火災の実例から見た防火管理／都市の防火蓄積／ビルの

防火について／危険物要覧／防火管理必携／災害の研究／

爆発

［防災読本：

M7.9そのときーあなたの地震対策は？ ／現代版・火の用心

の本／暮らしの防災知識／そのときあなたはどうする？ ー

暮らしの防災ハンドフック／わが家の防火対策一予防から

避難まで／安心できる暮らし｛東孝光著）／イザというとき

どう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫箸）／慣れすぎが

怖いーガスの知識

映画

工場防火を考える〔25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する ｝(26分〕

わんわん火事だわん（18分〕

ある防火管理者の悩み（34分］

友情は燃えて〔35分〕

火事と子馬 （22分］

火災のあとに残るもの〔28分〕

ふたりの私 〔33分〕

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21分〕

煙の恐ろしさ 〔28分〕

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）（21分｝

動物村の消防士 （18分〕

t員害保険のABC 〔15分〕

映画は、防火講演会 ・座歓会のおり 、ぜひご利用くださし、。当協会ならびに当協会各地方委員会［北海道＝（011)231-3815、

東北＝（0222)21-6466、新潟＝( 0252 )23-0039、償浜＝（045)681ー1966、静岡＝（0542)52-1843、金沢＝(0762 )21-1149、

名古屋＝（052)971-1201、京都＝( 075 )221-2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝(078)341-2771、広島＝（0822)47-4529、

四国＝（0878)51-3344、福岡＝（092)771-9766）にて、無料貸し出ししております。
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法人 日本損害保険協会記事t務官三閉じ同01



災害や事故を
少しでら
減らしたい

日本損害保険協会では、本誌発行以外にも各種防災事業主？行っております。

・消防自動車の寄贈

日本損害保険協会の防災事業

交通安全のためじ 火災予防のために一一一

・救急車の寄贈 ．消防自動車の寄贈

・交通安全機器の寄贈 ．防火ポスターの寄贈

・交通遺児育英会への援助 ．防火標語の募集

・交通安全展の開催 ・奥さま防災博士の表彰

・交通債の引受け ・消防債の引受け

設日：本損害保険協会

朝日火災大成火災東 E火災日新火災

オールステート太陽火災東京海上日本火災

共栄火災第一火災東洋火災日本地震

興亜火災大東京火災同和火災富士火災

住友海上大同火災日動火災安田火災

大正海上千代田火災 日産火災 ｛社員会社50音麟｝


